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小括 

本研究は、地域精神科医療モデルを構築し、その効果を検証する多施設共同研究を中心に据えて

いる。 

初年度である平成 23 年度は、この研究に共通の基本プロトコルを作成し、それにしたがって、

各研究協力機関におけるモデルプログラムを構築し、その多面的な効果評価のベースライン調査を

実施した。2 年目である平成 24 年度は、中核となる 4 つの医療機関で、初年度に構築した「多職

種アウトリーチチームによるケアマネジメント」と「認知機能リハビリテーションと援助付き雇用」

の臨床活動に対して、対照群をおき 1 年間の追跡調査を開始した。そのうえで、効果評価とケア内

容のプロセス調査を行い、さらに医療経済学的効果について必要なデータ収集を実行した。他の 2

つの医療機関では、初年度に「認知機能リハビリテーションと援助付き雇用」のシステム構築を行

い、対照群をおいたうえで 1 年間の追跡調査による効果評価やプロセス調査、医療経済学的効果に

ついてのデータ収集をした。3 年目の平成 25 年度は、追跡調査の終結の年であり、データ収集を

完了し、分析を実施した。以上の研究を、「多施設共同の、対照群をおいての比較研究」と位置づ

けている。 

本年度集約した、多施設共同研究の最終結果を下記にまとめる。 

まず、多職種アウトリーチチームの研究では、介入群 67 名と対照群 74 名がベースラインにお

いて研究に同意し、1 年後フォロー時点では介入群 53 名と対照群 62 名が調査継続状態にあった。

平均年齢、GAF、診断などで有意差はなかったが、割り付けのスクリーニング合計得点（p =.015）、

SBS 総合得点（p =.005）で介入群が有意に高く、WHO-QOL26 で介入群が有意に低かった （p 

=.027）。 

介入群に行われた 8,536 回のコンタクト中 29.2％が報酬有の実コンタクト、30.6％が報酬無の実

コンタクト、40.2％が電話コンタクトとであった。対象者に対して月平均 5.9±5.2 回の頻度で実コ

ンタクトをとっており、月平均で 301.8±236.8 分の実コンタクトを行っていた。診療報酬で請求で

きない最も多い理由は、『入院中の病棟訪問』（28.5％）で、次に『契約前の関わり（入院中）』（23.0％）

であったが、その他にも多岐にわたる理由が挙げられた。また初回入院中に月当たり 8.8 回、月に

297 分程度の実コンタクトを行っていた。退院後は月当たり 4 回前後の有報酬コンタクトと 1 回程

度の非報酬コンタクトを行っていた。総コンタクト時間は平均月約 300 分前後で、頻度・量とも

に横ばいで推移していた。 

介入の効果をみると、全体での結果として、SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』において交

互作用が有意であった（p =.007）。 また、支援プロセスの履行状況別の効果評価の結果をみると、

月 180 分以上（介入群の上位 70%）に限定した場合、SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』で交 
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互作用が有意（p =.008）、月 240 分以上（介入群の上位 50%）に限定した場合、SBS 下位尺度『陽

性症状に伴う行動』（p =.028）および WHO-QOL26 総合得点（p =.016）、『心理的領域』（p =.027）、

『全般的満足度』（p =.028）にて交互作用が有意であった。対象層別の効果評価をみると、旧来の

Assertive community treatment (ACT) の対象者に近い重症精神障害者層（A 層）と、本研究に

おける軽症層（B 層)に分けたところ、A 層では WHO-QOL26 総合得点（p =.016）、『環境領域』

（p =.045）交互作用が有意であった。B 層では SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』で交互作用

が有意であった（p =.005）。 

医療経済評価では、介入群・対照群の間に、医療・社会的コストに大きな有意差は認められなか

った。WHO-QOL26 上昇における費用対効果（CER）を分析すると、CER が高い順に介入群（月

240 分以上コンタクト）＞介入群 A 層＞介入群全体＞介入群 B 層＞対照群 B 層＞対照群全体＞対

照群 A 層とならんだ。対比する支援に対して増分費用効果費（ICER）が低い＝通常の治療に加え

て更なる効果を得るための追加コストが低かったのは、介入群 A 層への支援、次に介入群月 240

分以上コンタクト層への支援であった。 

次に、認知機能リハビリテーションと援助付き雇用の研究については、無作為割付によって認知

機能リハビリテーションと援助付き雇用の組み合わせによる就労支援を受ける群（CR+SE 群）と

仲介型ケアマネジメントによる就労支援のみをうける群（仲介型群）の 2 群に振り分けられた。分

析対象者は CR+SE 群 47 名、仲介型群 47 名、合計 94 名となった。この 2 群においてベースライ

ン時の患者属性や臨床的評価には GAF 得点（仲介群＞CR＋SE 群）を除いて有意差はなく、割付

は概ね成功した。 

臨床関連指標についてみると、GAF 得点、BACS の言語性記憶、作業記憶、文字流暢性、符号

課題および総合得点について交互作用に有意差がみられた（GAF 得点：F = 6.569，p<.01 言語性

記憶：F = 4.674，p<.05，作業記憶：F = 3.971，p<.05，文字流暢性：F = 6.240，p<.01，符号課

題：F = 6.771，p<.01，Composite Score：F = 6.753，p<.01）。これらの変数について単純主効果

の検討を行った結果、群ごとにみると CR+SE 群では認知機能リハビリテーション（CR）を受け

た前後で、仲介型群と比べて有意に得点が改善しており、12 ヵ月後でもその改善が維持されてい

たか、あるいはさらに得点が改善していた。また時点ごとの比較では、GAF 得点はベースライン

時と 4 ヵ月時で仲介型群が CR+SE 群と比べて有意に得点が高かったが、12 ヵ月後時点では

CR+SE 群の得点の上昇によって両群の有意差がなくなった。BACS の各下位領域の得点について

は4ヵ月後時点では言語性記憶、作業記憶、符号課題および総合得点で、また12ヵ月後点ではBACS

の言語性記憶、作業記憶、文字流暢性、符号課題および総合得点で CR+SE 群は仲介型群と比べて

有意に得点が高かった。 

就労関連指標では、群間に大きな差が見られ、就労率について CR+SE 群は仲介型群と比べて有

意に多い対象者が就労した（63.8％）。加えて、就労した者の就労回数、雇用契約を結んでいた期

間である合計就労期間、実際に働いた日数である合計就労日数のいずれも、CR+SE 群は仲介型群

と比べて多く、また長かった。就労した者の離職回数を検討すると、両群間に有意差はなかった。

また、本研究を遂行する過程で 6 つの研究協力機関はその支援体制から 3 つの支援タイプに分類す

ることができ、副次的に支援タイプ別にも就労関連指標について整理した結果、CR+SE 群の就労

率がもっともよかった支援タイプは、「就労支援機関に生活支援員を配置」する支援タイプ（地域

事業所型）であり、次いで「医療機関に就労支援員を配置」する支援タイプ（医療機関型）であっ

た。 
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なお、本総合研究報告書では、以上の「多施設共同の、対照群をおいての比較研究」の成果と

ともに、各年度に行った「関連研究」についても一部紹介した。 

 

 

プロセスデータを分析すると、支援タイプにおける臨床的不均一性（clinical heterogeneity）が

確認されたが、就労アウトカムとサービス内容の分析では、就労者は就労前と就労中に 1 ヵ月当り

平均で 6 時間の個別就労支援に関連するサービスと、1 ヵ月当たり 1.5 時間の個別生活支援に関連 

するサービスを受けており、未就労者と比較し有意に多かった。特に個別就労支援時間の長さは、

16 ヵ月間の就労の有無（OR = 1.04, p =.035）や就労日数の長さ（Coefficient =.31, p =.010）と関

係していた。 

医療経済評価の結果から、医療・社会的コストについて、介入群の 12 ヵ月間の合計コストは、

対照群と比較し、ごくわずかに上回る結果となった。他方、介入群と対照群における積み上げコス

トの特徴は異なり、介入群では所得保障費が高かった。また、福祉・公的サービス費やデイケア費

は、認知リハや就労支援が活発化する中盤までに多くのコストが費やされ、終盤には減少する傾向

があった。対照群においては、福祉・公的サービス費が 12 ヵ月継続して一定の割合を占めたほか、

入院医療費が全体のコストを押し上げる形となった。費用対効果（CER）について、介入群にお

ける就労期間（日）の CER は 2 万 972 円であった。他方、対照群の CER は 5 万 3,024 円であっ

た。就労が 1 日伸びた分の増加コストである増分費用効果比（ICER）は、本研究の場合 1,015 円

（365 日分を仮定すると、約 37 万円）であった。 

 

結果から、多職種アウトリーチチームによるケアマネジメントでは、支援プロセスの履行状況が

高い群や利用者の重症度が重い群を中心に、QOL を中心とした介入効果が見られた。認知機能リ

ハビリテーションと援助付き雇用を組み合わせた就労支援では、全体として、認知機能の改善が見

られ、また、就労についても成果をあげた。また、個別就労支援の密度が、就労の有無や就労日数

に大きく影響を与えていることが明らかになった。また、多職種アウトリーチ、認知機能リハビリ

テーション＋援助付き雇用の両者とも、医療経済的には、対照群に比して有意なコスト上昇とは言

えず、ほぼ同等のコストの範囲で収まっており、QOL や就労日数といった指標についての費用対

効果は良好と判断された。すなわち、2 つの支援プログラムは、今後の普及においても実現可能性

が高いと言える。 

ただし、現行の診療報酬等の制度のもとでは、両プログラムとも、支援の実施に十分な報酬が保

障されているとは言えず、今後、制度上のインセンティブをつけることが求められる。また、実施

にあたっては、臨床スタッフの支援技術の習熟が重要であり、研修の必要性が強調される。 

スタッフの意識調査の結果から、モデルを導入していない全国 11 の精神科医療機関のアウトリ

ーチ部門またはデイケア部門に所属する臨床スタッフを対照群（n= 89）として、スタッフの臨床

姿勢を比較したところ、本研究に関与したスタッフ（介入群）はリカバリー態度尺度において 2 年

後得点が、EBP への態度尺度において 1 年後得点が、それぞれベースライン得点よりも有意に高

いことが示された。その他の多くの指標では、介入群が対照群よりも有意に高い得点を示していた。

利用者からの評価も調査したが、介入群ではその多くがスタッフの自己評価と同等であることが確

認され、有用な支援が適切に行われていたことが示唆された。 
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総合研究報告 その１ 

 

地域精神科医療モデルに関する、多施設

共同の、対照群をおいての比較研究 

 

Ａ. 研究の背景 

現在の日本の精神保健施策は入院中心から

地域生活中心への改革期にある、と私たちは

捉えている。この改革の意味するところは、

大きく 2 つある。 

1 つは、主たる治療の場を精神科病棟から

地域社会へ移行していくことである。もう 1

つは、“症状の軽減のための治療”から、“質の

高い生活の実現のための治療”へと、精神科医

療の目標概念を変更していくことである。 

言葉を変えて言えば、これは精神科医療を、

入院精神科医療を中心とした仕組みから、地

域精神科医療を中心とした仕組みに改めてい

くということである。また、その地域精神科

医療も、利用者のリカバリー〈あたりまえの

人生を取り戻す、市民としての生活を取り戻

す〉のプロセスを支援する方向性を持つもの

にしていく必要があるということである。 

これは、医療をベースにしながらも包括的

なサポートを行える仕組みが地域精神科医療

において必要なこと意味する 1)。地域精神科

医療の先進地の実績に学べば、精神病棟にお

ける長期間の治療を廃絶し、その代わりに、

短期の入院治療と、デイケアやショートケア

を用いた精神科リハビリテーション、そして、

多職種アウトリーチチームによる地域生活支

援と危機予防の実施、市民生活の重要な要素

である就職を速やかに可能にする就労支援シ

ステムなどが、仕組みの具体的要素として必

要であることがわかる。また、支援技法とし

ては、医学的なアセスメントに基づく治療技

法（薬物療法など）ばかりでなく、本人の生

活能力に注目し、本人の希望や長所、持って

いる技能、環境の利点などに注目し、それら

の成長を支えようと、地域社会にある一般的

なさまざまな資源（informal resource）も活

用するストレングス・モデルによるケアマネ

ジメントの導入・定着も重要である 2)。 

これらを実現するために、臨床研究が具体

的なモデルを構築し、あるべき地域精神科医

療のかたちを、期待される成果とともに提示

していくことの意味は大きいであろう。 

本邦の先行研究を振り返れば、伊藤、西尾

らはAssertive community treatment （ACT: 

包括型地域生活支援プログラム）、Individual 

placement and support（IPS: 個別職場定着

と就労支援）について、我が国における初め

ての実証研究に成功し、それぞれのプログラ

ムの普及、定着に努めてきた 3,4)。また、池淵、

佐藤らは認知機能リハビリテーションの有効

性について実証的研究を行っている 5)。これ

らの文脈から、本研究では、これら個別のプ

ログラムを組み合わせ、ニーズのある利用者

に的確にサポートが行える、地域精神科医療

システムのモデルを作成し、その成果ととも

に情報発信をしていくことを意図した。 

さて、この研究のモデルで中核となるのは

医療機関である。モデルの普及可能性を高め

るためには、本研究が入院中心の医療を地域

精神科医療に変換することの意義について説

得力を持つ資料としての価値をもつ必要があ

る。そのためには、2 つの要素が求められる。

１つは、本研究における臨床的成果が、明快

に提示されることである。もう１つは、本研

究で示すモデルを一般臨床に敷衍した場合の

コスト費用対効果を明らかにすることである。 

我が国の精神科医療は民間の精神科医療機

関にその多くを委ねられ、発展してきた。地

域精神科医療が充実したありようを示すため

には、これら民間精神科医療機関が、入院中

心の実践を改め地域生活中心の精神保健医療

福祉の拠点となることに、臨床的にも、経営

的にも強い動機をもつような、ガイドライン

の作成と、診療報酬をはじめとした費用体系

の手直しが必要である。そこで、本研究では、

臨床的アウトカムのみならず、プログラムの
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費用対効果等、診療報酬改定などに際して情

報提供として有用な試料となる調査を実施し

た。 

 

Ｂ. 研究の方法 

本研究は、医療機関の協力を仰いで、「地域

精神科医療モデル」を構築しその効果を検証

する、多施設共同研究の形式をとった。すな

わち、共通の基本プロトコルを作成し、それ

にしたがって、各研究協力機関にモデルプロ

グラムを構築し、そのアウトカムとコストに

ついて、多面的な評価を実施した。 

 

1. モデルの構築 

本研究は医療機関を中心とした地域精神科

モデル医療の構築を基本に置いた。中核とな

る研究協力の医療機関は初年度前半に以下の

２つのサービスプログラムを医療機関および

地域の資源を活用して構築した。 

 

1) 多職種アウトリーチチーム（重症精神障害

者に対する多職種アウトリーチチームの

サービス記述と効果評価研究） 

多職種アウトリーチチームは、以下の特徴

を持つ。 

 

(1)看護師、精神保健福祉士、作業療法士、

医師等の複数職種による、アウトリーチ

チームが構成され、このチームがケース

の状況により臨機応変に、アウトリーチ

を中心とした、包括的な支援を行うこと 

(2)利用者のニーズ把握、支援プランの作成

にあたってはストレングス志向のケア

マネジメントを行うこと 

(3)対象者を当該入院時にスクリーニング

によって選定した後は、入院中から関与

を開始し、入院から退院、地域生活まで

一貫したケアマネジメントが行われる

こと 

 

2) 認知機能リハビリテーションと援助付き

雇用（重症精神障害者に対する認知機能リ

ハと援助付き雇用の組み合わせによる就

労支援研究） 

認知機能リハビリテーション（以下、認知

リハ）と援助付き雇用では、下記の実践モデ

ルを構築した。 

 

(1)「Cogpack」日本語版を用いた認知リハ

の実施（概ね 3 ヵ月：12 週間） 

(2)就労準備活動：履歴書の書き方や面接の

練習など、求職活動をはじめる上でのご

く一般的な準備を最低 4 回、集団または

個別で実施 

(3) 就職前支援、就職後の継続支援、場合

によっては退職と再就職の支援も含め

る「日本版個別援助付き雇用モデル」に

よる就労支援を 1 年間、実施。ここでい

う、「日本版個別援助付き雇用モデル」

（暫定版）は、以下の様な特徴をもつ 

①Place then Train モデルであること 

②ケアマネジメント（=個別性を重視し

た支援）を提供していること 

③生活支援、就労支援、医療に関する支

援が密接に連携していること 

④生活支援を担当するケースマネジャー

（CM）と就労支援担当者（ES）との間

に密接な情報交換があること 

⑤最低限、就労支援担当者がアウトリー

チサービス（企業訪問、同行支援、ジョ

ブコーチなど就労維持のための支援）を

実施すること 

 

副たる研究協力医療機関は、以上のいずれ

かのサービスプログラムを医療機関および地

域の資源を活用して構築した。いずれのプロ

グラムを構築するにあたっても、スタッフは

研究班が実施した研修を受け、患者の希望や

願望、長所や持っている技能、環境の有利な

点などに注目し、それらを活用しながら、患

者の地域生活の充実を図る、ストレングス・

モデルによるケアマネジメントを共通の支援
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技法とするように努めた。 

研究協力機関については、図 1 を参照のこ

と。また、多施設共同研究の 3 年間の研究プ

ロトコルの概要は図 2 を参照のこと。 

 

2. 割付け方法と対照群 

本研究の多職種アウトリーチチームと援助

付き雇用の研究においては、割り付け方法や

対照群の設け方が異なる。 

 

1) 重症精神障害者に対する多職種アウトリ

ーチチームのサービス記述と効果評価 

本研究は、純粋なランダム化比較試験では

なく、介入群・対照群を利用者の居住地区に

よって振り分ける準実験法を用いた。すなわ

ち、対象医療機関を中心に一定のキャッチメ

ントエリアを定め、そのエリア内に居住の対

象患者を介入群に、エリア外に居住し一定の

条件を満たす患者を対照群とした。対象者の

エントリー期間は平成 23 年 11 月～平成 25

年 3 月である。エントリーの方法は、(1)各地

区の全新規入院患者について、スクリーニン

グ票によるスクリーニングを実施。重篤度・

生活困難度が一定点数以上の者を研究対象候

補者として選定、(2)候補者の現居住地の所在

により、その所在が各地区に設けたキャッチ

メントエリア内外のいずれに存在するかによ

って、介入群と対照群に振り分ける、(3)候補

者に対して研究に関する説明を行い、同意し

た者を各研究の参加者として位置付ける、(4)

退院後に介入群にはアウトリーチチームの支

援が行われる、対照群には対象医療機関の通

常の精神科医療が行われる、とした。本研究

には、国立精神・神経医療研究センター病院、

国立国際医療研究センター国府台病院、東北

福祉大学せんだんホスピタル、3 地区を選定

した。なお、帝京大学医学部附属病院におい

ては、新規外来患者に対するアプローチとし

て実施されたため、独自の研究という位置づ

けとした。 

 

2) 重症精神障害者に対する認知機能リハと

援助付き雇用の組み合わせによる就労支援 

一定の条件を満たす対象者を、無作為割り

付けにて介入群と対照群に振り分けるランダ

ム化比較試験（ Randomized Conrtrolled 

Trial :RCT デザイン）を採用した。すなわち、

以下の 5 条件、(1)研究協力施設に外来通院中

であること、(2)主診断が統合失調症、双極性

障害、大うつ病であること、(3)年齢が 20-45

歳であること、(4)研究開始時に就労を希望し

ているもの、(5)一定の認知機能障害が認めら

れるもの（BACS-J によるスクリーニング）

を性別、年齢、スクリーニング課題で層別化

した上で乱数による無作為割り付けを実施し、

介入群および対照群に割り付けた。そのうえ

で、介入群には、上述の認知リハおよび「日

本版個別援助付き雇用モデル」（暫定版）によ

る個別就労支援を実施した。 

一方、対照群には、研究協力施設である医

療機関内に就労支援担当者を１名配置し、こ

の担当者がいわゆるブローカー型の就労支援

を実施した。面接は月に 1 回定期的に実施し、

その時々に対象者のニーズに合わせて最善と

思われる機関にリファーを行った。ブローカ

ー型支援の結果、リファー先の地域の就労支

援機関においてケアマネジメントが実施され

るケースも当然想定されるが、これは妨げな

かった。 

 

3. 評価方法、アウトカムと尺度 

本研究は地域精神科モデル医療の構築なら

びに普及を最終的な目標としているため、ア

ウトカム評価だけでなく、プロセス評価、医

療経済学的評価などを実施した。また、スタ

ッフの支援行動についてのスタッフ自身や利

用者の意識についての評価も同時に実施した。 

 

1) アウトカム評価 

「多職種アウトリーチチーム」の効果に関

しての主たるアウトカム指標は、地域滞在日

数とした。そのほか入院回数、救急利用回数、
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治療中断歴、逮捕/拘留歴等のサービス利用の

在り方の変化、精神症状などを臨床的指標と

した。また、患者の生活に与える影響として、

QOL、生活時間の構成の変化に関する指標、

生活機能の評価などをアウトカム指標として

採用した。 

「認知リハと援助付き雇用」の主たるアウ

トカム指標は、就労率、就労継続日数、総賃

金などを含む就労関連指標であった。認知リ

ハの効果判定としての神経心理検査等でとら

えられる認知機能、作業能力や、精神症状評

価、生活時間の構成の変化なども臨床関連指

標として採用した。 

 

2) プロセス調査 

「多職種アウトリーチチーム」や「認知リ

ハビと援助付き雇用」、それぞれにサービスコ

ード票を作成し、データ収集を行った。スタ

ッフが研究対象者にサービスを提供した際に、

自身の行ったサービスを、サービスコード票

に記載した。 

 

3) 医療経済評価 

「多職種アウトリーチチーム」、「認知リハ

ビと援助付き雇用」のいずれにおいても、デ

ータ収集は、(1)医療機関のレセプト調査、(2)

サービスコードによる支援量・人的コストの

把握調査、(3)日本語版 Client Service Receipt 

Inventory: CSRI-J)を用いた社会資源利用に

より生じるコスト集計調査を基本とした。こ

れらより、介入群、対照群のコストの総計お

よび、継時的なコストの推移を求め、費用対

効果分析も行うこととした。 

現行の制度ではいわゆる「持ち出し（赤字）」

となるサービスのコストについては、サービ

スコードを用いて調査した。 

 

4) スタッフ意識と利用者意識 

モデルを実施する 4 エリアで直接モデルに

携わる臨床スタッフを介入群（n= 96）とし、

モデルを導入していない全国 11 の精神科医

療機関でアウトリーチ部門かつまたはデイケ

ア部門に所属する臨床スタッフを対照群（n= 

89）として、スタッフの支援行動についての

意識調査を実施した。本研究に関与したスタ

ッフの臨床における意識の変化を調べるのが

その目的であった。自記式調査票を用い、モ

デル実践開始前（ベースライン）とその 1 年

後、2 年後の 3 時点でスタッフの支援態度や

意識を評価した。 

自記式調査票には、属性および臨床経験等

の調査のほか、(1)ストレングス志向の支援態

度尺度、 (2) 日本語版 Recovery Attitude 

Questionnaire （ RAQ ）、 (3) 日 本 語 版

Evidence-Based Practice Attitude Scale

（EBPAS）、(4)精神障がい者に対する肯定的態

度：改訂版（肯定的態度尺度）、(5)統合失調症に

対する社会的距離尺度（社会的距離尺度）、(6)

日本版 Maslach Burnout Inventory-General 

Survey（MBI）を用いて評価が行われた。 

一方、本研究による介入がスタッフのストレン

グス志向の支援態度に及ぼす影響を利用者の視

点から把握すること、および、スタッフ側と利用

者側の視点による一致の程度を確認し、今後の支

援関係の質の向上のための知見を得ることを目

的としてスタッフに対する利用者の認識調査を

実施した。介入研究の協力機関において、研究参

加1 年後の経過時（平成24年11月～平成26 年

4 月）、(1)介入群および対照群に割り付けられた

精神障害をもつ当事者を対象とした無記名自記

式調査（利用者版評価）、および、(2)介入群の支

援にあたるスタッフを対象とした無記名自記式

調査（スタッフ版自己評価）を実施した。利用者

版評価では、既存のスタッフ版尺度をもとに、「利

用者版支援者ストレングス態度尺度（10 項目）」

を作成し使用した。 

 

4. 倫理委員会の承認 

いずれの研究に関しても、国立精神・神経医療研

究センターの倫理委員会の審査を受けた。 

1) 「多職種アウトリーチチームのサービス記

述および効果評価に関する研究」（2011 年
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8 月 1 日 No. 23-036） 

2) 「日本版個別援助付き雇用モデルと認知リ

ハを用いた就労支援が精神障害をもつ人

の就労に与える影響に関する研究」（2011

年 8 月 1 日 No. 23-038） 

3) 「モデル導入・実施が支援スタッフの意

識・態度に及ぼす影響の検討」（2011 年 8

月 1 日 No. 24-039） 

4) 「支援スタッフの意識・態度に及ぼす影響

の利用者評価に基づく検討」（2012 年 11

月 13 日 No. 24－475） 

 

Ｃ. 研究の結果 

本節では平成 25 年度総括・研究分担報告書

に掲載した研究報告をまとめる。 

 

1. 多職種アウトリーチチームのプロセス評

価と効果評価 

 

1) 基本プロトコルと対象者の属性 

(1) 調査測度： 

1 年ごとに (1)カルテによる精神科医療等

の利用調査 (2)症状・機能評価 (3)利用者に対

する自記式調査 (4)医療経済評価：レセプト、

サービスコード、CSRI-J、を用いて評価した。 

 

(2) 象者のエントリー状況： 

介入群 67 名・対照群 74 名が研究に同意し、

1 年後フォロー時点では介入群 53 名・対照群

62 名が調査継続状態にあった。対象者のフロ

ーチャートを図 3 にしめす。 

 

(3) 対象者のベースライン時の基礎属性： 

各群の対象者のベースライン時の基礎属性

は、平均年齢は介入群 40.9±11.3 才、対照群

40.8±11.4 才であった。 GAF は介入群

42.0±10.1、対照群 44.6±11.1 であった。対象

者の診断は統合失調症圏の患者が介入群

67.3%（n=37）・対照群 68.3%（n=43）であ

った。地域割り付けを行ったもののスクリー

ニング合計得点(p =.015)・SBS 総合得点（p 

=.005）で介入群が有意に高く、WHO-QOL26

で介入群が有意に低かった（p =.027）。 

 

2) 支援プロセスの実態とサービス記述 

(1) 方法： 

プロトコルに基づき、介入群の対象者に提

供された支援をサービスコードにより把握し、

55 ケース（8,536 コンタクト）を分析対象と

した。また経時的な変化をたどる分析につい

ては、サービス中断調査事例等を除いた52ケー

ス（8,188コンタクト）を分析対象とした。 

 

(2) 結果： 

8,536 回のコンタクト中、2,489 回（29.2％）

が報酬有の実コンタクト、2,613 回（30.6％）

が報酬無の実コンタクト、3,434 回（40.2％）

が電話コンタクトとなっていた。また対象者

に対して月平均 5.9±5.2 回の頻度で実コンタ

クトをとっており、また月平均で301.8±236.8

分の実コンタクトを行っていた。診療報酬で

請求できない最も多い理由は『入院中の病棟

訪問』（28.5％）で、次に『契約前の関わり（入

院中）』（23.0％）であったが、その他にも多

岐にわたる理由が挙げられた。また、初回入

院中に月当たり 8.8 回、月に 297 分程度の実

コンタクトを行っていた。退院後は月あたり

4 回前後の有報酬コンタクト、1 回程度の非報

酬コンタクトを行っていた。総コンタクト時

間は平均月約 300 分前後で、頻度・量ともに

横ばいで推移していた。 

 

(3) 考察： 

支援行為のかなりの割合が診療報酬上で無

報酬になっていることが明らかになった。特

に入院中・契約前の段階にかなりの労働量が

割かれているのに対し、報酬上の裏付けがな

いことが理由と考えられた。多職種アウトリ

ーチ支援のような柔軟な対応を求められる枠

組みにおいては、きわめて多様な支援の様相

を呈し、報酬上請求できない理由も多岐にわ

たっている。こうした部分を鑑みて制度設計



 
 

- 11 - 
 

を行う必要があると考えられた。 

 

3) 効果評価： 

(1) 方法： 

時期（BL 時・1 年後時）と群（介入群・対

照群）を要因とした二元配置の反復測定・共

分散分析を行い、時期と群の交互作用を検定

することで、2 群の得点の変動パターンの差

を精査した。 

 

(2) 結果： 

①全体での結果： 

SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』にお

いて交互作用が有意であった。（p =.007） 

②支援プロセスの履行状況別の結果： 

(i)月 180 分以上（介入群の上位 70%）に限

定した場合、SBS 下位尺度『陽性症状

に伴う行動』で交互作用が有意であっ

た （p =.008）。 

(ii)月 240 分以上（介入群の上位 50%）に

限定した場合、SBS 下位尺度『陽性症

状に伴う行動』（p =.028）および

WHO-QOL26 総合得点（p =.016）・『心

理的領域』（p =.027）・『全般的満足度』

（p =.028）にて交互作用が有意であっ

た。 

③対象層別の効果評価： 

旧来のACTの対象者に近い重症精神障害

者層（A 層）本研究における軽症層（B 層)

に分けたところ、A 層では、WHO-QOL26

総合得点（p =.016）・『環境領域』（p =.045）・

で交互作用が有意であった。B 層では SBS

下位尺度『陽性症状に伴う行動』で交互作

用が有意であった（p =.005）。 

 

(3) 考察： 

本研究では複数施設において入院中から地

域生活支援の高いニーズもつ対象者を捕捉し、

多職種アウトリーチ支援を行うことによる効

果評価を行った。①支援プロセスの履行状況

別の効果評価および②層別の効果評価を行っ

たことで、①十分な支援量を提供した層に主

観的 QOL を中心に介入効果が現れており、

また②対象層別に異なる影響が現れる可能性

があることを明らかにした。 

 

4) 医療経済評価 

(1) 方法： 

医療経済的な評価を行うためレセプト調

査・サービスコード・CSRI-J を用いて 1 年間

に投入された医療・社会的コストを算出し、

各費用および合計費用について介入群と対照

群で t 検定により差を検定した。また

WHO-QOL26 得点をメインアウトカムにし

た場合の費用対効果および増分費用効果費を

算出した。さらにこれらの分析については ①

全体での介入群と対照群の比較、②月 240 分以上

実コンタクトがあった介入群と対照群全体の比較、

③介入群A層・対照群A層の比較および介入群B

層と対照群B層の比較を行った。 

 

(2) 結果： 

①費用の比較 

各分析において医療・社会的コストに大

きな有意差は認められなかった。 

②費用対効果（CER） 

WHO-QOL26 上昇における費用対効果

（CER）は高い順に介入群（月 240 分以上

コンタクト）（223,958 円/点）＞介入群 A 層

（325,383 円/点）＞介入群全体（363,580

円/点）＞介入群 B 層（408,839 円/点）＞対

照群 B 層（557,654 円/点）＞対照群全体

（1,158,769 円/点）＞対照群 A 層（-468,460

円/点）だった。 

③増分費用効果費（ICER） 

対比する支援に対して増分費用効果費

（ICER）が低い＝通常の治療に加えて更な

る効果を得るための追加コストが低かった

のは、介入群 A 層への支援（46,288 円/点

（WHO-QOL26）)、次に介入群月 240 分以

上コンタクト層への支援（69,499 円 /点

（WHO-QOL26））であった。 
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(3) 考察： 

本報告では対照群と比べて医療・社会的コ

スト費は必ずしも高くないことが明らかにな

った。また『月 240 分以上コンタクトをする

集中して支援した場合』ないし『対象層を A

層に限定した場合』の ICER が比較的低いこ

とから、医療経済的な観点を鑑みても、多職

種アウトリーチでは一定の濃度で支援を行う

こと、また対象層を A 層のような重症層に限

定することは、妥当であると考えられた。 

 

2. 重症精神障害者に対する認知機能リハと援

助付き雇用の組み合わせによる就労支援 

 

1) 基本プロトコルと対象者の属性： 

6 サイト合計 111 名から文書による同意が

得られ、無作為割付によって認知リハと援助

付き雇用の組み合わせによる就労支援を受け

る群（CR+SE 群）と仲介型ケアマネジメント

による就労支援のみをうける群（仲介型群）

の 2 群に振り分けられた。その後、両群で研

究対象外のものや同意撤回者が生じ、分析対

象者は CR+SE 群 47 名、仲介型群 47 名、合

計 94 名となった。対象者のフォローチャート

を図４に示す。この 2 群においてベースライ

ン時の患者属性や臨床的評価には GAF 得点

（仲介群＞CR＋SE 群）を除いて有意差はな

く、割付は概ね成功した。 

 

2) 臨床関連指標のアウトカム 

(1) 方法： 

各評価測度の得点についてベースライン時、

4 ヵ月時、12 ヵ月時の推移を群別に検討する

ため群と時期を独立変数、各評価測度得点を

従属変数とし、GAF 得点についてはは繰り返

しのある二元配置分散分析、その他の変数は

ベースライン時に両群間で有意差がみられた

GAF 得点を共変量として投入する繰り返し

のある二元配置共分散分析を実施した。 

 

(2) 結果： 

GAF 得点、BACS の言語性記憶、作業記

憶、文字流暢性、符号課題および総合得点

について交互作用に有意差がみられた（言

語性記憶：F=4.674，p<.05，作業記憶：

F=3.971，p<.05，文字流暢性：F=6.240，

p<.01 ，符号課題： F=6.771 ， p<.01 ，

Composite Score：F=6.753，p<.01）。 

これらの変数について単純主効果の検討

を行った結果、群ごとにみると CR+SE 群

では認知リハ（CR）を受けた前後であるベ

ースライン時と 4 ヵ月後で仲介型群と比べ

て有意に得点が改善しており、12 ヵ月後で

もその改善が維持されているあるいは、さ

らに得点が改善していた。また時点ごとの

比較ではまず GAF 得点についてはベース

ライン時と 4 ヵ月時で仲介型群が CR+SE

群と比べて有意に得点が高かったが、12 ヵ

月後時点では CR+SE 群の得点の上昇によ

って両群の有意差がなくなった。 

BACS の各下位領域の得点については 4

ヵ月後時点では言語性記憶、作業記憶、符

号課題および総合得点で、また 12 ヵ月後点

では BACS の言語性記憶、作業記憶、文字

流暢性、符号課題および総合得点で CR+SE

群は仲介型群と比べて有意に得点が高かっ

た。 

 

(3) 考察： 

CR+SE 群は CR によって認知機能の多く

の下位領域と全般的な認知機能が改善し、な

おかつ CR が終了後もその改善が維持されて

いたことが示唆された。認知機能の改善によ

って対象者の生活に良い変化がもたらされ、

これが全般的機能の評価である GAF 得点の

上昇につながったと考えられる。精神症状に

ついては両群とも 3 時点で大きな変化はなく、

CR や就労支援の精神症状に対する影響は見

られなかったがこれは先行研究の知見とも一

致する結果であった。 
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3) 就労関連指標のアウトカム 

(1) 結果： 

群間の就労関連指標には大きな差が見られ

た。就労率について CR+SE 群は仲介型群と

比べて有意に多い対象者が就労して、全体の

63.8％が就労していた。CR+SE 群は研究開始

から 3-4 ヵ月間は CR と就労準備活動のみを

行い、地域における求職活動はしないことが

プロトコルで定められていたことから、実質

的には 8-9 ヵ月間の間に上記の就労率を達成

した。加えて、就労した者の就労回数、雇用

契約を結んでいた期間である合計就労期間、

実際に働いた日数である合計就労日数のいず

れも CR+SE 群は仲介型群と比べて多く、ま

た長かった。さらに両群の就労した者につい

て離職回数を検討すると、両群間に有意差は

なかった。 

本研究を遂行する過程で 6 つの研究協力機

関はその支援体制から 3 つの支援タイプに分

類することが出来、副次的に支援タイプ別に

も就労関連指標について整理した結果、

CR+SE 群の就労率がもっともよかった支援

タイプは、「就労支援機関に生活支援員を配置」

する支援タイプ（地域事業所型）である国府

台・仙台サイトであり（就労率：100％）であ

った。次いで就労率がよかったのは「医療機

関に就労支援員を配置」する支援タイプ（医

療機関型）の小平・ひだサイトであった（就

労率 50％）。 

 

(2) 考察： 

本研究で実施された認知リハと援助付き雇

用の組み合わせによる就労支援は、重い精神

障害をもつ人の就労とその維持に対して効果

的であることが示唆された。また、支援タイ

プ別にみると、1 つの機関内に就労支援専門

員と生活支援員の両方が所属することは重い

精神障害をもつ人の就労支援を実施する際に

重要であると考えられた。 

 

4)プロセスデータ分析 

(1) 方法： 

援助付き雇用における支援タイプ別（医療

機関型、連携型、地域事業所型）のサービス

内容やサービス提供時間を把握すること、お

よび就労アウトカムに関連するサービス内容

を検証することを目的に、サービスコード票

を用いたプロセス調査を行った。サービス提

供時間の検証には、1 対 1 換算のサービス提

供時間（実サービス提供時間÷利用者数×スタ

ッフ数）を用いた。また、サービス内容は「認

知リ機能リハビリテーション＋ビジネスマナ

ー」、「個別就労支援」、「個別生活支援」、「集

団プログラム」、「その他」の 5 つのカテゴリ

ーに分けて分析を行った。 

 

(2) 結果： 

支援タイプにおける臨床的不均一性

（clinical heterogeneity）が確認された（16

ヵ月間の 1 人当りの 1 対 1 換算のサービス提

供時間の合計は、医療機関型=3,452 分、連携

型=6,509 分、地域事業者型=10,887 分であっ

た。就労アウトカムとサービス内容の分析で

は、就労者は就労前と就労中に 1 ヵ月当り平

均で 6 時間（就労前：約 373 分、就労前＋就

労中：約 360 分）の個別就労支援に関連する

サービスと、1 ヵ月当たり 1.5 時間の個別生

活支援に関連するサービス（就労前：約 90

分、就労前＋就労中：約 87 分）を受けており、

未就労者と比較し有意に多かった。特に個別

就労支援時間の長さは、16 ヵ月間の就労の有

無（OR=1.04 [95%CIs=1.01 to 1.07], p=.035）

や 就 労 日 数 の 長 さ （ Coefficient=0.31 

[95%CIs=0.08 to 0.55], p=.010）と関係して

いた。他方、集団プログラムについては、単

変量解析と多変量解析の両方で就労アウトカ

ムとの関係は見られなかった。 

 

(3) 考察： 

最も就労率（88.2%：就労継続 A 型、特例

小会社なし）の高い地域事業所型のサービス

内容から、重度の精神障害を持った人への就
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労支援には、個別性の高い支援の重要性が示

唆された。また、就労支援の開始時期や就職

時期の前後には集中的かつ濃密なサービスが

必要であると推測された。効果的な就労支援

を実施するためには、個別かつ時期によって

集中的なサービスを供給できるシステムの展

開が重要であり、それを可能にする制度改正

へのアプローチが今後の課題として示唆され

た。 

 

5) 医療経済評価 

(1) 方法： 

分析対象者は 92 名（介入群：45 名、対照

群：47 名）であった。就労やコストに関係す

るデータは、レセプトや日本版クライエント

サービス受給票、サービスコード票、職場開

拓記録票、アウトカム・モニタリングシート

などから収集した。 

 

(2) 結果： 

介入群の就労者数（n=30）は対照群の就労

者数（n=12）より有意に多かった（χ2=15.678, 

p<0.001）。また、平均就労期間についても、

介入群（85.9 日, [sd=88.5 日]）が対照群

（33.0 ,[sd=82.1 日]）より長い結果となった

（z=3.857, p<.001）。 

①費用の比較 

コストに関して、対照群の 12 ヵ月間の合

計コスト（174 万 7,533 円,[sd=158 万 4,114

円]）と比較し、介入群の合計コスト（180

万 1,255 円,[sd=109 万 9,031 円]）はごくわ

ずかに上回る結果となった。他方、介入群

と対照群における積み上げコストの特徴は

異なった。介入群では所得保障費（64 万 654

円, [sd=61 万 6173 円]）が高かった。また、

福祉・公的サービス費（42 万 6,142 円, 

[sd=48 万 8,183 円]）やデイケア費は、認知

リハや就労支援が活発化する中盤までに多

くのコストが費やされ、終盤には減少する

傾向があった。対照群においては、福祉・

公的サービス費（49 万 826 円, [sd=60 万

4,149 円]）が 12 ヵ月継続して一定の割合占

めたほか、入院医療費（43 万 7,713

円,[sd=121 万 4,728 円]）が全体のコストを

押し上げる形となった。 

②費用対効果（CER） 

介入群における 12 ヵ月間の就労 1 日当り

のコスト、つまり就労期間（日）の CER は

2 万 972 円であった。他方、対照群の CER

は 5 万 3,024 円であった。 

③増分費用効果比（ICER） 

就労が 1 日伸びた分の増加コストである

増分費用効果比（ICER）は、本研究の場合

1,015 円（365 日分を仮定すると、約 37 万

円）であった。 

 

(3) 考察:  

英国やWorld health organizationの ICER

の基準（約 340 万円～約 510 万円以下で費用

対効果あり）を参考にすると、認知リハと援

助付き雇用は、日本の従来型の就労支援と比

較して、費用対効果が高い実践と判断できた。 

 

3. 地域精神科医療モデルの実践がスタッフ

の支援態度に及ぼす影響の検討 

 

1) 支援態度の 2年間フォローアップ 

(1) 方法： 

モデルを実施する 4 エリアで直接モデルに

携わる臨床スタッフを介入群（n= 96）とし、

モデルを導入していない全国 11 の精神科医

療機関でアウトリーチ部門またはデイケア部

門に所属する臨床スタッフを対照群（n= 89）

とした。ストレングス志向支援尺度、リカバ

リー態度尺度などで構成される自記式調査票

を用い、モデル実践開始前（ベースライン）

とその 1 年後、2 年後の 3 時点でスタッフの

支援態度・意識を評価した。 

 

(2) 結果： 

3 時点すべてにおいて回答が得られた介入

群 59 名、対照群 44 名対する繰り返しありの
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二要因分散分析の結果、介入群はリカバリー

態度尺度において 2 年後得点が、EBP への態

度尺度において 1 年後得点が、それぞれベー

スライン得点よりも有意に高いことが示され

た。その他の多くの指標では、介入群が対照

群よりも有意に高い得点を示した（群の主効

果）。 

各時点で回答が得られた全対象者について、

繰り返しなしの二要因分散分析を行った結果、

ストレングス志向支援尺度の「本人参加と意

思決定」下位尺度の自信度はすべての時点で

介入群は対照群よりも有意に高い得点を示し、

介入群では、1 年後よりも 2 年後で有意に高

い得点を示した。また EBP への態度尺度では、

介入群がベースラインよりも 1 年後で有意に

高い得点を示した。その他の多くの指標では、

介入群が対照群よりも有意に高い得点を示し

た（群の主効果）。 

 

(3) 考察： 

本研究班で構築した「地域生活中心」を推

進する地域精神科医療モデルにおける実践に

より、臨床スタッフのリカバリー志向の態度

が高まり、支援チーム全体としてもストレン

グス志向支援を実施する自信が高まると考え

られた。また、介入群ではリカバリー志向や

ストレングス志向の高い支援が実施されてい

る（質の担保）ことが示唆された。 

 

2) 利用者版評価に基づく検討 

(1) 方法:  

研究の協力機関において、研究参加 1 年後

の経過時（平成 24年11月～平成26年4月）、

①介入群および対照群に割り付けられた精神

障害をもつ当事者を対象とした無記名自記式

調査（利用者版評価）、および、②介入群の支

援にあたるスタッフを対象とした無記名自記

式調査（スタッフ版自己評価）を実施した。

利用者版評価では、既存のスタッフ版尺度を

もとに、「利用者版支援者ストレングス態度尺

度（10 項目）」を作成し、使用した。 

 

(2) 結果 

介入群においては、利用者による評価では

研究種別に関わらず同等であることが確認さ

れる反面、スタッフによる自己評価では「認

知機能リハ＋援助付き雇用」の支援者の方が

ストレングス志向での支援の実施度・自信度

が高いことが明らかになった。 

「多職種アウトリーチ」の利用者版評価で

は、介入群の利用者は対照群に比べスタッフ

に対する評価が高く、特に、「クライシスプラ

ンの協働作成」「スタッフ自身の自己開示」「地

域における支援活動の実施」において顕著で

あった。一方、「認知機能リハ＋援助付き雇用」

の対照群の利用者は、支援態度に対する評価

が介入群同様に高く、介入の有無による差異

は見られなかった。 

さらに、利用者版評価の大半項目において、

スタッフ自身の評価と共通していることが確

認されるとともに、利用者の方が高評価であ

る項目（クライシスプランの協働作成、支援

計画の協働作成）やスタッフの方が高評価で

ある項目（スタッフ自身の自己開示、地域に

おける支援活動の実施）も確認され、いくつ

かの側面においては、利用者－スタッフ間で

の意識に差異が見られることも明らかになっ

た。 

 

Ｄ. 考察 

1. 多職種アウトリーチチームの「地域精神科

医療モデル」における意味 

 

1) 多職種アウトリーチチームは臨床的に効

果的か 

多職種アウトリーチチームのアウトカムに

ついて、ACT の有効性はすでに多くの先行研

究があり、我が国における追試研究も成果を

出している 6)。しかしながら、本研究のよう

に、ACT ばかりでなく、さまざまな形のアウ

トリーチチーム全体の成果をみるとなると、

チームの構造や、対象者層のばらつきから、
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介入の効果が不鮮明になる。そこで、本研究

では、(1)支援プロセスの履行状況と(2)対象層

という視点のもとに分析を行ない、介入の効

果を明らかにしてきた。 

まず、支援プロセスの履行状況による効果

への影響であるが、介入群に投入された支援

量を目安に、月180分以上(介入群の上位70%)、

月 240 分以上（介入群の上位 50%）と限定し

て評価を行った結果、主観的QOLおよびSBS

（社会行動尺度）を中心に、観察された効果

の大きさは『月 240 分以上のコンタクトをし

た対象に限定した分析』＞『月 180 分以上の

コンタクトをした対象に限定した分析』＞『介

入群全体の分析』という状況にあった。 

すなわち、今回の研究では、重症な精神障

害者の地域生活支援を行うためには一定の濃

度で関わることが必要であることが示された。

とくに月 240 分以上（週換算で 60 分以上）

の実コンタクトをとった場合に結果が顕著だ

ったことは、臨床的な関わりを行う上での重

要な示唆である。量に関するモニタリングや

規定が、効果を上げるうえで重要な要素であ

ることは、今後の制度設計をするうえでも、

見落とせない観点である。 

また、とくに影響が見られたのは、主観的

QOL に関する指標であり、対照群では時期の

単純主効果が認められない（ほぼ横ばい）の

に対して、介入群では時期の単純主効果が認

められることから、通常のサービスでは 1 年

間の対象者の主観的 QOL を向上させないも

のの、アウトリーチサービスを十分に受けた

対象者は主観的 QOL が向上すると推察され

た。これは、重い精神障害者においても、ア

ウトリーチ支援を展開し、関わりのありよう

を変化させることで、その生活状況は改善さ

れうる可能性を示している。 

「関わりのつけやすい軽症の対象者だから

効果があるのではないか」という疑義につい

ては、月 240 分以上のコンタクトをつけてい

る対象者の方が、スクリーニング合計得点が

高い（生活困難度が高い）ことから、この疑

義はひとまず退けてよい。むしろ逆に、生活

困難度の高い対象者の方が、支援のニーズを

利用者・関係者ともに感じているため、結果

的に支援の濃度が高まりやすい、という方が

妥当な推論であるといえる。 

次に、対象層別の効果評価であるが、対象

を A 層（旧来の ACT の対象者に近い重症精

神障害者）と B 層（旧来の ACT の対象層か

らは離れている比較的軽症な層および統合失

調症・感情障害圏以外の者）で分けると異な

る結果が示された。具体的には、A 層では主

観的 QOL を中心に介入効果が見られており、

これらは中程度（偏 η2=0.06）もしくは大程

度（偏 η2=0.16）の効果と解釈された。B 層

では SBS の下位尺度『陽性症状に伴う行動』

において交互作用が観測された（p =.004,偏

η2=.134）。これらは大程度（偏 η2=0.16）に

近い効果と解釈された。 

これらの結果は、同じ多職種アウトリーチ

サービスといっても効果のあり方が対象層に

よって異なることを意味している。A 層では

主観的 QOL を中心に介入効果が示唆された

が、A 層は地域生活上の困難度が高い対象で

ある。アウトリーチサービスの提供が具体的

に生活状況を改善し、主観的 QOL 上の得点

上昇として現れたのではないか、と考えられ

る。他方で、SBS の下位尺度得点の改善は見

られなかったが、若干重篤な層であるためそ

うした行動には影響がもたらされなかったの

かもしれない。症状・機能上の変化は伴わな

くとも、効果量も大きい形で生活の質・満足

度を上げられることが示唆されたことは、大

きな意味をもつと考えられる。 

逆に B 層では SBS 上の問題行動の一部の

改善について示唆されたが、他方で主観的

QOL 上の変化は対照群と有意な差をみなか

った。B 層ではスクリーニング合計得点が A

層に比べて比較的低い層であるため生活の困

窮度も低く、アウトリーチサービスによる顕

著な変化をもたらさなかったのかもしれない。

しかし A 層に比べて問題行動の一部が改善示
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唆されることから、介入が無為であるとはい

えないであろう。 

以上より、多職種アウトリーチ支援は、対

象層別に異なる影響が現れる可能性があり、

より重症である A 層では主観的 QOL に象徴

される生活改善への影響、比較的軽症な B 層

では SBS の陽性症状に伴う行動への影響が

示唆された。これまでをまとめれば、多職種

アウトリーチによる支援は QOL の増加を目

的に、重症度の高い層に実施することで、よ

り効果をもたらすといえる。その場合も、月

240 分以上（週換算で 60 分以上）の実サービ

スが可能なような、関係づくりや支援モデル

の構築が、より良い効果を上げるためには目

指す必要があることが示唆された。 

 

2) 多職種アウトリーチチームのサービスプ

ロセスでは、現在どのようなコストの問題

があるか 

本研究では多職種アウトチームの支援状況

について詳述したが、その中で支援行為のか

なりの割合が診療報酬上で無報酬になってい

ることが明らかになった。時間ベースで換算

した場合、全臨床時間の 57.7%が報酬有の実

コンタクトではあるものの、33.4％が無報酬

の実コンタクト、8.9％が電話コンタクトであ

り、全臨床時間の半分弱が無報酬となってい

ることになる。 

この理由としては、もっとも多くあげられ

たのは『入院中の病棟訪問』（28.5％）で、次

に『契約前の関わり（入院中）』（23.0％）で

あった。研究エントリー時の、患者 1 人あた

り平均入院期間 79.4 日に平均して投入され

ている支援は、電話 63 分、無報酬コンタクト

709 分、有報酬コンタクト 79 分であり、合計

で 800 分を超えている。これは月当りに直せ

ば約 300 分であり、かなりの労働量を割いて

いることが明らかになった。 

一方、退院後のケアについては、支援経過

6 ヵ月を経過してもコンタクト頻度・時間の

総量は、激変していない。総コンタクト時間

は平均月約 300 分と横ばいで推移しており、

本研究で対象とするような重症精神障害者へ

のアウトリーチ活動はインテンシブかつ継続

的な関わりが必要であることを示していた。

このようななか、一日複数回実コンタクトも

稼働日数の 11.7％、全体の回数の 12.2％を占

めており、これも無報酬コンタクトの一因で

あった。 

以上、多職種アウトリーチ支援のような柔

軟な対応を求められる枠組みにおいては、き

わめて多様な支援の様相を呈し、それが堆積

して、無報酬のコンタクト時間が半分弱を数

えるようになっている。今後、多職種アウト

リーチチームを普及するにあたっては、1 つ 1

つの行為に対して報酬を付与していく形式の

報酬体系でこれらに対応するには限界もあり、

「まるめ」の管理料などの方式での対応も検

討されるべきであると考えた。 

 

3) 多職種アウトリーチ支援は、費用対効果か

ら見ても有効か 

介入群と対照群にかかる費用を集約して比

較すると、医療・社会的コストに大きな有意

差は認められなかった。一般にアウトリーチ

をすることで追加コストがかかると考えられ

がちであるが、そのような仮説は否定された。

QOL の向上を中心に介入効果があるのに対

してコストは必ずしも対照群と比べて高くな

いという事実は、多職種アウトリーチ支援の

展開・制度化を考えるうえで非常に大きな意

味をもつと考えられる。 

これを、費用対効果で試算すると、費用対

効果が高い支援は、介入群（月 240 分以上コ

ンタクト）＞介入群 A 層＞介入群全体＞介入

群 B 層＞対照群 B 層＞対照群全体＞対照群 A

層という順になった。一方、増分費用効果費

（ICER）を算出してみると、対比する通常の

支援に対して、最も増分費用効果費が低い＝

通常の治療に加えて更なる効果を得るための

追加コストが低かったのは、介入群 A 層への

支援（46,288 円/点（WHO-QOL26））、次に
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介入群月 240 分以上コンタクト層への支援

（69,499 円/点（WHO-QOL26））であった。 

『月 240 分以上コンタクトをする集中して

支援した場合』ないし『対象層を A 層に限定

した場合』の ICER が、介入群全体または介

入群 B 層の ICER より低いことから、医療経

済的な観点で判断しても多職種アウトリーチ

では一定の濃度で支援を行うこと、また対象

層を A 層のような重症層に限定することは、

妥当な方針であると考えられた。 

 

2. 認知機能リハビリテーションと援助付き雇用

の「地域精神科医療モデル」における意味 

 

1) 認知機能リハビリテーションと援助付き

雇用の組み合わせは臨床的に有用か 

本研究の成果を、簡単に再掲すれば、認知

リハ（CR）と援助付き雇用（SE）群は CR

によって認知機能の多くの下位領域と全般的

な認知機能が改善し、なおかつ CR が終了後

もその改善が維持されていたことが臨床的指

標として示唆された。認知機能の改善によっ

て対象者の生活に良い変化がもたらされ、こ

れが全般的機能の評価である GAF 得点の上

昇につながったと考えられる。 

一方、就労率についても、CR+SE 群は仲介

型群と比べて有意に多い対象者が就労して、

全体の 63.8％が就労していた。加えて、就労

した者の就労回数、雇用契約を結んでいた期

間である合計就労期間、実際に働いた日数で

ある合計就労日数のいずれも CR+SE 群は仲

介型群と比べて多く、また長かった。さらに

両群の就労した者について離職回数を検討す

ると、両群間に有意差はなかった。 

これらのことから、本研究で実施された認

知リハと援助付き雇用の組み合わせによる就

労支援は重い精神障害をもつ人の就労とその

維持に対して効果的であることが示唆されて

いる。 

また、1 年後の就労関連指標をみると、「就

労支援機関に生活支援員を配置」する支援タ

イプ（地域事業所型）＞「医療機関に就労支

援員を配置する」支援タイプ（医療機関型）

＞「医療機関と就労支援機関が緊密な連携を

実施」する支援タイプ（連携型）、であった。

就労回数、合計就労期間、合計就労回数につ

いても同様の傾向が見られた。 

これらより、1 つの機関内に就労支援専門

員と生活支援員の両方が所属することは重い

精神障害をもつ人の就労支援を実施する際に

重要であると考えられた。これは、Cook らが

Employment Intervention Demonstration 

Program Measure で推奨した在り方を支持

する結果であった 7)。 

 

2) 認知機能リハビリテーションと援助付き

雇用を有効にするためのプロセスとは 

1 対 1 換算のサービス提供時間の長かった

地域事業所型では高い就労率（88.2%）を示

したことから、重い障害を持った人に対する

就労支援には、集中的な個別サービスを提供

する必要があると考えられた。具体的には、

認知リハ後の具体的な就労支援を始める時期

と対象者が就労を開始する時期に集中的なサ

ービスを提供する必要があったと推測される。

就労支援初期と就職前後の濃密なサービスの

重要性 8),9)や就労期間との関係 10)は米国の先

行研究でも指摘されており、日本の援助付き

雇用でもその重要性が実証されたと考えられ

る。 

また、16 ヵ月間の就労状態（就労の有無）

や就労期間、就労日数とサービス内容の関連

について、就労した利用者は、就労前あるい

は就労中に受けた「個別就労支援」、「個別生

活支援」のサービス量（1 対 1 換算のサービ

ス提供時間）が有意に多かった。この結果か

ら、本研究の対象となった重度の精神障害を

持った人の就労支援には、個別の手厚い支援

が必要になると示唆され、他方、「集団プログ

ラム」、特に就労に直接関係しない「その他の

プログラム」については、就労アウトカムへ

の効果は疑問が残った。 
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さらに、基本属性や交絡要因を調整した多

変量解析の結果では、就労状態や就労日数の

長さに関係するのは、「個別就労支援」の時間

の長さのみであった。就労アウトカムの向上

のためには、生活支援や集団プログラムとい

う従来の支援の枠を超えて、個別の就労支援

により多くの時間を費やすことを念頭にした

サービス供給システムを展開させる必要性が

あると示唆された。これは、地域精神科モデ

ルを形成するうえで、重要な所見になると予

想される。なぜなら、本研究で認められた、

医療機関型や連携型における比較的少ない 1

対 1 換算のサービス提供時間は、就労支援担

当者（ES）の不在や人員不足、あるいは在宅・

リハビリテーション部門の絶対的なマンパワ

ー不足が関連しているかもしれないからであ

る。今後、各就労支援員やケースマネージャ

ーが担当する利用者数に上限を設けるなど、

個別に対応できる時間を確保するための構造

的変化が必要かもしれない。 

 

3) 認知機能リハビリテーションと援助付き

雇用を費用対効果から見ても有用か 

介入群におけるコストの積み上げの特徴と

して、対照群と比較し、所得保障費が高かっ

たことが挙げられる。年金や生活保護は当事

者の生活の安定にとって大きな意味を持つ。

対照群と比べ、介入群では就労者数が多かっ

たが、年金や生活保護の受給者数も多かった。

対象者が安定して就職活動をできた理由の 1

つは、年金や生活保護の受給により生活の

日々の生活が経済的に追い込まれていなかっ

たからかもしれない。本研究においては、研

究開始時期から、対照群より介入群で所得保

障を利用している対象者数が多かったが、そ

れ以外にも介入群の所得保障費の積み上げコ

ストが多くなった理由としては、各サイトの

ケースマネージャーや就労支援員が対象者の

就労後も所得保障の減額がないように調整し

た結果、あるいは対象者が所得保障を不要と

するだけの収入を得られなかった可能性、そ

して対照群が家族からの援助をより多く受け

て生活していた可能性などが推測された。 

また、介入群における福祉・公的サービス

費およびデイケア費の特徴は、研究開始から

就職支援が活発な中盤までに多くのコストが

費やされた点である。特に 4 ヵ月目までは、

認知リハが行われている期間であったことが

影響していると示唆される。 

赤字（持ち出し）部分については、対象者

の多くが就労した中盤以降に増加する傾向に

あった。これは就労前後にアウトリーチの機

会が増えるにもかかわらず、現行の診療報酬

制度ではデイケアスタッフのアウトリーチ活

動に対して報酬がないことや、利用期限があ

る就労移行支援事業所は対象者が就労した場

合に契約を打ち切り、その後のサービスは持

ち出しになっている現状が反映されたものと

推察される。 

一方、対照群におけるコストの特徴は、総

合福祉法下のサービス費およびそれ以外の福

祉・就労・公的サービス費が多かったことで

ある。これに関しては、各サイトの対照群の

ケアマネージャーによる調整先が、トレーニ

ング型あるいは継続的な通所を前提とした生

活や就労支援機関などであったため、対象者

の一部が長期間にわたって高頻度で支援機関

を利用したことが影響していると推測される。

対照群のコストとしての特徴として最も顕著

だったのは、入院医療費であった。対照群の

入院した対象者は 8 名であったが、一人当た

りの合計コストでは、全体の 4 分の 1 を占め

る。就労という挑戦をする場合には、対象者

が心理的に揺らぐ場面がある。仲介型の支援

では、その揺れを支援しきれず、入院に至る

と最終的にコストの側面でも負担が大きくな

ると示唆された。 

Cost effectiveness plane における ICER の

座標は、臨床的効果はあるが、コストが高い

領域に位置した。この領域に ICER が位置す

る場合、ICER の値をどのように考えるかが

重要になる。本研究における ICER は、就労



 
 

- 20 - 
 

が 1 日増える分のコストの平均的な増加額を

指している。そこで、本研究の結果から得た

ICER（1,015 円）に 365（1 年の日数）を掛

け、就労期間が 1 年伸びた場合の ICER を仮

定すると、37 万 475 円となる。英国 11,13)や

WHO14）の基準を参考にすれば、本研究にお

ける認知リハと援助付き雇用は十分に費用対

効果が高い実践と考えられた。 

 

3. 地域精神科モデル医療のこれから 

 本研究で焦点をあてた、多職種アウトリー

チチームによるケアマネジメントと、認知リ

ハと援助付き雇用が、従来の医療的関与と最

も異なるところは、それが精神症状の安定や

治癒といった病理的要素の改善を目標とした

ものではなく、人としての生活機能の向上を

目指そうとしたものであるという点である。

当然、その過程には、疾病の安定や再発の予

防も視野に入れられるが、それが第一の目的

ではない。「地域社会の中で暮らし続けたい」

「障害をもっていても、仕事をしたい」とい

う、本人の希望があって、その希望の実現の

ために、何をしていくことが必要なのか、ど

のように環境を整えることが求められている

のかという観点から、支援は実施された。本

報告書の中では、いまだ充分に言及されてい

ないが、薬物療法の選択も各支援チームのチ

ーム精神科医によって、このような文脈にそ

ってなされている。本研究の眼目は、これら

のプログラムを医療機関を中心に多職種チー

ムで実施することで、現存する我が国の精神

科医療機関を中心とした支援モデルを、利用

者の地域生活を重んじる支援にどの程度変え

ていくことができるかにあった。 

 そして、すでに詳述したように、多職種ア

ウトリーチチームによるケアマネジメントで

は、支援プロセスの履行状況が高い群、また、

利用者の重症度が重い群を中心に、QOL を中

心とした介入効果をもたらすこと認められた。

認知リハと援助付き雇用を組み合わせた就労

支援では、全体として、認知機能の改善が見

られ、また、就労についても成果をあげたが、

個別就労支援の密度が、就労の有無や就労日

数に大きく影響を与えていることが明らかに

なった。そして、重要なこととして、多職種

アウトリーチ、認知機能リハ＋援助付き雇用

の両者とも、医療経済的には、対照群に比し

て有意なコスト上昇はなく、ほぼ同等のコス

トの範囲で収まっており、QOL や就労日数と

いった指標についての費用対効果は良好と判

断された。すなわち、二つの支援プログラム

は、施策の中に位置づけられやすく、今後の

普及の実現可能性が高いと言える。 

ただし、現行の診療報酬等の制度のもとで

は、両プログラムとも、支援の実施に十分な

報酬の保障がされているとは言えない。一般

の精神科医療機関が、これらを本格的に実施

するにあたっては、今後の制度上のインセン

ティブをつけることが求められる。同時に、

実施にあたって臨床スタッフの支援姿勢の変

化、支援技術の習熟が重要であり、研修の必

要性が強調される。 

研修の重要性については、本研究でも十分

に意識して、多施設共同研究の研究分担者、

研究協力者には、各医療機関において、患者

が、自分自身の生活をとりもどすこと（リカ

バリー）の支援をする姿勢をスタッフに浸透

するように努めていただいたし、科学的根拠

に基づく支援の重要性も伝えていただいたと

思う。具体的には、3 年間で計 7 回の合同研

修、事例検討、各サイトの見学などを行って

きた。これらは、スタッフの支援行動に対す

る意識の変化に反映された。 

モデルを導入していない全国 11 の精神科

医療機関のアウトリーチ部門かつまたはデイ

ケア部門に所属する臨床スタッフを対照群

（n= 89）として、本研究に関与したスタッフ

の臨床姿勢を比較したところ、本研究に関与

したスタッフ（介入群）はリカバリー態度尺

度において 2 年後得点が、EBP への態度尺度

において 1 年後得点が、それぞれベースライ

ン得点よりも有意に高いことが示された。そ
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の他の多くの指標では、介入群が対照群より

も有意に高い得点を示していた。利用者から

の評価も調査したが、介入群ではその多くが

スタッフの自己評価と同等であることが確認

され、有用な支援が適切に行われていたこと

が示唆された。 

 

4. 本研究の限界 

1) 全体 

最後に、本研究の限界について述べる。 

まず、２つのプログラムの研究に共通する

問題として、本研究のマスクキングは、レセ

プト・データだけに限定されていた。アウト

カムに関する情報収集や CSRI-J を利用した

情報取集は、各対象者のケアマネージャーに

よって行われた。よって一定の観察者バイア

スは否定できない。また、プロセス研究で用

いたサービスコードの分析は、それぞれの支

援に費やされた時間を提示できるが、支援の

質は評価できなかった。また、サービスコー

ド調査は現場スタッフの記載に頼る調査手法

である。実際にはサービスを提供したにもか

かわらず、何らかの理由により、スタッフが

そのサービスを記載しなかった場合、そのよ

うなサービスはデータには反映されていない。 

 

2) 多職種アウトリーチチームに関する研究 

多職種アウトリーチチームの研究において

はみられる限界は、以下の様である。第 1 に

は、介入群・対照群の対象者の偏りである。

地域による割り付けを行った際にいくつかの

基礎属性に有意差が見られた。統計的には調

整したうえで分析を行ったが、対象層が異な

る可能性は否定できない。第 2 には介入効果

が現れた変数の範囲である。本研究では、プ

ログラムの目標の一つである精神科医療の利

用の低減、すなわち入院日数や入院回数など

の精神科医療の利用状況には、大きな効果が

見られなかった。過去の先行研究においても、

多職種アウトリーチ支援ではこれらの変数に

有意な影響があることが知られているが 15)、

本研究では影響を認めなかった。この原因と

してはフォローアップ期間が 1 年と短く、初

回入院による症状のスタビライズの方が介入

の有無より強く影響している可能性、対象層

が従来の ACT の基準より広く取られている

ため状態像が軽い可能性、などが考えられる。

第 3 には実施地域により介入の支援量を完全

に統一することができなかった。それぞれの

地域で可能な多職種アウトリーチチーム支援

を行ったことにより、介入に頻度・量にはか

なりのばらつきが出ている。支援プロセスの

履行状況別の効果評価によって、こうした問

題をコントロールし新たな知見も得たが、よ

り統一的な支援を行うことで研究の精度を向

上させられた可能性は否定できない。 

 

3) 認知機能リハビリテーションと援助付き雇

用に関する研究 

認知リハと援助付き雇用の研究では、以下

のような限界がある。第 1 に、プロセス調査

における研究デザインは、一定期間のクロス

セクショナル調査である。よって、変数間の

因果関係を明確にすることはできない。第 2

に、本研究では、支援タイプあるいはサイト

別の臨床的不均一性を認めたが、サイト間の

就労者の極端な偏りなどから、多変量解析の

際にクラスタリング・エフェクト（clustering 

effect）を調整した分析ができなかった。第 3

に、医療経済研究は社会の視点に立ったが、

家族の損失などについてのデータは、収集し

ていない。たとえば、対象者が入院をして、

その家族が仕事を休む場合には、社会的な損

失があったかもしれない。第４には、比較的

短い追跡期間があげられる。対照群の対象者

においてはトレーニング型あるいは継続的な

通所を前提とした支援機関を利用した者が少

なからずいる。そのような対象者にとって、

12 ヵ月で就労をするのは難しかったかもし

れない。また、介入群の所得保障の問題につ

いても、追跡期間が長ければ、所得保障の減

額に到達する対象者が現れたかもしれない。 
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これらの限界は、今後のさらなる厳密な研

究に向けた課題でもある。 

 

Ｅ. まとめ 

本研究は地域精神科医療モデルを構築しそ

の効果を検証する多施設共同研究を中心に据

えた。3 年間の結果として平成 25 年度集約し

た結果を下記にまとめる。 

 

1. 多職種アウトリーチチームの効果 

1) 多職種アウトリーチチームの研究では、介

入群 67 名・対照群 74 名が研究に同意し、

1 年後フォロー時点では介入群 53 名・対

照群 62 名が調査継続状態にあった。平均

年齢、GAF、診断などで有意差はなかった

が、割り付けのスクリーニング合計得点(p 

=.015)・SBS 総合得点（p =.005）で介入

群が有意に高く、WHO-QOL26 で介入群

が有意に低かった （p =.027）。 

 

2) 介入群に行われた 8536 回のコンタクト中

29.2％が報酬有の実コンタクト、30.6％が

報酬無の実コンタクト、40.2％が電話コン

タクトとであった。また対象者に対して月

平均 5.9±5.2 回の頻度で実コンタクトをと

っており、また月平均で 301.8±236.8 分の

実コンタクトを行っていた。診療報酬で請

求できない最も多い理由は『入院中の病棟

訪問』（28.5％）、次に『契約前の関わり（入

院中）』（23.0％）であったが、その他にも

多岐にわたる理由が挙げられた。また初回

入院中に月当たり 8.8 回、月に 297 分程度

の実コンタクトを行っていた。退院後は月

あたり 4 回前後の有報酬コンタクト、1 回

程度の非報酬コンタクトを行っていた。総

コンタクト時間は平均月約 300 分前後で、

頻度・量ともに横ばいで推移していた。 

 

3) 介入の効果としては、ⅰ)全体での結果と

して、SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』

において交互作用が有意であった。（p 

=.007）。ⅱ)支援プロセスの履行状況別の

効果評価の結果をみると、①月 180 分以上

（介入群の上位 70%）に限定した場合、

SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』で交

互作用が有意（p =.008）、②月 240 分以上

（介入群の上位 50%）に限定した場合、

SBS 下位尺度『陽性症状に伴う行動』（p 

=.028）および WHO-QOL26 総合得点（p 

=.016）・『心理的領域』（p =.027）・『全般

的満足度』（p =.028）にて交互作用が有

意・有意傾向であった。ⅲ)対象層別の効

果評価をみると、旧来の ACT の対象者に

近い重症精神障害者層（A 層）と、本研究

における軽症層（B 層）に分けたところ、

A 層では、WHO-QOL26 総合得点（p 

=.016）・『環境領域』（p =.045）・で交互作

用が有意であった。B 層では SBS 下位尺

度『陽性症状に伴う行動』で交互作用が有

意であった（p =.005）。 

 

4) 医療経済評価では、介入群・対照群のあい

だに、医療・社会的コストに大きな有意差

は認められなかった。WHO-QOL26 上昇

における費用対効果（CER）を分析すると、

CER が高い順に介入群（月 240 分以上コ

ンタクト）＞介入群 A 層＞介入群全体＞介

入群 B 層＞対照群 B 層＞対照群全体＞対

照群 A 層とならんだ。対比する支援に対し

て増分費用効果費（ICER）が低い＝通常

の治療に加えて更なる効果を得るための

追加コストが低かったのは、介入群 A 層へ

の支援、次に介入群月 240 分以上コンタク

ト層への支援であった。 

 

2. 認知機能リハビリテーションとの効果 

1) 認知リハと援助付き雇用の研究について

は、無作為割付によって認知リハと援助付

き雇用の組み合わせによる就労支援を受

ける群（CR+SE 群）と仲介型就労支援の

みをうける群（仲介型群）の 2 群に振り分

けられた。分析対象者はCR+SE群 47名、
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仲介型群 47 名、合計 94 名となった。この

2 群においてベースライン時の患者属性や

臨床的評価には GAF 得点（仲介群＞CR＋

SE 群）を除いて有意差はなく、割付は概

ね成功した。 

 

2) 臨床関連指標についてみると、GAF得点、

BACS の言語性記憶、作業記憶、文字流暢

性、符号課題および総合得点について交互

作用に有意差がみられた。これらの変数に

ついて単純主効果の検討を行った結果、群

ごとにみると CR+SE 群では認知リハ（CR）

を受けた前後で、仲介型群と比べて有意に

得点が改善しており、12 ヵ月後でもその

改善が維持されているかさらに得点が改

善していた。また時点ごとの比較では、

GAF 得点はベースライン時と 4 ヵ月時で

仲介型群がCR+SE群と比べて有意に得点

が高かったが、12 ヵ月後時点では CR+SE

群の得点の上昇によって両群の有意差が

なくなった。BACS の各下位領域の得点に

ついては 4 ヵ月後時点では言語性記憶、作

業記憶、符号課題および総合得点で、また

12 ヵ月後点では BACS の言語性記憶、作

業記憶、文字流暢性、符号課題および総合

得点でCR+SE群は仲介型群と比べて有意

に得点が高かった。 

 

3) 就労関連指標では、群間に大きな差が見ら

れ、就労率について CR+SE 群は仲介型群

と比べて有意に多い対象者が就労した

（63.8％）。加えて、就労したものの就労

回数、雇用契約を結んでいた期間である合

計就労期間、実際に働いた日数である合計

就労日数のいずれもCR+SE群は仲介型群

と比べて多く、また長かった。就労したも

のの離職回数を検討すると、両群間に有意

差はなかった。また、本研究を遂行する過

程で 6 つの研究協力機関はその支援体制

から 3 つの支援タイプに分類することが

出来、副次的に支援タイプ別にも就労関連

指標について整理した結果、CR+SE 群の

就労率がもっともよかった支援タイプは、

「就労支援機関に生活支援員を配置」する

支援タイプ（地域事業者型）であり、次い

で「医療機関に就労支援員を配置」する支

援タイプ（医療機関型）であった。 

 

4) プロセスデータの分析では、支援タイプに

お け る 臨 床 的 不 均 一 性 （ clinical 

heterogeneity）が確認されたが、就労ア

ウトカムとサービス内容の分析では、就労

者は就労前と就労中に 1 ヵ月当り平均で 6

時間の個別就労支援に関連するサービス

と、1 ヵ月当たり 1.5 時間の個別生活支援

に関連するサービスを受けており、未就労

者と比較し有意に多かった。特に個別就労

支援時間の長さは、16 ヵ月間の就労の有

無 （ OR=1.04 [95%CIs=1.01 to 1.07], 

p=0.035 ） や 就 労 日 数 の 長 さ

（ Coefficient=0.31 [95%CIs=0.08 to 

0.55], p=0.010）と関係していた。 

 

5) 医療経済評価としては、医療・社会的コス

トは、介入群の 12 ヵ月間の合計コストが、

対照群と比較し、ごくわずかに上回る結果

となった。他方、介入群と対照群における

積み上げコストの特徴は異なり、介入群で

は所得保障費が高かった。また、福祉・公

的サービス費やデイケア費は、認知リハや

就労支援が活発化する中盤までに多くの

コストが費やされ、終盤には減少する傾向

があった。対照群においては、福祉・公的

サービス費が 12 ヵ月継続して一定の割合

占めたほか、入院医療費が全体のコストを

押し上げる形となった。費用対効果（CER）

としては、介入群における就労期間（日）

の CER は 2 万 972 円であった。他方、対

照群の CER は 5 万 3,024 円であった。就

労が 1 日伸びた分の増加コストである増

分費用効果比（ICER）は、本研究の場合

1,015 円（365 日分を仮定すると、約 37
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万円）であった。 

 

3. スタッフ意識 

1) モデルを導入していない全国 11 の精神科

医療機関のアウトリーチ部門かつまたは

デイケア部門に所属する臨床スタッフを

対照群（n= 89）として、スタッフの臨床

姿勢を比較したところ、本研究に関与した

スタッフ（介入群）はリカバリー態度尺度

において 2 年後得点が、EBP への態度尺

度において 1 年後得点が、それぞれベース

ライン得点よりも有意に高いことが示さ

れた。その他の多くの指標では、介入群が

対照群よりも有意に高い得点を示してい

た。 

 

2) 利用者からの評価も調査したが、介入群で

はその多くがスタッフの自己評価と同等

であることが確認され、有用な支援が適切

に行われていたことが示唆された。 
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平成 23-25 年度 総合研究報告書 
図１：多施設共同研究の構成 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【多施設共同研究テーマ】 
A:重症精神障害者に対する多職種アウトリーチのサ

ービス記述と効果評価研究 
●サービスコード票を用いたプロセスデータ分析 
              （吉田光爾：分担） 
●効果評価         （吉田光爾：分担） 
●医療経済的研究 （吉田光爾、泉田信行：分担） 

 
B．重症精神障害者に対する認知機能リハと個別援助

付き雇用の組み合わせによる就労支援のサービス記

述と効果評価研究 
● 効果評価（臨床関連アウトカムおよび 
            就労関連 アウトカム） 
             （佐藤さやか：分担） 
●サービスコード票を用いたプロセスデータ分析  
              （山口創生：協力） 
●医療経済評価 
       （山口創生：協力、泉田信行：分担） 
共通： 
● スタッフの意識調査 （贄川信幸：分担） 
● 利用者の認識調査  （種田綾乃：協力） 

 
《参加サイト》 
◎国立精神・神経医療研究センター病院・小平市周辺地区 

（A研究、B研究）        （坂田増弘：分担） 
◎国立国際医療研究センター国府台病院・市川周辺地区 

（A研究、B研究）        （佐竹直子：分担） 
◎東北福祉大学せんだんホスピタル・仙台市周辺地区 
（A研究、B研究）        （西尾雅明：分担） 
◎帝京大学病院・板橋区周辺地区 
（A研究、B研究）        （池淵恵美：分担） 
〇ひだクリニック・流山市周辺地区  
（B研究）            （石井和子：協力） 
〇長岡病院・長岡京市周辺地区  
（B研究）            （臼井卓也：協力） 
☆肥前精神医療センター・神埼郡周辺地区 
（A研究・地方モデル）      （杠 岳文：協力） 
☆湖南病院・湖南圏域 
（A研究・地方モデル）     （楢林理一郎：協力） 
☆琉球病院・国頭郡周辺地区 
（A病院・地方モデル）  （村上優、照屋初枝：協力） 
☆熊本市こころの健康センター・熊本市周辺地区 
 （B 研究・地方モデル）    （井形るり子：協力） 
★民間企業（リクルートスタッフィング） 
（B研究関連）         （川上祐佳里：協力） 
◎・・・中核協力機関 
〇・・・副たる協力機関、対照群あり 
☆・・・地方モデル研究協力機関、対照群なし 
★・・・その他の研究協力機関 
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図 2: 多施設共同研究の進め方 

 

 

平成 24 年度

平成 25 年度

多職種アウトリーチチーム、認知機能リハ等の参加者のベースライン調査 
スタッフ調査、ストレングスモデルのフィデリティ調査など 

システムの成長の促進とモニタリング 
☆スタッフ研修の開催 
☆フィデリティ調査の実施 
☆アウトカム・モニタリング 

システムの成長の促進とモニタリング 
☆スタッフ研修の開催 
☆フィデリティ調査の実施 
☆アウトカム・モニタリング 

6 か月後フォローアップの完了、12 か月後フォローアップの完了 

研究活動全体の総括  

「地域精神科モデル医療」のシステムを各地域（フィールド）で形成する 
＊キャッチメントアリアの明確化 
＊以下のプログラムを、このモデルは包含する 
(ア) ストレングス・モデルによるケースマネジメント 
(イ) ACT〈包括型地域生活支援プログラム〉、あるいは準じた多職種アウトリ

ーチチーム 
(ウ) 一般就労をめざす、認知機能リハビリテーションおよび IPS（個別就労支

援とサポート）に準じた援助付き雇用プログラム 
(エ) その他、家族心理教育、患者心理教育、IMR（疾病の自己管理とリカバ

リー）、SST など、  科学的根拠の明確な支援プログラム 
☆（ア）、（イ）、（ウ）は必須。（エ）はオプション 
☆スタッフ研修の開催 

モデル とな る各地域
（フィールド）のシステ
ムを描写。 
システム構築までのプ
ロセスも記述する 

研修プログラムの確立 
フィデリティ調査、アウト
カム・モニタリングの方
法論の公開 

ベースライン調査結果公表 

システム成長に関する
研究成果の公表 

アウトカムに関する調
査結果公表 

ベースライン調査の完了、6 か月後フォローアップの開始 

平成 23 年度
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図３：多職種アウトリーチ研究における対象者のリクルートからフォローアップまでのフロー 

キャッチメントエリア内

対象病院における期間中の新規全入院患者: (2011.11～2013.3)

多職種アウトリーチチームの候補者

キャッチメントエリア外
同意者(介入): n=67

介入群現存数 : n=53

同意者(対照): n=74

多職種アウトリーチチームによるケアマネジメントの
必要度に関して全数スクリーニング

平成25年3月末日時点

転院・転居: n=3

ｻｰﾋﾞｽ中断調査続行: n=2

対照群現存数 : n=62

同意撤回: n=5

医療中断追跡不可: n=2

死亡: n=1

転院・転居: n=2
ｻｰﾋﾞｽ中断調査不可：n=1

医療中断調査続行: n=1

対象基準から外れる: n=1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図４：認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

リクルートとフォローアップのフロー

 

総合研究報告

 

関連研究について

 

以下は、本研究班において、各年度に実施

した「関連研究」の成果の一覧である。

年度ごとに集約して述べる。

 

A. 平成

 

1. 全国

ら見た医療経済実態調査研究

1) 方法：

現在の

（ACT:

床活動に関して、どの程度の活動が診療報酬

制度でカバーされているのか

明らかにする実態調査を行い、今後の多職種

 

認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

リクルートとフォローアップのフロー

総合研究報告

関連研究について

以下は、本研究班において、各年度に実施

した「関連研究」の成果の一覧である。

年度ごとに集約して述べる。

平成 23 年度関連研究について

全国 ACT 事業所による診療報酬の観点か

ら見た医療経済実態調査研究

方法： 

現在の Assertive Community Treatment

ACT:包括型地域生活支援プログラム）の臨

床活動に関して、どの程度の活動が診療報酬

制度でカバーされているのか

明らかにする実態調査を行い、今後の多職種

認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

リクルートとフォローアップのフロー

総合研究報告 その

関連研究について 

以下は、本研究班において、各年度に実施

した「関連研究」の成果の一覧である。

年度ごとに集約して述べる。

年度関連研究について

事業所による診療報酬の観点か

ら見た医療経済実態調査研究

（研究分担者

Assertive Community Treatment

包括型地域生活支援プログラム）の臨

床活動に関して、どの程度の活動が診療報酬

制度でカバーされているのか

明らかにする実態調査を行い、今後の多職種

認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

リクルートとフォローアップのフロー

その２ 

以下は、本研究班において、各年度に実施

した「関連研究」の成果の一覧である。 

年度ごとに集約して述べる。 

年度関連研究について 

事業所による診療報酬の観点か

ら見た医療経済実態調査研究 

（研究分担者 吉田光爾）

Assertive Community Treatment

包括型地域生活支援プログラム）の臨

床活動に関して、どの程度の活動が診療報酬

制度でカバーされているのか/いないのかを

明らかにする実態調査を行い、今後の多職種
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認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

リクルートとフォローアップのフロー 

以下は、本研究班において、各年度に実施

 

事業所による診療報酬の観点か

吉田光爾） 

Assertive Community Treatment

包括型地域生活支援プログラム）の臨

床活動に関して、どの程度の活動が診療報酬

いないのかを

明らかにする実態調査を行い、今後の多職種

アウトリーチチームを支えるための診療報酬

制度の基礎資料を作成することを目的に実施

した。全国の

ークに参加し診療報酬をベースにした活動を

行っている

者のうち

ス）

わる関係者への個別的な実コンタクト・電話

コンタクトに関する支援内容につい

23年

日常のサービス記録からサービスコード票に

転記して調査を行った。

2) 結果：

ACT

記載から分析した結果、全利用者のうち

を無作為に抽出した

ヵ月

857

種は医師が

認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の

アウトリーチチームを支えるための診療報酬

制度の基礎資料を作成することを目的に実施

した。全国の ACT

ークに参加し診療報酬をベースにした活動を

行っている 7 事業所に協力を依頼し、全利用

者のうち 15％を無作為に抽出した

）。その利用者ならびに、利用者の支援に係

わる関係者への個別的な実コンタクト・電話

コンタクトに関する支援内容につい

年11月半ば～

日常のサービス記録からサービスコード票に

転記して調査を行った。

 

結果： 

ACT の臨床活動をサービスコード票への

記載から分析した結果、全利用者のうち

を無作為に抽出した

ヵ月間のコンタクトは、実対面コンタクト

857 回、電話コンタクト

種は医師が 8.9％

認知機能リハビリテーションと個別援助付雇用モデル研究の対象者の 

アウトリーチチームを支えるための診療報酬

制度の基礎資料を作成することを目的に実施

ACT 活動のうち

ークに参加し診療報酬をベースにした活動を

事業所に協力を依頼し、全利用

％を無作為に抽出した

。その利用者ならびに、利用者の支援に係

わる関係者への個別的な実コンタクト・電話

コンタクトに関する支援内容につい

月半ば～12月半ばの

日常のサービス記録からサービスコード票に

転記して調査を行った。 

の臨床活動をサービスコード票への

記載から分析した結果、全利用者のうち

を無作為に抽出した（51 ケース

間のコンタクトは、実対面コンタクト

回、電話コンタクト 407

％（n=75）、看護職を中心とし

 

アウトリーチチームを支えるための診療報酬

制度の基礎資料を作成することを目的に実施

活動のうち ACT ネットワ

ークに参加し診療報酬をベースにした活動を

事業所に協力を依頼し、全利用

％を無作為に抽出した（51

。その利用者ならびに、利用者の支援に係

わる関係者への個別的な実コンタクト・電話

コンタクトに関する支援内容について、平成

月半ばの1ヵ月間に渡り、

日常のサービス記録からサービスコード票に

の臨床活動をサービスコード票への

記載から分析した結果、全利用者のうち

ケース）に対する

間のコンタクトは、実対面コンタクト

407 回であった。職

、看護職を中心とし

 

アウトリーチチームを支えるための診療報酬

制度の基礎資料を作成することを目的に実施

ネットワ

ークに参加し診療報酬をベースにした活動を

事業所に協力を依頼し、全利用

51 ケー

。その利用者ならびに、利用者の支援に係

わる関係者への個別的な実コンタクト・電話

て、平成

間に渡り、

日常のサービス記録からサービスコード票に

の臨床活動をサービスコード票への

記載から分析した結果、全利用者のうち 15％

に対する 1

間のコンタクトは、実対面コンタクト

回であった。職

、看護職を中心とし
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たコンタクトが 36.0%（n=302）、作業療法士

を中心としたコンタクトが 17.5%（n=147）、

精神保健福祉士を中心としたコンタクトが

30.5%（n=256）であった。また、全コンタク

トの 15%弱は週 4 回以上という高頻度のコン

タクトを必要とする状況であった。 

診療報酬の状況については無報酬のコンタ

クトの割合が、医師が 13.3%（n=10）、看護

師が 24.8%（n=75）、作業療法士が 19.7%

（n=29）、精神保健福祉士が 38.0%（n=97）

であった。また全職種の 1 ヵ月間・51 ケース

に支援した合計の総臨床時間に対して、全体

の 40.9%である 602 時間 21 分が無報酬とな

っていた。 

 

2. 地域精神保健福祉医療における支援スタ

ッフのストレングス志向の支援態度評価

尺度の開発 

(研究分担者 贄川信幸) 

1) 方法： 

多施設共同による、地域精神科医療モデル

づくりとその効果検証のために、携わる支援

スタッフの「ストレングス志向の支援態度」

を測定する自記式評価尺度を開発した。アイ

テムプールから作成した 19 項目を用いて、3

精神科医療機関の臨床スタッフ 332 名を対象

に予備調査を行った。 

 

2) 結果： 

支援スタッフの「ストレングス志向の支援

態度」を測定する自記式評価尺度を開発した。

アイテムプールから作成した 19 項目を用い

て、3 つの精神科医療機関の臨床スタッフ 332

名を対象に予備調査を行った。291 名から回

答が得られ（回収率 87.7%）、構造方程式モデ

ルによる確証的因子分析の結果、11 項目の 3

下 位 尺 度 （ Person-Centered Approach, 

Shared Decision Making, Strength-Focused 

Approach）が一定程度の適合度で確認された。

また、概ね良好な併存的妥当性（リカバリー

態度尺度との Pearson の積率相関係数[ r] : 

0.12～0.23, p < 0.05）、再検査信頼性（ICC: 

0.76～0.84）、および内的整合性（Cronbach

の α 係数: 0.65～0.87）が確認された。 

 

 

B. 平成 24 年度関連研究について 

 

1. 医療経済研究：精神障害者が利用する制度

やサービスの利用状況に関する調査ツー

ルの作成 

（研究協力者 山口創生） 

（研究分担者 泉田信行） 

1) 方法： 

個別の精神保健福祉サービスについての医

療経済評価の結果がサービスの法制化に大き

く影響を持つ英国で開発された、サービス・

コストを調べる面接調査ツールである、クラ

イエントサービス受給票（Client Service 

Receipt Inventory: CSRI）を参考に、日本版

の CSRI-J を作成した。 

CSRI-J では、(1) 所得、(2) 生活保護、障

害年金などの所得保障制度の利用額、(3) そ

の他の社会保険制度、(4) 利用した福祉サー

ビス、(5) 病気による損失や間接費、(6) カル

テ/レセプト・データから得ることができない

医療サービスを収集できるような項目を設定

した。作成した項目について、臨床現場で働

く職員、医療経済の専門家および行政職から

助言とコンセンサスを得て、最終版とした。 

 

2) 結果： 

CSRI の原版を基本にしながら、日本の制

度の現状に合わせ、項目を作成した。具体的

な項目の例を下記にあげる。(1) 雇用と所得

保障の把握について、対象者の雇用形態や時

給、労働日数、欠勤日などの項目を設けた。

また、精神障害者が利用可能な各種障害年金

や生活保護、失業等給付金、福祉手当などの

項目を設け、研究対象者が利用した所得保障

の総額を把握できるようにした。(2) 福祉・

医療サービスに関連する項目として、障害者
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自立支援法における基本的な福祉・住宅サー

ビス（介護給付と訓練等給付）を中心に、市

町村や都道府県の相談事業に関する項目を設

けた。また、自治体、精神保健福祉センター、

ハローワークや社会福祉事務所などの公的サ

ービスにおける相談窓口のほか、障害者就労

支援センターなど地方自治体独自の取り組み

を設けた。(3) 医療サービスに関しては、カ

ルテやレセプト・データを入手できない精神

科医療機関で受けた医療サービスについて、

研究対象者が把握可能であると推測される範

囲で、外来診療、訪問看護、デイケア等につ

いての項目を設けた。 

 

2. 多職種アウトリーチに関する研究：

Assertive Community Treatment における

各種の支援内容の比較に関する研究：サー

ビスコードの分析から 

（研究分担者 吉田光爾） 

1) 方法: 

本研究は、平成 20-22 年度厚生労働科学補

助金障害保健福祉総合研究事業『精神障害者

の退院促進と地域生活支援のための多職種に

よるサービス提供のあり方とその効果に関す

る研究』（研究代表者 伊藤順一郎）における

データを再集計した。本調査では、対象施設

として、全国各地で実施されている ACT プロ

グラムのうち 5 ヶ所を選択、協力を得た。対

象者は対象施設の利用者のうち、(1)調査開始

時点の過去 1 年間に精神科病棟を退院した患

者のうち、(2)診断が統合失調症あるいは双極

性障害、かつ(3)文書及び口頭で同意を得た者

とした。これらの者に対して、ACT プログラ

ムとして提供されたケアの内容を把握するプ

ロセス調査をサービスコード票を用いて、ベ

ースライン時と、1 年後の 2 時点において各 1

ヵ月間行った、その資料を職種間による差異

という観点から再集計、分析した。 

 

2) 結果： 

NS のコンタクト 244、OT のコンタクト

155、PSW のコンタクト 115 について分析を

行った。各職種の平均コンタクト時間に有意

差はなかった。「ケアマネジメントに関する実

行率」に関しても多くの項目で有意差がなか

ったが、『本人・家族との関係作り』において

職 種 間 で 実 行 率 に 有 意 差 が 見 ら れ 、

NS>OT,PSW>OT であった。「日常生活支援

に関する支援強度」でも多くの項目で有意差

はなかったが、『整容に関する支援』において

支援強度に有意差がみられ NS>OT であった。

「コミュニケーションに関する支援強度」で

は、「スタッフとの関係性の構築」、「コミュニ

ケーション能力の向上」、「近隣住民との関係」

「本人との付き合いに関する家族支援」、「家

族自身の困難に関する支援」、「家族へのエン

パワメント」などの項目で職種間に有意差が

見られた。「症状に関する支援強度」では「精

神症状に関する支援」、「睡眠に関する支援」、

「通院行動の支援」、「危機介入」、「副作用の

観察と対処」、「身体症状の観察と対処」、「身

体合併症の観察と対処」、「生活習慣に関する

援助」、「排泄の援助」の項目で職種間に有意

差が見られた。「社会生活支援に関する支援強

度」では有意差のある項目は多くないが、「住

環境を保つための援助」に関して、NS>OT

となっていた。 

 

3) 考察： 

職種間で支援強度に有意差のない項目は

47 項目中 29 項目であり、具体的には≪ケア

マネジメント≫は 9 項目中 8 項目、≪日常生

活支援≫は 9 項目中 8 項目、≪社会生活に関

する支援≫は7項目中6項目に有意差がなく、

共通かつ基盤となる支援領域として ACT の

スタッフが従事している領域と考えられた。

他方、看護師では≪症状に関する支援≫で作

業療法士や精神保健福祉士に対して支援強度

が高くなっていた。また精神保健福祉士では

≪コミュニケーションに関する支援≫で支援

強度が高くなっていた。 

各職種はケアマネジメントを基盤とした超
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職種的な役割をとりつつも、各職種の特性を

生かした支援も同時に行われていることが明

らかになった。現行の診療報酬制度では、訪

問支援に関しては精神保健福祉士の評価は低

くなっているが、本研究結果からは、ACT の

支援では看護師や作業療法士が必ずしも

PSW の上位互換的な存在ではない、という状

況が明白であり、将来的に多職種アウトリー

チチーム支援を制度化する場合には、こうし

た診療報酬上の問題について是正されるべき

と考えられた。 

 

3. 日本の IPS 型就労支援実施機関を対象と

した郵送調査結果の報告 

（研究分担者 下平美智代） 

1) 方法: 

本研究では IPS 型就労支援の日本版フィデ

リティ尺度を開発することを最終的な目標に

据え、米国のオリジナルモデルの理念や基本

構造を重視しつつ、日本の制度のなかでも実

施可能な日本版 IPS 型就労支援スタンダーズ

（標準モデル）を、実践家や有識者と共に作

成した。スタンダーズ作成の方法として、エ

キスパートコンセンサスによる合意で内容を

決定した。「エキスパート」は、研究者および

スタンダーズ作成委員会メンバー（実践家お

よび有識者）で構成され、スタンダーズ原案

から合計 7 回の修正を行った。 

 

2) 結果： 

21 機関中、20 機関より回答を得た。対象

機関の実施主体で最も多かったのは就労移行

支援事業所の 9 機関（内 1 機関は株式会社）、

次いで精神科病院デイケアが 5 機関、ACT に

特化した訪問看護ステーションが 2 機関、市

区町村から受託している地域の就労支援セン

ターが 2 機関、訪問型生活訓練 1 機関、障害

者就業・生活センター1 機関であった。１機

関の就労支援員（ES）数の平均は 3.9 人

（SD=2.8）で専任の ES を持たない機関から

10 名の ES を雇用している機関まで多様であ

った。各機関の各「ES のエフォート率」の自

己評価の平均は 58%（SD=26.5）であった。

また、IPS 型就労支援では、ケアマネージャ

ーとなるべき生活支援スタッフが機関内にい

ることや ES のスーパーバイザーがいること

が組織構造的な特徴であるが、我が国の IPS

実施機関では、生活支援を行うスタッフがい

ると回答した機関は20機関中14機関（70%）

であり、スーパーバイザーについては機関内

にいると回答した機関は 20 機関中 8 機関

（40%）のみであった。 

フィデリティ評価からみた特徴としては、

ES が生活支援員を兼ねるなど、就労支援に専

念できない状況があり、ケアマネージャー的

役割をとる生活支援担当者とのチームアプロ

ーチで支援が実施されていない機関も少なく

なかった。ES を支えるシステムとしてのユニ

ットやスーパーバイザーを持つ機関も半数に

満たず、組織構造としては IPS 型就労支援の

特徴を必ずしも備えていないことが分かった。

一方で、ES が提供するサービス内容は IPS

型就労支援の特徴に比較的忠実であった。こ

のことから、日本では、組織構造も含めたプ

ログラムとして IPS を実施している機関は少

ないが、サービス内容については高い率で

IPS の特徴的な支援を実践しているという姿

が浮き彫りになった。 

就労支援の実績については、適切に雇用率

を算出できたのは 13 機関のみであった。雇用

率を算出できた機関の利用者合計平均は

191.7 人（SD=195.4）であった。障害者雇用

率の平均は 19.8%（SD=9.4）、一般雇用率の

平均は 6.1%（SD=5.0）であり、雇用率全体

では平均 25.9%（SD=10.2）であった。この

13 機関の自己評価フィデリティ、ES 数、ES

エフォート率について雇用率との関連を

Spearman の相関分析で検定してみたところ、

雇用率はフィデリティ得点とは有意な相関が

示されず（ρ=-.041, p=.893）、ES 数とは有意

傾向のある正の相関が示され（ρ =.515, p 

=.072）、ES エフォート率とは有意な正の相関
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が示された（ρ= .591, p =.033）。 

 

4. 「日本版 IPS 型就労支援スタンダーズ（標

準モデル）」作成に係る研究 

（研究分担者 下平美智代） 

1) 方法： 

本研究では IPS 型就労支援の日本版フィデ

リティ尺度を開発することを最終的な目標に

据え、米国のオリジナルモデルの理念や基本

構造を重視しつつ、日本の制度のなかでも実

施可能な日本版 IPS 型就労支援スタンダーズ

（標準モデル）を、実践家や有識者と共に作

成した。スタンダーズ作成の方法として、エ

キスパートコンセンサスによる合意で内容を

決定した。「エキスパート」は、研究者および

スタンダーズ作成委員会メンバー（実践家お

よび有識者）で構成され、スタンダーズ原案

から合計 7 回の修正を行った。 

 

2) 結果： 

スタンダーズ原案から 7 回の修正で、日本

版 IPS 型就労支援標準モデル第 1 版が完成し

た。スタンダーズは 4 つのパートから構成さ

れた。まず、「Ⅰ．日本版 IPS 型就労支援標

準モデルの趣旨」で、趣旨の説明をおこない、

「Ⅱ．IPS 型就労支援の 8 原則」で日本版と

しての 8 原則を記述した。オリジナル版の 8

原則からの修正として、「一般雇用」の定義に

ついては、「障害者雇用」を含めた。一般雇用

については「最低賃金以上の一般求人と障害

者求人」での雇用とした。また、補足説明と

して、「最低賃金が支払われていても、障害者

だけを 1 つの会社やセクションに集めて指導

員的立場のスタッフが管理するような職場は

目標としない。上記については、本人の選択

として、またリカバリーの過程として否定す

るものではない。しかし、IPS 型支援では、

ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）

を重要視し、一般市民と共に働く職場を一般

雇用として目標とする」と記述した。また、

日本では、IPS 実践に取り組んでいる機関で

も、専任の ES もしくはケアマネージャーが

いない、あるいはスーパーバイザーのいない

機関が少なくないということが、当研究班の

調査により判明しているが、この支援プログ

ラムで重要な機能を果たす専門職であること

から、「Ⅲ．IPS 型就労支援における主要な支

援スタッフの機能的名称と定義」にこれらの

支援スタッフの定義を記述することとした。 

スタンダーズの最終章は「Ⅳ．標準モデル

内容」とした。標準モデル内容は、(1)スタッ

フ配置、(2)組織、(3)サービスの大項目からな

り、これはオリジナルプログラムのフィデリ

ティ尺度 IPS-25 の下位尺度と合わせた。

IPS-25 では、「スタッフ配置」3 項目、「組織」

8 項目、「サービス」14 項目である。「スタッ

フ配置」の日本版の項目は IPS-25 と内容は基

本的に同じであるが、日本版標準モデルでは、

ケースロードについての詳細な補足説明が加

えた。「組織」は、項目数は同じであるが、ア

メリカでは、精神保健チームに就労支援スペ

シャリストが入る、という構造になっている

が、日本版標準モデルでは、就労支援スペシ

ャリストとケアマネージャーが同じ組織に所

属していること、その 2 つの専門家が医療機

関のスタッフ（例えば利用者の主治医やソー

シャルワーカー）と対面でミーティングする

などして連携する、という内容に変更した。

「サービス」の項目もアメリカ版フィデリテ

ィの項目とほぼ同じであるが、「IPS 型就労支

援サービスの開始の定義」と「退職支援」を

追加した。 

 

 

C. 平成 25 年度関連研究について 

1. 「地方モデル」の検討に関する研究 

（研究分担者：吉田光爾） 

1) 方法： 

平成 25 年度より、地方都市における地域精

神科医療のモデルのありかたを検討すべく

「地方モデル」の研究協力機関を選定した。

これは、キャッチメントエリアの広さや社会
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資源の密度の異なる地方都市において、基本

プロトコルに準じたプログラムを実施し、そ

の地方の特色に合わせて修正した点も含め、

ケア内容、医療経済学的効果についてのデー

タ収集を行おうとしているものである。研究

協力は４つの医療機関に依頼した。うち、3

つの医療機関では、平成 25 年度前半の半年間

に多職種アウトリーチチームによる支援のシ

ステム構築を行い、対照群をおかずに 6 ヵ月

の追跡調査で臨床的効果の前後比較と、ケア

内容の実際を調査した。残りの１つの医療機

関では、認知機能リハビリテーションと援助

付き雇用のシステム構築を行い、やはり対照

群はおかずに、1 年間の追跡調査で臨床的効

果の前後比較と、ケア内容の実際を調査した。 

 

2) 結果： 

多職種アウトリーチチームに関しては、実

施した 3 つのサイトのデータを統合して、地

方モデルの全般的記述と短期アウトカムにつ

いて記述ができた。多施設共同研究同様のス

クリーニングとインフォームドコンセントに

よって 25 名がエントリーした。対象者の臨床

像は多施設共同研究を実施した、都市部の対

象者とほぼ同様であった。サービスコード票

の集計結果によると、コンタクト頻度や時間

およびチーム構成はプロトコルに沿ったもの

が実施可能であった。しかし、全サービスの

43%が診療報酬を請求できないサービスであ

り、必要な支援に報酬がつかない状況がみら

れた。これは本人を含むケア会議、その他の

治療に関する職員同士の会議など所属先の異

なる複数の専門職が一人の患者の支援を実施

する際に費用の請求先がない、訪問看護ステ

ーションの職員が入院中の患者の退院前支援

に入る際にも請求できない状況が生まれる、

などによるもので、日本の精神科医療（保健）

がネットワークによるチーム支援を想定して

いないことによるものと思われた。 

臨床的成果としては、6 ヵ月後の対象者の

社会機能や全般的機能、および生活時間の構

成における他者とのコミュニケーション時間

には有意な改善がみられた。ただし、追跡期

間 6 ヵ月間に再入院者は 7 人（28%）あり、

この 7 人は、インデックス入院期間の長さ、

退院時精神症状の重さや社会機能の低さ等に

共通点はなかった。一方で、サイトによる入

院率の違いが見られたことから、支援体制や

環境の違いが再入院に関係している可能性が

示唆された。 

以上から、地方サイトにおける多職種アウ

トリーチは、都市部でのアウトリーチと同様

の臨床像をもつ対象者にニーズがあることが

示された。しかしながら、多機関によるネッ

トワークの多職種チーム支援を実施するには、

制度的に必要なサービスが無報酬となってし

まうという問題が指摘できた。また、地域メ

ンタルヘルスの観点からは、危機介入に対応

できるキャッチメントエリアの設定が不可欠

であることが示唆された。 

一方、地方モデルの認知機能リハビリテー

ションと援助付き雇用は、診療所機能を持つ

精神保健福祉センターで、他の医療機関に主

治医を持つ統合失調症者を対象に実施した。

80%以上出席した 12 名について、11 名が機

能の改善を示し、全員の GAF 得点が改善した。

終了後は 10 名が就労や家庭内の家事、2 名が

就労移行支援事業所への通所となった。一般

就労できた 2 名については、就労継続が 13

ヵ月および 8 ヵ月であり、現在まで続いてい

る。 

認知機能リハビリテーションと援助付き雇

用の組み合わせによる就労と就労継続には一

定の効果がみられ、それらは 6 ヵ月以上持続

したといえた。 

 

2. 日本版 IPS 型就労支援のフィデリティ評価

ツール開発に係る研究 

（研究分担者：下平美智代) 

1) 方法： 

日本版 IPS 型就労支援フィデリティ評価ツ

ールを開発し、ツールの信頼性と妥当性の検
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証を行うことを第一の目的に、日本の IPS 型

支援実施機関の特徴を記述することを副次的

目的として、調査研究を行った。 

平成 24 年度研究では、前述のように 10 項

目の GOI、25 項目の JIPS-25 を作成した。

この評価ツールを用いて、日本で精神障害者

を対象とした個別就労支援を実施している

17 機関を対象にフィデリティ調査を行った。 

 

2) 結果： 

10 項目の GOI、25 項目の JIPS-25 よりな

る評価ツールを用いて、日本で精神障害者を

対象とした個別就労支援を実施している 17

機関を対象にフィデリティ調査を行ったとこ

ろ、1 機関を除く 16 機関の JIPS-25 評価点が

74 点以上であった（IPS-25 では、73 点以下

について「援助付雇用とはいえない」と判定

する）。 

調査で取得したデータから、GOI、JIPS-25

共に評価者間信頼性が確認された。妥当性に

ついては、IPS 標榜群（n=12）はそうでない

群（n=5）よりも GOI および JIPS-25 の得点

が高い傾向にあったことから、弁別的妥当性

が確認できた。また、IPS を標榜する機関は

そうでない機関と比較して、新規登録者数は

少ない傾向にあり、就職率および離職率は高

い傾向にあった。また、JIPS-25 と就職率お

よび離職率とは有意な正の相関が示された。

ただし、JIPS-25 の下位項目「地域ベースの

サービス」の評価の高い機関ほど離職率は低

いという結果も示された。 

 

3.障害者就業・生活支援センター全国悉皆調査 

（研究分担者：佐藤さやか） 

1) 方法： 

本研究では、今後さらに社会的要請が高ま

るであろうと予想される精神障害者の雇用施

策に関する基礎的資料を提供するため、障害

者就業・生活支援センターにおける精神障害

者に対する就労支援の実態を明らかにするこ

とを目的とし、調査を実施した。調査対象は、

平成 24 年 5 月 1 日現在、厚生労働省「障害

者就業・生活支援センター事業」によって設

置されている全国のセンター、合計 316 カ所

である。調査期間は平成 25 年 6 月初旬から 2

週間程度、調査手法は郵送調査である。 

評価項目としては、事業所の属性（法人の

種別、事業実施年数など）、勤務スタッフの属

性（年齢、性別、職種、経験年数など）、支援

の実績（障害種別ごとの就労者数、就労率、

制度利用実績など）、指定した一定期間に実施

した精神障害者への就労支援の内容に対する

回答、などとし、調査票を作成した。 

 

2) 結果： 

調査の回収率は 62.97%であった。本調査の

結果から、全事業所の平均スタッフ数は

4.56±1.91 人であり、少人数で 1 年間の平均

新規登録者数 69.59±54.99 人、さらに平均全

登録者 343.75±206.83 人を支援している実態

が明らかとなった。スタッフは介護や教育な

ど医療となじみが深いとは言えないバックグ

ラウンドをもつもの多く、精神障害を対象と

した平均支援経験年数は 4.37±4.85 年で精神

障害の障害特性など医療に関連する研修のニ

ーズが高いことも明らかとなった。 

障害種別ごとの就労転帰では知的障害では

求職中のもの 52.1％、障害者求人によって就

労しているもの 37.6％であった一方、精神障

害では求職中のもの 68.6％、障害者求人によ

って就労しているものが 19.1％であった。 

精神障害者に対する支援実態では、調査に

回答した 199 機関のうち、多くの機関が登録

や求職に関する支援開始にあたってなんらか

の基準を設けており、いずれも「就労の意欲

があるか」、「病状が安定しているか」、「就労

について主治医が賛成しているか」の 3 点を

重視している機関が多かった。また精神障害

者の支援にあたって困難感・負担感を尋ねた

結果、障害特性に関連する項目では「病識が

ない、もしくは障害受容が進んでいない」、「就

労の意欲が不安定であること」、「病状が不安
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定であること」に特に困難を感じている機関

が多かった。 

精神障害をもつ個別ケースについて支援の

プロセスを 6 つの支援要素：(1)関係づくり・

アセスメント、(2)就労前訓練、(3)生活支援、

(4)医療と関わりのある支援、(5)求職に関する

支援、(6)その他に分け、その実施数について

尋ねたところ、7 割弱のケースでほぼすべて

の要素を網羅する支援がなされている一方、

利用者にとってもっともニーズが高い「求職

に関する支援」が未実施ないしは後回しにな

っているケースが 4 割程度みられた。登録を

してみたものの就労意欲や病状の不安定さに

よって求職のための支援まで行き着けていな

い場合が少なからずあることが示唆された。 

就労転帰については、過渡的雇用や委託訓

練、実習、社会適応訓練などの訓練も含めて

何らかの就労機会があったものが約半数であ

った。就労先をみてみると障害者求人によっ

て同じ職場に勤めたものの割合がもっとも多

く、特例子会社や雇用契約の有る就労継続支

援 A 型を合わせると全体の 6 割が障害者求人

による雇用によって就労していた。これに加

えて2割弱のものが一般求人による週20時間

以上の雇用で就労していた。ただ、就労先別

の平均就労期間をみるといずれの就労先にお

いても半年に満たない平均就労期間となって

いた。 
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Ⅱ．付録 
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付録 リスト 

 
A 多職種アウトリーチ 

1. サービスコード（コメディカル） 

2. サービスコード（医師） 

3. サービスコード（福祉事業所） 

4. サービスコード（訪問看護ステーション） 

5. スクリーニング票（①小平 ②国府台 ③仙台 ④地方） 

6. CSRI-J（対照群用調査票） 

7. カルテ調査票 

8. 管理的時間調査票 

 

B 認知機能リハビリテーションと個別援助付き雇用モデル 

1. サービスコード（就労移行） 

2. サービスコード（デイケア） 

3. 事業所調査票 

 

C 多職種アウトリーチ・個別援助付雇用モデル共通 

 生活時間調査票 

 

D スタッフ支援態度 

1. スタッフ調査票 

2. ストレングス志向（利用者評価） 

3. ストレングス志向（スタッフ評価） 

 

E 関連研究 

1. 障害者就業・生活支援センター調査票（利用者状況） 

2. 上記 記述例 

3. 障害者就業・生活支援センター調査票（事業所） 

4. 日本版 IPS 型就労支援スタンダーズ 
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         サービスコード記録 
 
 

Ⅰ 実施状況 記入者  
利用者 

Ｉ Ｄ 
 

１ 月  日 平成（    ）年（    ）月（    ）日 

２ 時  間 ① 移  動 （    ）分※往路分のみ ⇒ 主たる移動手段（徒歩・自転車・自動車・原付・電車・ﾊﾞｽ） 

② ｺﾝﾀｸﾄ時間 （    ）：（    ）～（    ）：（    ） ※24 時間表記 

③ 記録・準備 （    ）分 

３ スタッフ 
※１人が複数資格を保
有している場合、主た
る資格を１つ選択する 

① 看 護 師 名 ③ Ｐ Ｓ Ｗ 名 ⑤ 医  師 名 ⑦ そ の 他 名 

② 准看護師 名 ④ Ｏ  Ｔ 名 ⑥ 心 理 職 名  

４ 提供場所 
【該当する全てに○】 

 01 自宅 04 病院・診療所（外来等） 07 電話（発信） 

 02 グループホーム 05 入院中の病棟訪問 08 電話（受信） 

 03 事業所、訪問看護部門 06 地域（役所、買い物、散歩等） 09 その他（       ） 

５ ｺﾝﾀｸﾄ相手 01 本人 02 家族 03 ｽﾀｯﾌ（同機関他部署） 04 ｽﾀｯﾌ（外部） 05 その他（       ） 

６ キャンセル 

【前日までに連絡が 
 あった場合は記録 
 しない】 

 01 当日連絡によるキャンセル 
 以下７以降の記録は不要 

 02 訪問したが不在 

 03 訪問したが拒否 ※コミュニケーションや安否確認等の支援が発生した場合は以下も記録 

７ 状  況 
  【○は１つ】 

 01 通常時 03 拒否・コンタクト困難時 05 契約前の訪問 

 02 ケア会議 04 退院後 1 カ月以内の訪問  

【緊急時：週 4 日以上の支援を必要としている場合、以下のどちらかに○】 

 06 緊急時（病変：薬物療法や入院等の医療面での治療変更の可能性を検討する場合） 

 07 緊急時（生活課題：生活の変動などで主として生活面でのサポートが必要な場合） 

Ⅱ 診療報酬で請求した場合に記録してください（該当する診療報酬にチェックしてください） 

８ 請求内容  □ 精神科退院前訪問指導料    ⇒ □ 共同指導加算 

 □ 精神科訪問看護・指導料（Ⅰ） ⇒ □ 複数訪問加算  □ 急性増悪時の頻回算定 

                   □ 長時間精神科訪問看護・指導加算 

                   □ 夜間・早朝訪問看護加算 □深夜訪問看護加算 

                   □ 精精神科緊急訪問看護加算 

 □ 精神科訪問看護・指導料（Ⅱ） ⇒ □ 3 時間超加算 

 □ 精神科訪問看護・指導料（Ⅲ） ⇒ □ 複数訪問加算  □ 急性増悪時の頻回算定 

                   □ 長時間精神科訪問看護・指導加算 

                   □ 夜間・早朝訪問看護加算 □深夜訪問看護加算 

                   □ 精精神科緊急訪問看護加算 

Ⅲ 診療報酬で請求しない場合に記録してください 

９ 請求しない 
  理由 
【該当する全てに○】 

 01 職員の資格が該当外 05 退院日当日の訪問 

 02 期間内における回数制限以上の訪問 06 同日内の 2 回目以上の訪問 

 03 入院日当日の訪問 07 事業所内での支援 

 04 入院中の（病棟）訪問 08 その他（              ） 

Ⅳ 支援の実施内容（電話でコンタクトした場合も含みます） 

１０ 提供内容 

【該当する全てに○】 

 01 関係性の構築 08 社会生活の援助（移動・通信・銀行・役所の利用等） 
 02 ｹｱ計画の作成・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・連絡調整 09 住環境に関する援助 
 03 日常生活維持・生活範囲/技術の拡大/獲得 10 就労・就学に関する援助 
 04 対人関係の維持・構築 11 受診同行 
 05 家族への援助 12 入・退院時の調整・面会 
 06 精神症状の悪化や増悪を防ぐ 13 不安の傾聴、日常的な相談 等 
 07 身体症状の発症や進行を防ぐ 14 その他（             ） 

 

                                              平成２４年度４月改定版

医療機関 
コメディカル 
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サービスコード記録 
 

Ⅰ 実施状況 記入者  
利用者 

Ｉ Ｄ 
 

１ 月  日 平成（    ）年（    ）月（    ）日 

２ 時  間 ① 移  動 （    ）分※往路分のみ ⇒ 主たる移動手段（徒歩・自転車・自動車・原付・電車・ﾊﾞｽ） 

② ｺﾝﾀｸﾄ時間 （    ）：（    ）～（    ）：（    ） ※24 時間表記 

③ 記録・準備 （    ）分 

３ 提供場所 
 【該当する全てに○】 

 01 自宅 04 病院・診療所（外来等） 07 電話（発信） 
 02 グループホーム 05 入院中の病棟訪問 08 電話（受信） 
 03 事業所、訪問看護部門 06 地域（役所、買い物、散歩等） 09 その他（       ） 

４ ｺﾝﾀｸﾄ相手 01 本人 02 家族 03 ｽﾀｯﾌ（同機関他部署） 04 ｽﾀｯﾌ（外部） 05 その他（       ） 

５ キャンセル 

【前日までに連絡が 
 あった場合は記録 
 しない】 

 01 当日連絡によるキャンセル 
 以下６以降の記録は不要 

 02 訪問したが不在 

 03 訪問したが拒否 ※コミュニケーションや安否確認等の支援が発生した場合は以下も記録 

６ 状  況 
  【○は１つ】 

 01 通常時 03 拒否・コンタクト困難時 05 契約前の訪問 
 02 ケア会議 04 退院後 1 カ月以内の訪問  
【緊急時：週 4 日以上の支援を必要としている場合、以下のどちらかに○】 
 06 緊急時（病変：薬物療法や入院等の医療面での治療変更の可能性を検討する場合） 
 07 緊急時（生活課題：生活の変動などで主として生活面でのサポートが必要な場合） 

７ 在宅時医学総合管理料（月単位で包括評価）の算定の有無 

□ 算定している        □ 算定していない 

Ⅱ 診療報酬で請求した場合に記録してください（該当する診療報酬にチェックしてください） 

８ 請求内容  □ 初診料        □ 電話再診料 
 

 □ 往診料       ⇒ □ 緊急往診加算  □ 夜間加算    □ 深夜加算 

 ※先方から要請があった   □ 診療時間加算  □ 死亡診断加算  □ 16 ㎞超の算定 

  場合のみ請求可      □ 外来管理加算 
 

 □ 在宅患者訪問診療料 ⇒ □ 乳幼児加算   □ 幼児加算    □ 診療時間加算 

               □ 在宅ターミナルケア加算 

               □ 看取り加算   □ 死亡診断加算  □ 16 ㎞超の算定 
 

 □ 通院・在宅精神療法（□ 700 点 □ 400 点 □ 330 点）  ⇒ □ 20 歳未満加算 
 

 □ 精神科継続外来支援・指導料  ⇒ □ 抗不安薬又は睡眠薬を３剤以上投与による減算 

                 ⇒ □ 保健師等による療養生活環境整備支援加算 

                 ⇒ □ 特定薬剤副作用評価加算 
 

 □ 精神科退院指導料  ⇒ □ 精神科地域移行支援加算 

Ⅲ 診療報酬で請求しない場合に記録してください 

９ 請求しない 
  理由 
【該当する全てに○】 

 01 期間内における回数制限以上の訪問 04 退院日当日の訪問 
 02 入院日当日の訪問 05 同日内の 2 回目以上の訪問 
 03 入院中の（病棟）訪問 06 その他（             ） 

Ⅳ 支援の実施内容（電話でコンタクトした場合も含みます） 

１０ 提供内容 

【該当する全てに○】 

 01 関係性の構築 08 社会生活の援助（移動・通信・銀行・役所の利用等） 
 02 ｹｱ計画の作成・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・連絡調整 09 住環境に関する援助 
 03 日常生活維持・生活範囲/技術の拡大/獲得 10 就労・就学に関する援助 
 04 対人関係の維持・構築 11 受診同行 
 05 家族への援助 12 入・退院時の調整・面会 
 06 精神症状の悪化や増悪を防ぐ 13 不安の傾聴、日常的な相談 等 
 07 身体症状の発症や進行を防ぐ 14 その他（             ） 

                                              平成２４年度４月改定版

医療機関 
医  師 
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サービスコード記録 
Ⅰ 実施状況 記入者  

利用者 

Ｉ Ｄ 
 

１ 月  日 平成（    ）年（    ）月（    ）日 

２ 時  間 ① 移  動 （    ）分※往路分のみ ⇒ 主たる移動手段（徒歩・自転車・自動車・原付・電車・ﾊﾞｽ） 

② ｺﾝﾀｸﾄ時間 （    ）：（    ）～（    ）：（    ） ※24 時間表記 

③ 記録・準備 （    ）分 

３ スタッフ 
※１人が複数資格を保
有している場合、主た
る資格を１つ選択する 

① 看 護 師 名 ③ Ｐ Ｓ Ｗ 名 ⑤ 医  師 名 ⑦ そ の 他 名 

② 准看護師 名 ④ Ｏ  Ｔ 名 ⑥ 心 理 職 名  

４ 提供場所 
【該当する全てに○】 

 01 自宅 04 病院・診療所（外来等） 07 電話（発信） 

 02 グループホーム 05 入院中の病棟訪問 08 電話（受信） 

 03 事業所、訪問看護部門 06 地域（役所、買い物、散歩等） 09 その他（       ） 

５ ｺﾝﾀｸﾄ相手 01 本人 02 家族 03 ｽﾀｯﾌ（同機関他部署） 04 ｽﾀｯﾌ（外部） 05 その他（       ） 

６ キャンセル 

【前日までに連絡が 
 あった場合は記録 
 しない】 

 01 当日連絡によるキャンセル 
 以下７以降の記録は不要 

 02 訪問したが不在 

 03 訪問したが拒否 ※コミュニケーションや安否確認等の支援が発生した場合は以下も記録 

７ 状  況 
  【○は１つ】 

 01 通常時 03 拒否・コンタクト困難時 05 契約前の訪問 
 02 ケア会議 04 退院後 1 カ月以内の訪問  
【緊急時：週 4 日以上の支援を必要としている場合、以下のどちらかに○】 
 06 緊急時（病変：薬物療法や入院等の医療面での治療変更の可能性を検討する場合） 
 07 緊急時（生活課題：生活の変動などで主として生活面でのサポートが必要な場合） 

Ⅱ 報酬上の評価 

８ 月単位で包括評価されているものについてチェックしてください 

（1）計画相談支援 □ サービス利用計画なし・未契約 
 □ サービス利用支援（1,600 単位／月） □ 継続サービス利用支援（1,300 単位／月） 
 □ 利用上限額管理加算（150 単位／月） 
（2）地域相談支援 □ サービス利用計画なし・未契約 
 □ 地域移行支援サービス費（2,300 単位／月） 
 □ 退院・退所月加算（2,700 単位／月） □ 集中支援加算（500 単位／月） 
  地域定着支援 □ 地域定着支援サービス費［体制確保分］（300 単位／月） 

９ 上記の月単位での包括請求以外に、今回のコンタクトについて個別に請求する報酬項目があればチ
ェックしてください（電話でコンタクトした場合も含みます） 

（1）地域移行支援 □ 障害福祉サービス事業の体験利用加算（300 単位／日） 
 □ 体験宿泊加算Ⅰ（300 単位／日）  □体験宿泊加算Ⅱ（700 単位／日） 
（2）地域定着支援 □ 地域定着支援サービス費［緊急時支援分］（700 単位／日） 

（3）生活訓練 
  （訪問による） 

報酬あり 報酬無し 

1 時間 
未 満 
□ 

1 時間 
以 上 
□ 

期間内における回数制
限以上の訪問で無報酬 

□ 

同日内の 2 回目以
上の訪問で無報酬 

□ 

電話ｺﾝﾀｸﾄで 
無報酬 
□ 

（4）その他 □ 市委託事業 

Ⅲ 支援の実施内容（電話でコンタクトした場合も含みます） 

１０ 提供内容 

【該当する全てに○】 

 01 関係性の構築 08 社会生活の援助（移動・通信・銀行・役所の利用等） 
 02 ｹｱ計画の作成・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・連絡調整 09 住環境に関する援助 
 03 日常生活維持・生活範囲/技術の拡大/獲得 10 就労・就学に関する援助 
 04 対人関係の維持・構築 11 受診同行 
 05 家族への援助 12 入・退院時の調整・面会 
 06 精神症状の悪化や増悪を防ぐ 13 不安の傾聴、日常的な相談 等 
 07 身体症状の発症や進行を防ぐ 14 その他（             ） 

 

                                             平成２４年度４月改定版

福   祉 

事 業 所 
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サービスコード記録 
Ⅰ 実施状況 記入者  

利用者 

Ｉ Ｄ 
 

１ 月  日 平成（    ）年（    ）月（    ）日 

２ 時  間 ① 移  動 （    ）分※往路分のみ ⇒ 主たる移動手段（徒歩・自転車・自動車・原付・電車・ﾊﾞｽ） 

② ｺﾝﾀｸﾄ時間 （    ）：（    ）～（    ）：（    ） ※24 時間表記 

③ 記録・準備 （    ）分 

３ スタッフ 
※１人が複数資格を保有してい
る場合、主たる資格を１つ選択す
る 

① 看 護 師 名 ③ Ｐ Ｓ Ｗ 名 ⑤ 医  師 名 ⑦ そ の 他 名 

② 准看護師 名 ④ Ｏ  Ｔ 名 ⑥ 心 理 職 名  

４ 提供場所 
【該当する全てに○】 

 01 自宅 04 病院・診療所（外来等） 07 電話（発信） 

 02 グループホーム 05 入院中の（病棟）訪問 08 電話（受信） 

 03 事業所、訪問看護部門 06 地域（役所、買い物、散歩等） 09 その他（       ） 

５ ｺﾝﾀｸﾄ相手 01 本人 02 家族 03 ｽﾀｯﾌ（同機関他部署） 04 ｽﾀｯﾌ（外部） 05 その他（       ） 

６ キャンセル 

【前日までに連絡が 
 あった場合は記録 
 しない】 

 01 当日連絡によるキャンセル 
 以下７以降の記録は不要 

 02 訪問したが不在 

 03 訪問したが拒否 ※コミュニケーションや安否確認等の支援が発生した場合は以下も記録 

７ 状  況 
  【○は１つ】 

 01 通常時 03 拒否・コンタクト困難時 05 契約前の訪問 

 02 ケア会議 04 退院後 1 カ月以内の訪問  
【緊急時：週 4 日以上の支援を必要としている場合、以下のどちらかに○】 

 06 緊急時（病変：薬物療法や入院等の医療面での治療変更の可能性を検討する場合） 

 07 緊急時（生活課題：生活の変動などで主として生活面でのサポートが必要な場合） 

８ 報酬上の評価（月単位で包括評価されているものについてチェックしてください） 

 □ 24 時間対応体制加算    □ 24 時間連絡体制加算       □ 特別管理加算 

 □ 訪問看護情報提供療養費   □ 訪問看護ターミナルケア療養費   □ 在宅患者連携指導加算 

Ⅱ 診療報酬で請求した場合に記録してください（該当する診療報酬にチェック、又は○をしてください） 

９ 請求内容 
訪 問 看 護 
管理療養費 

精神科訪問看護 
基 本 療 養 費 

各 種 加 算 

（1）月の初回訪問    ⇒ □ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  □ 長時間加算 □ 特別地域訪問看護加算 

（2）2～3 回目の訪問   ⇒ □ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  □ 精神科緊急時訪問看護加算 

（3）4 回目以上の訪問の場合  □ 長時間精神科訪問看護加算 

 ①週の訪問が日曜日から数えて 4 回目以上の場合 
（特別訪問看護指示書が出ている） 

 □ 夜間・早朝訪問看護加算 □ 深夜訪問看護加算 

  □ 退院時共同指導加算 □ 退院支援指導加算 

  4～12 回目の訪問  ⇒ □ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  □ 複数名精神科訪問看護加算 

  13 回目以降の訪問  ⇒  Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  □ 特別管理指導加算  

 ②その他の場合 □ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ  □ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 

Ⅲ 診療報酬で請求しない場合に記録してください 

１０ 請求しない 
理由 

【該当する全てに○】 

01 職員の資格が該当外（PSW・心理士等） 
02 期間内における回数制限以上の訪問 

05 退院日当日の訪問 
06 同日内の 2 回目以上の訪問 

03 入院日当日の訪問 07 事業所内での支援 

04 入院中の（病棟）訪問 08 その他（             ） 

Ⅳ 支援の実施内容（電話でコンタクトした場合も含みます） 

１１ 提供内容 

【該当する全てに○】 

 01 関係性の構築 08 社会生活の援助（移動・通信・銀行・役所の利用等） 

 02 ｹｱ計画の作成・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・連絡調整 09 住環境に関する援助 

 03 日常生活維持・生活範囲/技術の拡大/獲得 10 就労・就学に関する援助 

 04 対人関係の維持・構築 11 受診同行 

 05 家族への援助 12 入・退院時の調整・面会 

 06 精神症状の悪化や増悪を防ぐ 13 不安の傾聴、日常的な相談 等 

 07 身体症状の発症や進行を防ぐ 14 その他（             ） 
平成２４年度４月改定版 

訪問看護 
ステーション 
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ケアマネジメント入院時スクリーニング票 

氏名：                
 

ID  ：                
 

性別：（男・女） 

病棟主治医：                
 

外来主治医：                
 

担当 SW（いれば）：           

入院日：    年  月  日 
 

記入日：    年  月  日  
 

記入者：             

Ⅰ．除外基準                                                      あてはまる場合☑ 

1．鑑定入院・医療観察法による入院である □ 

2．1 週間以内の退院・転院の予定が決まっている □ 

3．検査や mECT・合併症ルートなどの一時的な治療目的の入院であり戻る病院が初めから決まっている □ 

4．入院前の外来が他院での通院である （退院後，センター病院を使う可能性がない） □ 

5．既に当院在宅支援室の訪問支援（PORT）の利用者である □ 

↓上記の除外基準に 1 つも当てはまらない場合、以下をチェック 
（※1 つでも当てはまっていたら、以下は記入しなくて結構です） 

Ⅱ．対象者の基本情報 

1．居住地域：小平市・東村山市・東大和市・国分寺市・武蔵村山市・東久留米市・立川市・清瀬市・他（        ） 

2．生年月日：     年   月   日（    歳）    ⇒□年齢が 15 歳未満もしくは 65 歳以上である 

3．診断名（ICD-10）：                   
⇒□主診断がてんかん、薬物・アルコール依存、 

認知症、人格障害のみ 

4．過去 1 年間の入院回数 （今回の入院は含まない）：        回  5．生保受給： 1）有 2)無 

6．身体合併症： 1）糖尿病 2)他（           ） 7．身長・体重：体重     ㌔ 身長     ㎝ 

8．同居家族： 1）有 2)無  ⇒有の場合：□父 □母 □配偶者 □きょうだい（ 人） □祖父 □祖母 □子（ 人） □他（   ） 

9．これまでの重大な問題歴： □自殺企図 □殺人 □放火 □暴行 □わいせつ行為 □他（         ） 

Ⅲ．ケアマネジメント基準：あてはある状況に○をしてください。特に断りのない場合、過去 1 年の状況でお答え下さい 

問
題
行
動 

A．6 か月間継続して社会的役割（就労・就学・通所、家事労働を中心的に担う）を遂行できない でき 
ない：2 

休みがち・ 
不安定：1 

できる：0 

B．自分一人では地域生活に必要な課題（栄養・衛生・金銭・安全・人間関係・重要書類の管理・

移動等）について遂行できず継続的支援を必要とする（家族が過剰に負担している場合を含む） 
とても 
必要：2 

必要：1 不要：0 

1．家族への暴力、暴言、拒絶をしたことがある 
はい いいえ 

1 0 

2．家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為があったことがある 1 0 

3．行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある 1 0 

4．自殺企図をしたことがある 1 0 

5．重複診断（主診断＋知的障害・アルコール/薬物）がある 1 0 

6．上記以外の理由による警察・保健所介入があったことがある 1 0 

治
療
の
困
難
性 

1．過去 1 年間の入院回数が 1 回以上である         （今回の入院を含まない） 2 0 

2．定期的な服薬ができていなかった事が 2 ヶ月以上あった （初発の場合はいいえ） 1 0 

3．外来受診をしないことが 2 か月以上あった          （初発の場合はいいえ） 1 0 

4．自分の病気についての知識や理解に乏しい、又は治療の必要性を理解していない 1 0 

5．今回の入院は措置入院である 2 0 

経
済
問
題 

1．入院時に経済的理由で日用品の準備ができない 2 0 

2．入院時に本人・家族から入院費の相談がある。また入院生活に必要な財源がない 1 0 

3．入院時に帰る場所が見当たらない（ホームレス、迷惑行為による立ち退き） 3 0 

家
族
状
況 

1．入院時に家族または支援者が同行しなかった（警察・保健所は除く） 1 0 

2．支援をする家族がいない（家族が拒否的・非協力的、天涯孤独） 2 0 

3．同居家族自身が困難な問題（介護・障害・貧困・重病・虐待・教育問題等）を抱えて
おり、訪問による支援を要する状態である。 

2 0 

合計得点 
5 点以上の場合ケアマネジメントを導入。裏面は在宅支援室（PORT）が記入。 

      点 

小平地区用 
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↓在宅支援室（PORT）記入欄 

 
Ⅳ．基礎情報 

1．正式な住所 

1）キャッチメントエリア内⇒介入群、2)キャッチメントエリア外⇒CTRL 群 

4．婚姻状況  1)既婚 2)未婚 3)離別・死別 5．発症年齢       歳 

6．障害年金の受給  1）有 2）無 7．自立支援医療の利用    1）有 2）無 

8．障害程度区分 非該当・1・2・3・4・5・6・未認定  

2．地域の主たる支援者 1）有 2）無  
 
⇒有りの場合 所属：                  支援者名                    

3．過去 3 か月間の社会資源利用状況（1 か月に 1 回以上利用のあるもの、複数回答） 

1）デイケア、デイナイトケア 6）相談支援事業 

2）訪問看護 7）就労支援 

3）ホームヘルプサービス 8）グループホームなど共同住居 

4）作業所など日中活動の場 9）ショートステイなど短期入所施設 

5）地域活動支援センターなど集う場 10）その他（              ） 

Ⅴ．ACT 導入基準（参考） あてはまる場合☑ 

1．主診断が統合失調症、双極性障害、大うつ病のいずれかである □ 

2．表面【問題行動】の A または B いずれかにチェックが入っている □ 

3．過去 1 年間の精神科サービス利用状況 

1）入院回数 □2 回以上（今回は含めない） 

いずれかに該当□ 2）入院日数 □100 日以上 

3）医療中断 □6 か月以上 
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【エンボスを以下に押す】  
 

ケアマネジメント入院時スクリーニング票 
 

 
 

 
 

 

入院日：      年   月   日 記入者：                 
 

病棟主治医：              
 

 あてはまる状況に○ 

問
題
行
動 

A．6 ヶ月間継続して社会的役割（就労・就学・通所、家事労働を中心的に担う）を担えない できない：2  
休みがち・
不安定：1 

できる：0 

B．自分一人では地域生活に必要な課題（栄養・衛生・金銭・安全・人間関係・重要書類の管

理・移動等）ができず、継続的支援を必要とする（家族が過剰に負担している場合を含む） 
とても 
必要：2 

必要：1 不要：0 

1．家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為がある 
はい いいえ 

1 0 

2．行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになる 1 0 

3．自殺企図をしたことがある 1 0 

4．家族への暴力、暴言、拒絶がある 1 0 

5．重複診断（主診断＋知的障害・アルコール/薬物）がある 1 0 

6.上記以外の理由による警察・保健所介入がある 1 0 

治
療
の
困
難
性 

1．過去 1 年間の入院回数が 1 回以上である         （今回入院を含まない） 2 0 

2．定期的な服薬ができていなかった事が 2 か月以上あった（初発の場合はいいえ） 1 0 

3．外来受診をしないことが 2 か月以上あった         （初発の場合はいいえ） 1 0 

4．病気についての知識や理解に乏しい、または治療の必要性を理解していない 1 0 

5．今回の入院は措置入院である 2 0 

経
済
問
題 

1．入院時に経済的理由で日用品の準備ができない 2 0 

2．入院時に本人・家族から入院費の相談があるor入院生活に必要な財源がない 1 0 

3．入院時に帰る場所が見当たらない （ホームレス、迷惑行為による立ち退き） 3 0 

家
族
状
況 

1．入院時に家族または支援者が同行しなかった （警察・保健所はのぞく） 1 0 

2．支援をする家族がいない（家族が拒否的・非協力的、天涯孤独） 2 0 

3．同居家族自身が困難な問題（介護・障害・貧困・重病・虐待・不登校などの教育
問題等）を抱えており、訪問による支援を要する状態である。 

2 0 

合計得点       点 

医療福祉相談室参照用 あてはまる場合☑ 

1．年齢が 15 歳未満もしくは 65 歳以上である □ 

2．主診断がてんかん、薬物・アルコール依存、認知症、人格障害のみである □ 

3．鑑定入院・医療観察法による入院である □ 

4．1 週間以内の退院・転棟・転院の予定が決まっている □ 

5．検査や mECT・合併症ルートなどの一時的な治療目的の入院であり、 
戻る病院が初めから決まっている 

□ 

6．入院前の外来が他院での通院である □ 

7．既に ACT または当院の訪問看護の利用者である □ 

・入院後 1 週間以内にご記入ください。 
・ことわりのない限り過去 1 年間の状況で、ご記入ください 
・どうしてもわからない場合は、空欄にしておいてください。 
・本用紙は回収いたしますので、カルテポケットに入れてください。 

国府台地区用 
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↓医療福祉相談室 記入欄 
（5 点以上で除外基準に合致していなければ対象） 

Ⅲ．対象者の基本属性 

1．住所： 

→1）キャッチメントエリア内    2)キャッチメントエリア外 

2．生年月日： 西暦  年  月  日（  歳） 

3．診断名（ICD-10）： 
 

4．過去 1 年間の入院回数（今回の入院は含まない）：     回  

5．生保受給： １）有 2)無 

6．身体合併症： 1）糖尿病  2）他（      ）   7．身長・体重： 体重:  ㌔ 身長:   ㎝ 

8．同居家族： 1）有 2)無 ⇒有の場合：□父 □母 □配偶者 □きょうだい（ 人） □祖父 □祖母 □子（ 人） □他（   ） 

9． 婚姻状況： 1)既婚 2)未婚 3)離別・死別 10．発症年齢：        歳 

11．障害年金の受給： 1）有 2）無 12．自立支援医療の利用： 1）有 2）無 

13．障害程度区分： 非該当・1・2・3・4・5・6・未認定  

14．地域の主たる支援者： 1）有 2）無  
 

⇒有りの場合 所属：                  支援者名                    

15．過去 3 か月間の社会資源利用状況（1 か月に 1 回以上利用のあるもの、複数回答） 

1）デイケア、デイナイトケア 6）相談支援事業 

2）訪問看護 7）就労支援 

3）ホームヘルプサービス 8）グループホームなど共同住居 

4）作業所など日中活動の場 9）ショートステイなど短期入所施設 

5）地域活動支援センターなど集う場 10）その他（              ） 

Ⅳ．ACT-J 導入基準 あてはまる場合☑ 

1．主診断が統合失調症、双極性障害、大うつ病のいずれかである □ 

2．表面【問題行動】の A または B いずれかにチェックが入っている □ 

3．過去 1 年間の精神科サービス利用状況 

1)入院回数 □2 回以上（今回は含めない） 

いずれかに該当□ 2)入院日数 □100 日以上 

3)医療中断 □6 か月以上 
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【エンボスを以下に押す】  
 

ケアマネジメント入院時スクリーニング票 
 

 
 

 
 

 

記入者：                 
 

病棟主治医：              
 

入院日：      年   月   日 
 

Ⅰ．除外基準  あてはまる状況に○ 
1．年齢が 15 歳未満もしくは 65 歳以上である □ 
2．主診断がてんかん、薬物・アルコール依存、認知症、人格障害のみである □ 
3．鑑定入院・医療観察法による入院である □ 
4．1 週間以内の退院・転棟・転院の予定が決まっている □ 
5．検査や mECT・合併症ルートなどの一時的な治療目的の入院であり、 

戻る病院が初めから決まっている 
□ 

6．入院前の外来が他院での通院である □ 
7．既に SACT の利用者である □ 

↓上記の除外基準に１つも当てはまらない場合、以下をチェック 
（※１つでも当てはまっていたら、以下は記入しなくて結構です） 

 あてはまる状況に○ 

問
題
行
動 

A．6 ヶ月間継続して社会的役割（就労・就学・通所、家事労働を中心的に担う）を担えない できない：2  
休みがち・
不安定：1 

できる：0 

B．自分一人では地域生活に必要な課題（栄養・衛生・金銭・安全・人間関係・重要書類の

管理・移動等）ができず、継続的支援を必要とする（家族が過剰に負担している場合を含
む） 

とても 
必要：2 

必要：1 不要：0 

1．家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為がある 
はい いいえ 

1 0 

2．行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになる 1 0 

3．自殺企図をしたことがある 1 0 

4．家族への暴力、暴言、拒絶がある 1 0 

5．重複診断（主診断＋知的障害・アルコール/薬物）がある 1 0 

6.上記以外の理由による警察・保健所介入がある 1 0 

治
療
の
困
難
性 

1．過去 1 年間の入院回数が 1 回以上である         （今回入院を含まない） 2 0 

2．定期的な服薬ができていなかった事が 2 か月以上あった（初発の場合はいいえ） 1 0 

3．外来受診をしないことが 2 か月以上あった         （初発の場合はいいえ） 1 0 

4．病気についての知識や理解に乏しい、または治療の必要性を理解していない 1 0 

5．今回の入院は措置入院である 2 0 

経
済
問
題 

1．入院時に経済的理由で日用品の準備ができない 2 0 

2．入院時に本人・家族から入院費の相談がある or 入院生活に必要な財源がない 1 0 

3．入院時に帰る場所が見当たらない （ホームレス、迷惑行為による立ち退き） 3 0 

家
族
状
況 

1．入院時に家族または支援者が同行しなかった （警察・保健所はのぞく） 1 0 

2．支援をする家族がいない（家族が拒否的・非協力的、天涯孤独） 2 0 

3．同居家族自身が困難な問題（介護・障害・貧困・重病・虐待・不登校などの教育問題
等）を抱えており、訪問による支援を要する状態である。 

2 0 

合計得点 （5 点以上は裏面も記入して下さい）     点 

・入院後 1 週間以内にご記入ください。 
・ことわりのない限り過去 1 年間の状況で、ご記入ください 
・どうしてもわからない場合は、空欄にしておいてください。 

仙台地区用 
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Ⅲ．対象者の基本属性 

1．住所： 

→1）キャッチメントエリア内    2)キャッチメントエリア外 

2．生年月日： 西暦  年  月  日（  歳） 

3．診断名（ICD-10）： 
 

4．過去 1 年間の入院回数（今回の入院は含まない）：     回  

5．生保受給： １）有 2)無 

6．身体合併症： 1）糖尿病  2）他（      ）   7．身長・体重： 体重:  ㌔ 身長:   ㎝ 

8．同居家族： 1）有 2)無 ⇒有の場合：□父 □母 □配偶者 □きょうだい（ 人） □祖父 □祖母 □子（ 人） □他
（   ） 

9．婚姻状況： 1)既婚 2)未婚 3)離別・死別 10．発症年齢：        歳 

11．障害年金の受給： 1）有 2）無 12．自立支援医療の利用： 1）有 2）無 

13．障害程度区分： 非該当・1・2・3・4・5・6・未認定  

14．地域の主たる支援者： 1）有 2）無  
 

⇒有りの場合 所属：                  支援者名                    

15．過去 3 か月間の社会資源利用状況（1 か月に 1 回以上利用のあるもの、複数回答） 

1）デイケア、デイナイトケア 6）相談支援事業 

2）訪問看護 7）就労支援 

3）ホームヘルプサービス 8）グループホームなど共同住居 

4）作業所など日中活動の場 9）ショートステイなど短期入所施設 

5）地域活動支援センターなど集う場 10）その他（              ） 

Ⅳ．参考情報（SACT 旧カシオペアコース基準） あてはまる場合☑ 

1．主診断が統合失調症、双極性障害、大うつ病のいずれかである □ 

2．表面【問題行動】の A または B にチェックが入っている □ 

3．過去 1 年間の精神科サービス利用状況 

1)入院回数 □2 回以上（今回は含めない） 

いずれかに該当□ 2)入院日数 □90 日以上 

3)医療中断 □6 か月以上 
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【エンボスを以下に押す】  
 

ケアマネジメント入院時スクリーニング票 
 

 
 

 
 

記入者：                 
 

病棟主治医：              
 

入院日：      年   月   日 
 

Ⅰ．除外基準  あてはまる状況に○ 
1．年齢が 15 歳未満もしくは 65 歳以上である □ 
2．主診断がてんかん、薬物・アルコール依存、認知症、人格障害のみである □ 
3．鑑定入院・医療観察法による入院である □ 
4．1 週間以内の退院・転院の予定が決まっている（院内での転棟のぞく） □ 
5．検査や mECT・合併症ルートなどの一時的な治療目的の入院であり、 

戻る病院が初めから決まっている 
□ 

6．入院前の外来が他院での通院であり、退院後当院を使う可能性がない □ 
7．既にアウトリーチチームの利用者である □ 
8．3 か月以内に退院の見込みがない □ 
9．退院先がアウトリーチのキャッチメントエリア外である □ 

↓上記の除外基準に１つも当てはまらない場合、以下をチェック 
（※１つでも当てはまっていたら、以下は記入しなくて結構です） 

 あてはまる状況に○ 

問
題
行
動 

A．6 ヶ月間継続して社会的役割（就労・就学・通所、家事労働を中心的に担う）を担えない できない：2  
休みがち・
不安定：1 

できる：0 

B．自分一人では地域生活に必要な課題（栄養・衛生・金銭・安全・人間関係・重要書類の

管理・移動等）ができず、継続的支援を必要とする（家族が過剰に負担している場合を含
む） 

とても 
必要：2 

必要：1 不要：0 

1．家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為がある 
はい いいえ 

1 0 

2．行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになる 1 0 

3．自殺企図をしたことがある 1 0 

4．家族への暴力、暴言、拒絶がある 1 0 

5．重複診断（主診断＋知的障害・アルコール/薬物）がある 1 0 

6.上記以外の理由による警察・保健所介入がある 1 0 

治
療
の
困
難
性 

1．過去 1 年間の入院回数が 1 回以上である         （今回入院を含まない） 2 0 

2．定期的な服薬ができていなかった事が 2 か月以上あった（初発の場合はいい
え） 

1 0 

3．外来受診をしないことが 2 か月以上あった         （初発の場合はいい
え） 

1 0 

4．病気についての知識や理解に乏しい、または治療の必要性を理解していな
い 

1 0 

5．今回の入院は措置入院である 2 0 

経
済
問
題 

1．入院時に経済的理由で日用品の準備ができない 2 0 

2．入院時に本人・家族から入院費の相談がある or 入院生活に必要な財源がな
い 

1 0 

3．入院時に帰る場所が見当たらない （ホームレス、迷惑行為による立ち退き） 3 0 

家
族
状
況 

1．入院時に家族または支援者が同行しなかった （警察・保健所はのぞく） 1 0 

2．支援をする家族がいない（家族が拒否的・非協力的、天涯孤独） 2 0 

3．同居家族自身が困難な問題（介護・障害・貧困・重病・虐待・不登校などの教
育問題等）を抱えており、訪問による支援を要する状態である。 

2 0 

合計得点 （5 点以上は裏面も記入して下さい）     点 

・入院後 1 週間以内にご記入ください。 
・ことわりのない限り過去 1 年間の状況で、ご記入ください 
・どうしてもわからない場合は、空欄にしておいてください。 



- 50 - 
 

 

  

Ⅲ．対象者の基本属性 

1．住所： 

2．生年月日： 西暦  年  月  日（  歳） 

3．診断名（ICD-10）： 
 

4．過去 1 年間の入院回数（今回の入院は含まない）：     回  

5．生保受給： １）有 2)無 

6．身体合併症： 1）糖尿病  2）他（      ）   7．身長・体重： 体重:  ㌔ 身長:   ㎝ 

8．同居家族： 1）有 2)無 ⇒有の場合：□父 □母 □配偶者 □きょうだい（ 人） □祖父 □祖母 □子（ 人） □他
（   ） 

9．婚姻状況： 1)既婚 2)未婚 3)離別・死別 10．発症年齢：        歳 

11．障害年金の受給： 1）有 2）無 12．自立支援医療の利用： 1）有 2）無 

13．障害程度区分： 非該当・1・2・3・4・5・6・未認定  

14．地域の主たる支援者： 1）有 2）無  
 

⇒有りの場合 所属：                  支援者名                    

15．過去 3 か月間の社会資源利用状況（1 か月に 1 回以上利用のあるもの、複数回答） 

1）デイケア、デイナイトケア 6）相談支援事業 

2）訪問看護 7）就労支援 

3）ホームヘルプサービス 8）グループホームなど共同住居 

4）作業所など日中活動の場 9）ショートステイなど短期入所施設 

5）地域活動支援センターなど集う場 10）その他（              ） 

Ⅳ．参考情報 あてはまる場合☑ 

1．主診断が統合失調症、双極性障害、大うつ病のいずれかである □ 

2．表面【問題行動】の A または B にチェックが入っている □ 

3．過去 1 年間の精神科サービス利用状況 

1)入院回数 □2 回以上（今回は含めない） 

いずれかに該当□ 2)入院日数 □90 日以上 

3)医療中断 □6 か月以上 
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クライエントサービス受給指標 

Client Service Receipt Inventory - Japanese version (CSRI-J) 

 

調査 ID： 調査年月日：    年  月  日 第   回目 記載者職種（ES / PCN）・氏名： 

 

 

１．雇用状態と賃金 

就労・活動期間 

（西暦で記入） 

就労・活動形態 

①より選択 

賃金 

（時給換算） 

労働・活動時間 

（1週間あたり） 

職種 

②より選択 

仕事・活動内容 

（具体的に記述） 

備考 

年 月 日～ 

年 月 日 

ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ,ⅴ, 

ⅵ,ⅶ,ⅷ,ⅸ 
円 時間 

ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ, 

ⅴ,ⅵ,ⅶ,ⅷ 

  

年 月 日～ 

年 月 日 

ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ,ⅴ, 

ⅵ,ⅶ,ⅷ,ⅸ 
円 時間 

ⅰ,ⅱ,ⅲ,ⅳ, 

ⅴ,ⅵ,ⅶ,ⅷ 

  

 

 ① 就労・活動形態について，上表内の対応する番号 1つに○をつけてください。 

 

ⅰ：フルタイム就労（一般） ⅱ：アルバイト・パートタイム（一般） ⅲ：フルタイム就労（障害者雇用） 

ⅳ：アルバイト・パートタイム（障害者雇用） ⅴ：精神障害者ステップアップ雇用 

ⅵ：:障害者試行雇用（トライアル雇用） ⅶ：委託訓練 ⅷ：就労継続支援事業など就労準備機関での活動 

ⅸ：その他（デイ・ケア通所なども含みます。詳細は備考欄に具体的に記述してください。） 

 

 ② 職種について，上表内の対応する番号 1つに○をつけてください。 

 

ⅰ：（自社・事業体・法人）運営主 ⅱ：専門職（医師・教師・法律家など） ⅲ：関連専門職（看護職・技術職など） 

ⅳ：事務職 ⅴ：技能職（電気・土木作業など） ⅵ：営業職・販売員 ⅶ：工場職員 ⅷ：その他 

 

 

１(2)過去 3カ月のあなたが就労で得た収入額はおいくらですか？             円（税抜 or税込） 

 

 

１(3)あなたは、就労先に自身の病気のことについて伝えていますか？        1：はい   0：いいえ 

 

 

２(1)過去 3カ月、病気による理由で何日間お仕事をお休みしましたか？                 日 

 

 

２(2)(1)の休んだ日数のうち、精神疾患の症状や精神的疲労でお休みした日は何日間ですか？       日 

 

３．精神保健福祉手帳あるいは他の障害に関わる手帳を持っていますか？ 

 0：なし  1：精神障害者保健福祉手帳（  級）   2：身体障害者手帳（  級）  3：療育手帳（  級） 
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４(1) あなたは、過去 3カ月、所得を保証・援助する何らかの制度を利用していますか？ 

        1：はい   0：いいえ 

４(2) (1)で「1：はい」の場合は、具体的にどんな制度を利用していますか？ 

 制度・手当・年金 利用・受給状況 月割支給額（等級） 

年金保険 

障害基礎年金 1：はい 0：いいえ  級 

支給額/月  

合計    
 
     円 

障害厚生年金 1：はい 0：いいえ  級 

障害共済年金 1：はい 0：いいえ  級 

遺族基礎年金 1：はい 0：いいえ 級 

遺族厚生年金 1：はい 0：いいえ 級 

遺族共済年金 1：はい 0：いいえ 級 

その他の年金（               ） 1：はい 0：いいえ 級 

雇用保険 
（失業保険） 

失業等給付金 
(求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付込み) 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

その他（                     ） 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

労働者災害補償
保険 

（補償）一時金を含めた何らかの給付金 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

介護保険 等級で定められたサービス額（第 2 号被保険者） 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

医療保険 

医療保険について、下記の給付や手当金などを貰った場合
は、当てはまる保険を次の中から選んでください。 

0:国民健康保険 1: 組合健康保険 2: 共済-国家公務員 
3: 共済-地方公務員 4: 共済-市立教職員 5: 協会けんぽ 
6: 船員保険 7: その他（      ） 8: なし 

療養の給付、移送費、傷病手当金、出産育児一時金、葬祭費の合計 支給額/月     円 

公的扶助 
生活保護（世帯ごとに振り込まれる額） 1：はい 0：いいえ 

支給額/月 合計   円 

生活保護・その他（家賃などの現物支給：           ） 1：はい 0：いいえ 

障害に関する制
度や手当など 
（社会手当・社
会サービス） 

自立支援医療（精神通院医療）制度（自立支援法） 1：はい 0：いいえ         
特別児童扶養手当 1：はい 0：いいえ 

支給額/月  

合計    
 

          円 

障害児福祉手当 1：はい 0：いいえ 

特別障害者手当 1：はい 0：いいえ 

経過的福祉手当 1：はい 0：いいえ 

特別障害給付金制度 1：はい 0：いいえ 

その他（                     ） 1：はい 0：いいえ 

都道府県/ 
区市町村/ 

社会福祉協議会 
の事業 

精神障害者福祉特別乗車券 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

タクシー利用券 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

その他の都府県 / 区市町村からの給付金（      ）1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

その他の都府県 / 区市町村からの貸付金（      ）1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

その他（                     ） 1：はい 0：いいえ 支給額/月     円 

 

５．あなたの主たる収入源や生活資金として当てはまるもの 1つに○をつけてください。 

 0：（自分の）収入  1：生活保護  2：年金  3：家族の扶養  4：貯金  ５：その他（     ） 
 

６．あなたの総収入はおいくらですか？ 
※年収か月収か当てはまるほうに○をつけ、当てはまる番号と税の状態の（）に○をつけてください 
 

年収 又は 月収  

 

⇒右の額は、 

・税抜（  ） 

・税込（   ） 

 

1：（ ） 800,000 円以下 

 

6：（ ） 65,000 円以下 

2：（ ） 800,001－1,030,000 円 7：（ ） 65,001－85,000 円 

3：（ ） 1,030,001－1,300,000 円 8：（ ） 85,001－110,000 円 

4：（ ） 1,300,001－2,000,000 円 9：（ ） 110,001－160,000 円 

5：（ ） 2,000,001 円以上 10：（ ） 160,001 円以上 

 



- 53 - 
 

７．福祉・地域サービス・施設利用 

※1．対象者に卓上カレンダーなどを見せて、3ヵ月のサービス及び施設の利用状況（頻度・時間）をたずねてください。 

※2．対象者が事業所名だけを覚えている場合、施設名を記録し、インターネットや電話などで各事業所種別について調べることもできます。 

施設種別・サービス名 
過去３ヵ月の 

利用回数 
合計利用 
時間（ｈ） 

施設名 

障害者自立支援法におけるサービス (*主に身体・知的・発達障害者向けのサービス) 

介
護
給
付 

居宅介護（ホームヘルプ） 回 時間  
重度訪問介護* 回 時間  
同行援護* 回 時間  
行動援護 回 時間  
重度障害者等包括支援* 回 時間  
療養介護* 回 時間  
生活介護* 回 時間  

訓
練
等
給
付 

自立支援・自立訓練（通所型） 回 時間  
自立支援・自立訓練（訪問型） 回 時間  
就労移行支援 回 時間  
就労継続支援 A 型 回 時間  
就労継続支援 B 型 回 時間  

地
域
生
活
支
援
事
業 

（
区
市
町
村
） 

移動支援事業（ガイドヘルプ） 回 時間  

地域活動支援センター  I 型 回 時間  
地域活動支援センター Ⅱ型 回 時間  
地域活動支援センター Ⅲ型 回 時間  
相談支援事業 回 時間  
コミュニケーション支援事業* 回 時間  
日常生活用具給付等事業* 回 時間  
その他の事業（                                          ） 回 時間  

地
域
生
活
支
援 

事
業
（
都
府
県
） 

専門性の高い相談支援事業* 回 時間  

その他の事業（                                          ） 
回 時間 

 

その他の相談支援サービス 

市区町村自治体（市役所の障害福祉課など）における相談窓口 回 時間  

保健所 回 時間  
精神保健福祉センター（都府県によっては、こころの健康総合センター） 回 時間  
市町村保健センター 回 時間  
福祉事務所 回 時間  
障害福祉サービス事業所：自立支援法移行前の小規模通所授産施設 回 時間  
障害福祉サービス事業所：自立支援法移行前の小規模作業所 回 時間  
障害福祉サービス事業所：その他の自立支援法移行前の事業所（               ） 回 時間  
相談支援事業所：地域活動支援センター I 型（指定委託） 回 時間  
相談支援事業所：その他の都府県からの委託相談窓口（                     ） 回 時間  
相談支援事業所：その他の区市町村からの委託相談窓口（                   ） 回 時間  
学校等教育機関 回 時間  
成年後見制度（身上見守り・財産保護の活動含む） 回 時間  
日常生活自立支援事業（自立支援・財産保護の活動含む） 回 時間  
セルフヘルプ・グループ（患者・当事者会，家族会や断酒会なども含む） 回 時間  
その他（                                            ） 回 時間  
その他の就労支援サービス 

障害者就業・生活支援センター（なかぽつ） 回 時間  
ハローワーク（公共職業安定所） 回 時間  
障害者職業センター 回 時間  
障害者能力開発校 回 時間  
職業リハビリテーションセンター 回 時間  
その他（                                            ） 回 時間  
対照群の支援者による就労・生活支援 回 時間  
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８．住居サービス 

(1)あなたが普段住んでいる場所として当てはまるもの 1つに○をつけてください。 

0：自宅 １：福祉住居サービス（グループ・ホーム、ケア・ホームなど） 2：その他（          ） 

(2)(1)で、「0：自宅」を選んだ方は，同居されている方の有無を教えてください。 

※同居されている方がいる場合は，同居されている方すべてに○をつけてください。 

0：なし     1：あり 
(1：ありの場合)⇒ 0)父，1) 母，2)配偶者，3)きょうだい（  人） 

4)祖父，5) 祖母，6)子（  人），7)その他（続柄：    人） 

(3) (1)で「1：福祉住居サービス」を利用している場合、以下の回答をお願いします。 

施設種別・サービス名 
過去 3カ月の
利用日数 

施設名 

介護給付 

短期入所（ショートステイ 日  
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 日  
共同生活介護(ケアホーム)� 日  

訓練等給付 
自立支援・自立訓練（宿泊型） （旧援護寮） 日  
共同生活援助（グループホーム）� 日  

地域生活支援事業 福祉ホーム� 日  
 その他（                ） 日  

 

あなたの精神科の主治医がいる医療機関以外で，精神科医療をうけた場合にのみ、以下

の質問について、教えてください 

 

９．過去 3ヵ月、主治医のいる医療機関以外の精神科医療機関の外来やデイ・ケア，訪問看護を利用しましたか？ 
※1．対象者に卓上カレンダーなどを見せて、3ヵ月のサービス及び施設の利用状況（頻度・時間）をたずねてください。 
※2．対象者が事業所名だけを覚えている場合、施設名を記録し、インターネットや電話などで各事業所種別について調べることもできます。 

サービス名 過去3カ月の利用回数 合計利用時間（ｈ） 施設名など 

医師の診察 
回  

 

訪問看護 
（備考欄に何名の看護師か記入） 

単独の訪問   回 
複数名訪問   回 時間 

 

精神科デイ・ケア 
(6 時間) 回  

 

精神科ショート・ケア 
(3 時間) 回  

 

精神科ナイト・ケア 
(4 時間) 回  

 

精神科デイ・ナイト・ケア 
(10 時間) 回  

 

 
１０．過去 3ヵ月、主治医のいる医療機関以外の精神科病院に入院しましたか？ 

病棟種別 
過去 3 カ月の 
利用日数 

入院の理由 
入院形態 

(1 つに○をつけてください) 
施設名 

精神科療養病棟 日  任意/医療保護/措置/緊急措置/応急  
精神科救急病棟 日  任意/医療保護/措置/緊急措置/応急  
精神科急性期治療 病棟 日  任意/医療保護/措置/緊急措置/応急  
上記以外の精神科病棟 日  任意/医療保護/措置/緊急措置/応急  
他科の病棟 
（急性薬物 ICU など） 日 

 
任意/医療保護/措置/緊急措置/応急  

 
１１．過去 3ヵ月，主治医のいる医療機関以外の精神科医療機関から，お薬をもらいましたか？ 

お薬の名称 
量 

(可能なら) 
錠 

(可能なら) 
頻度 

(一日何回) 
どのくらいの期間、そのお

薬を使用していますか 
 mg 錠 1 日   回 週間 

 mg 錠 1 日   回 週間 

 mg 錠 1 日   回 週間 
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カルテによるアウトカム票 
 

※過去 1 年に他院に通院・入院している場合は、他院に問い合わせのうえ、確認すること 

【退院時】 

過去 1 年の 2 ヵ月以上の医療中断歴（初診の場合は無し） 

カルテ上本人の受診が 2 ヵ月以上間隔がある場合に記録する 

 過去１年間の精神科入退院歴（※エントリー時の入院は含めな

い） 

2 ヵ月間以上の中断を記録 

最終本人受診日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

本人受診再開日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 入院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

退院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

入院時の入院形態 

過去 1 年の精神科救急利用歴 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  過去 6 ヵ月の入院回数（ ）回 

過去 1 年の入院回数 （ ）回 

過去 6 ヵ月の入院日数（ ）日回 

過去 1 年の入院日数（ ）回 

過去１年の逮捕歴（逮捕状による逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕

など犯罪を構成するもののみ） 

 過去１年の逮捕・拘留・留置・禁固・懲役日数（逮捕までは至らず

とも触法行為を行って留置された日数も含む） 

逮捕された日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

内容  拘束開始日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

拘束終了日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

 
１．合併症 ＊調査時点より過去 1 ヵ月間に、精神疾患以外の身体疾患の治療履歴がある場合を「有り」とする。 

① なし  → ３．血液データへ進む 

② 有り 病名 A（                      ）  病名 B（                         ） 
      病名 C（                      ）  病名 D（                         ） 
      病名 E（                      ）  病名 F（                         ） 

２．合併症の治療施設  

    → ①. 院内で治療中 →院内で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ②. 他院で治療中 →他院で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ③. その他（                        ） →あてはまる病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 

３．直近の血液データ （検査日   年   月   日） 

血糖値  

HbA1c  

総コレステロール  

HDL コレステロール  

LDL コレステロール  

中性脂肪  

 

ID  
エントリー時

退院日 
    年  月  日 
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【６か月後】 

過去６か月の 2 ヵ月以上の医療中断歴（初診の場合は無し） 

カルテ上本人の受診が 2 ヵ月以上間隔がある場合に記録する 

 過去６か月の精神科入退院歴（※エントリー時の入院は含めな

い） 

2 ヵ月間以上の中断を記録 

最終本人受診日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

本人受診再開日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 入院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

退院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

入院時の入院形態 

過去６ヵ月の精神科救急利用歴 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  過去 6 ヵ月の入院回数（ ）回 

過去 1 年の入院回数 （ ）回 

過去 6 ヵ月の入院日数（ ）日 

過去 1 年の入院日数（ ）日 

過去6ヶ月の逮捕歴（逮捕状による逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕

など犯罪を構成するもののみ） 

 過去６ヶ月の逮捕・拘留・留置・禁固・懲役日数（逮捕までは至ら

ずとも触法行為を行って留置された日数も含む） 

逮捕された日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

内容  拘束開始日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

拘束終了日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

 
１．合併症 ＊調査時点より過去 1 ヵ月間に、精神疾患以外の身体疾患の治療履歴がある場合を「有り」とする。 

② なし  → ３．血液データへ進む 

② 有り 病名 A（                      ）  病名 B（                         ） 
      病名 C（                      ）  病名 D（                         ） 
      病名 E（                      ）  病名 F（                         ） 

２．合併症の治療施設  

    → ①. 院内で治療中 →院内で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ②. 他院で治療中 →他院で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ③. その他（                        ） →あてはまる病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 

３．直近の血液データ （検査日   年   月   日） 

血糖値  

HbA1c  

総コレステロール  

HDL コレステロール  

LDL コレステロール  

中性脂肪  
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【１年後】 

過去６か月の 2 ヵ月以上の医療中断歴（初診の場合は無し） 

カルテ上本人の受診が 2 ヵ月以上間隔がある場合に記録する 

 過去６か月の精神科入退院歴（※エントリー時の入院は含めな

い） 

2 ヵ月間以上の中断を記録 

最終本人受診日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

本人受診再開日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 入院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

退院年月日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

入院時の入院形態 

過去６ヵ月の精神科救急利用歴 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  過去 6 ヵ月の入院回数（ ）回 

過去 1 年の入院回数 （ ）回 

過去 6 ヵ月の入院日数（ ）日 

過去 1 年の入院日数（ ）日 

過去6ヶ月の逮捕歴（逮捕状による逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕

など犯罪を構成するもののみ） 

 過去６ヶ月の逮捕・拘留・留置・禁固・懲役日数（逮捕までは至ら

ずとも触法行為を行って留置された日数も含む） 

逮捕された日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

内容  拘束開始日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

拘束終了日 

  年  月  日 

  年  月  日 

  年  月  日 

 

 
１．合併症 ＊調査時点より過去 1 ヵ月間に、精神疾患以外の身体疾患の治療履歴がある場合を「有り」とする。 

③ なし  → ３．血液データへ進む 

② 有り 病名 A（                      ）  病名 B（                         ） 
      病名 C（                      ）  病名 D（                         ） 
      病名 E（                      ）  病名 F（                         ） 

２．合併症の治療施設  

    → ①. 院内で治療中 →院内で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ②. 他院で治療中 →他院で治療中の病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 
      ③. その他（                        ） →あてはまる病名は上記のうち（A・B・C・D・E・F） 

３．直近の血液データ （検査日   年   月   日） 

血糖値  

HbA1c  

総コレステロール  

HDL コレステロール  

LDL コレステロール  

中性脂肪  

 
  



- 58 - 
 

 



- 59 - 
 

【多職種アウトリーチ】事業所調査票（管理的時間調査票） 
                            記載年月日    年  月  日 

施設ＩＤ  施 設 名  

 
Ⅰ．日常業務の時間配分、定期的な会議等の頻度、参加人数、その職種について、 

下記の空欄にご記入ください。 

≪  毎日のこと  ≫ 

通常の始業時間 時    分 朝の申し送り 開 始 時
間 

時    分 

通常の終業時間 時    分  終 了 時
間 

時    分 

昼の休憩 開 始 時
間 

時    分 夕方の申し送
り 

開 始 時
間 

時    分 

 終 了 時
間 

時    分  終 了 時
間 

時    分 

その他休憩時間 分   
 

≪定期的に行うこと≫ 
コア会議（運営会議） ケースカンファレンス 

頻   度 週   回 or 月   回 頻   度 週   回 or 月   回 
参 加 人 数 参 加 人 数 

看 護 師 人 看 護 師 人 
准看護師 人 准看護師 人 
Ｐ Ｓ Ｗ 人 Ｐ Ｓ Ｗ 人 
Ｏ   Ｔ 人 Ｏ   Ｔ 人 
心 理 職 人 心 理 職 人 
医   師 人 医   師 人 
そ の 他 人 そ の 他 人 

 
 
Ⅱ．現在、貴事業所（あるいは貴部門）で勤務している方々の職種・勤務形態別に、 

人数、前月１カ月の労働日数、１カ月の実労働時間について下記空欄にご記入ください。 

職種・勤務形態 人 数 前月の実労働日数の合計 前月の実労働時間の合計 

精 神 科 医 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

看 護 師 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

准 看 護 師 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

精神保健福祉士 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

作 業 療 法 士 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

心 理 職 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

その他（    ） 
常 勤 人 日 時間 
非常勤 人 日 時間 

【裏面に続きます】 
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Ⅲ．その他、日常的、定期的な業務がありましたら、その内容と時間をご記載ください。 

【例：定期的な勉強会や連絡会、備品の点検、棚卸し 等】 



- 61 - 
 

   

【就労移行支援事業所用】就労支援 サービスコード 

１ 利用者ＩＤ 
 

２ 記載日 
    年   月   日 

３ 主担当者名 
 

４ 就労支援か就労後継続支援か 

 01 就労支援  02 継続支援 

５ 主担当者の職種（該当番号に○） ６ 主担当者の専門職の資格（免許）種類（該当番号に○） 
 01 サービス管理責任者 02 職業指導員 03 生活支援員 
 04 就労支援員 05 その他（            ） 

 01 社会福祉士 02 精神保健福祉士 03 介護福祉士 
 04 作業療法士 05 看護師 06 その他（       ） 

７ 施設外で支援を提供した場合の行き先（事業所支払） 
（具体的な場所                ：所要時間    分）（行きのみ） 
（具体的な場所                ：所要時間    分）（行きのみ） 
（具体的な場所                ：所要時間    分）（行きのみ） 

合計費用 
 
 
        円 

 

≪支援内容≫ サービスを提供した場合は、該当する欄に必要事項をご記入ください。 
 

項 目 回数 
（回） 

合計 
時間 
（分） 

 
ジョブ 
コーチ
支援事業 

複数対象者支援 うち勤務
時間外
（分） 

８ 
認知機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(Cogpack を用いたｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)     本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考（複数の対象者を同時に支援した場合等）： 

９ 
認知機能リハビリテーション（言語グループ）     本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１０ 
インテーク面接 （関係づくり・アセスメント）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１１ 
プランニング 就労支援のための計画作成    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１２ 
個別の履歴書作成・面接練習・ビジネスマナー等の支援    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１３ 
グループによる履歴書作成・面接練習・ビジネスマナー等の支援    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１４ 
本人と共に行う職場開拓・同行支援（インターネット等で仕事の検索、ハ
ローワークに出向く、企業等の見学・訪問・下見等） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

１５ 
担当スタッフのみで行う職場開拓（インターネット等で仕事の検索、ハロ
ーワークに出向く、企業等の見学・訪問・下見等） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

１６ 
企業内での支援：職場実習＆職場定着のための支援    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

１７ 
施設外支援または実習（実習専用に契約している企業内において）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１８ 
担当スタッフのみの企業の担当者との相談等 ＜対面＞ 
（本人に代わっての交渉、相談、本人の就職後のフォローを含む） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

１９ 
担当スタッフのみの企業の担当者との相談等＜電話・E メール＞ 
（本人に代わっての交渉、相談、本人の就職後のフォローを含む） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２０ 
本人との相談・面接・フォロー ＜対面＞ 
（就労後のフォロー、退職・転職相談） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 
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項 目 回数 
（回） 

合計 
時間 
（分） 

 
ジョブ 
コーチ
支援事業 

複数対象者支援 うち勤務
時間外
（分） 

２１ 
本人との相談・面接・フォロー ＜電話・E メール＞  
（就労後のフォロー、退職・転職相談） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２２ 
本人を含めないスタッフのミーティングや他機関とのミーティング
＜対面＞ ※医師やその他の職種に助言を求める行為を含む 

   
□ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２３ 
本人を含めないスタッフのミーティングや他機関とのミーティング
＜電話・E メール＞ ※医師やその他の職種に助言を求める行為を含む 

   
□ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２４ 
ケア会議（本人、担当者、他１名以上による就労のための支援計
画の作成に係る会議） 

   
□ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２５ 
就労支援担当者ユニットのミーティング（当該対象ケース支援について
のコンサルテーションや求人等の情報共有等就労支援担当者複数による会議） 

   □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２６ 
その他（                          ）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２７ 
就労支援ではない，利用者の生活支援（訪問での支援）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２８ 
就労支援ではない，利用者の生活支援（施設内での支援）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２９ 
就労支援ではない，利用者の生活支援（電話及び E メールでの支援）    □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

＜担当スタッフが自己負担した費用＞ 
自己負担で，サービスを提供した場合は下記に記入してください（※事業所負担を除いた額を記載してください） 

３０ 
交通費（具体的な場所             ：所要時間    分） 

（具体的な場所             ：所要時間    分） 
（具体的な場所             ：所要時間    分） 

合計費用（      円） 

３１ 喫茶店等での飲み物代 合計費用（      円） 

３２ 
プライベートで使用している携帯電話による通話・E メール 
（具体的内容：                           ） 

通話回数  （    回） 
メール回数 （    回） 
合計通話時間（    分） 

３３ 

その他 ※具体的にどのような事にどのくらいの費用がかかったかを記述してください 
☆事柄 
 
 
 
☆合計費用（        円） 

＜支援サービス費加算の該当状況＞ 
支援サービス費加算該当の場合は□にレをご記入ください。 

３４ □ 訪問支援特別加算に該当（月 2 回を限度） ⇒ □1 時間以上   □1 時間未満 

３５ □ 欠席時対応加算に該当 

３６ □ 利用者負担上限額管理加算に該当 （月 1 回を限度） 
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【デイ・ケア用】就労支援 サービスコード 
１ 利用者ＩＤ：  ２ 記載日：   年  月  日 ３ 担当者名 

 ５ 施設外で支援を提供した場合の行き先（事業所支払） 
（具体的な場所      ：所要時間    分）（行きのみ） 
（具体的な場所      ：所要時間    分）（行きのみ） 
（具体的な場所      ：所要時間    分）（行きのみ） 

合計 
費用 
 
   円 

４ 職種（該当番号に○をつける） 
01 作業療法士 02 精神保健福祉士 03 看護師 
04 臨床心理士 05 医師 06 その他（    ） 

≪支援内容≫ サービスを提供した場合は、該当する欄に必要事項をご記入ください。 
 

項 目 
回数 
（回） 

合計 
時間 
（分） 

診療報酬外 
複数対象者支援 

 
勤務
時間
外 

デイ
ケア
外 

６ 
認知機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(Cogpack を用いたｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)      本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考（複数の対象者を同時に支援した場合等）： 
 

７ 
認知機能リハビリテーション（言語グループ）      本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考：  

８ 
インテーク面接（関係づくり・アセスメント）   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

９ 
プランニング（就労支援のための計画作成）   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１０ 
個別の履歴書作成・面接練習・ビジネスマナー等の支援   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１１ 

グループによる履歴書作成・面接練習・ビジネスマナー等の支援   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考：  

１２ 

本人と共に行う職場開拓・同行支援（インターネット等で仕事の検索、ハ

ローワークに出向く、企業等の見学・訪問・下見等） 
  ☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考：  

１３ 

担当スタッフのみで行う職場開拓（インターネット等で仕事の検索、ハロ

ーワークに出向く、企業等の見学・訪問・下見等） 
  ☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考：  

１４ 

ジョブコーチ等企業内での支援：職場実習＆職場定着のための
支援 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

１５ 

担当スタッフのみの企業の担当者との相談等 ＜対面＞ （本人に

代わっての交渉、相談、本人の就職後のフォローを含む） 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１６ 

担当スタッフのみの企業の担当者との相談等＜電話・E メール＞ 
（本人に代わっての交渉、相談、本人の就職後のフォローを含む） 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１７ 

本人との相談・面接・フォロー ＜対面＞ （就労後のフォロー、退職・

転職相談、年金や生活保護受給に関する相談等も含む） 
  

□ □ □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

１８ 

本人との相談・面接・フォロー ＜電話・E メール＞ （就労後のフォロ

ー、退職・転職相談、年金や生活保護受給に関する相談等も含む） 
  

□ □ □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 
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項 目 

回数 
（回） 

合計 
時間 
（分） 

診療報酬外 複数対象者支援 

 
    

勤務
時間
外 

デイ
ケア
外 

 

１９ 

本人を含めないスタッフのミーティングや他機関とのミーティング
＜対面＞ ※医師やその他の職種に助言を求める行為を含む 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考：  

２０ 

本人を含めないスタッフのミーティングや他機関とのミーティング
＜電話・E メール＞※医師やその他の職種に助言を求める行為
を含む 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２１ 

ケア会議（本人、担当者、他１名以上による就労のための支援計
画の作成に係る会議） 

  
□ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２２ 

就労支援担当者ユニットのミーティング（当該対象ケース支援に
ついてのスーパービジョン、コンサルテーションや求人等の情報
共有等就労支援担当者複数による会議） 

  
☑ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

２３ 

就労支援ではない，利用者の生活支援（訪問での支援）   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 
本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２４ 
就労支援ではない，利用者の生活支援（施設内での支援）   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２５ 
就労支援ではない，利用者の生活支援（電話及びﾒｰﾙでの支援）   □ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 

備考： 

２６ 

その他（                          ） 
 

  
□ □ □ 本人他 研究対象者     人 

本人他 研究非対象者    人 
ID（                ） 備考： 

＜担当スタッフが自己負担した費用＞ 
自己負担で，サービスを提供した場合は下記に記入してください（※事業所負担を除いた額を記載してください） 

２７ 
交通費（具体的な場所             ：所要時間    分） 

（具体的な場所             ：所要時間    分） 
（具体的な場所             ：所要時間    分） 

合計費用（      円） 

２８ 喫茶店等での飲み物代 合計費用（      円） 

２９ プライベートで使用している携帯電話による通話・E メール 
通話回数  （    回） 
メール回数 （    回） 
合計通話時間（    分） 

３０ 

その他 ※具体的にどのような事にどのくらいの費用がかかったかを記述してください 
☆事柄 
 
 
 
☆合計費用（        円） 
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【就労支援】事業所調査票 
                           記載年月日    年  月  

日 

施設ＩＤ  施 設 名  

Ⅰ．現在、貴事業所で勤務している方々の職種・勤務形態別に、 
人数、前月１カ月の労働日数、１カ月の実労働時間について下記空欄にご記入ください。 

職種・勤務形態 人 数 前月の実労働日数の合計 前月の実労働時間の合計 

社 会 福 祉 士 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

精神保健福祉士 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

介 護 福 祉 士 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

作 業 療 法 士 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

心 理 職 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

無 資 格 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

その他（    ） 
常 勤 人 日 時間 

非常勤 人 日 時間 

Ⅱ．個別就労支援事業における加算（就労移行支援サービス費等）を行っている場合は、 
１～７のそれぞれについて、該当する項目番号に○をつけてください。 

１ 就労移行支援サービス費 01 定員 20 人以下       （850 単位） 
 02 定員 21 人以上 40 人以下  （759 単位） 
 03 定員 41 人以上 60 人以下  （727 単位） 
 04 定員 61 人以上 80 人以下  （683 単位） 
 05 定員 81 人以上       （647 単位） 

２ 就労移行支援体制加算 
01 定着率が 5 分以上 1 割 5 分未満      （ 21 単位／日を
加算） 

 
02 定着率が 1 割 5 分以上 2 割 5 分未満    （ 48 単位／日を
加算） 

 
03 定着率が 2 割 5 分以上 3 割 5 分未満の場合 （ 82 単位／日を
加算） 

 
04 定着率が 3 割 5 分以上 4 割 5 分未満の場合 （126 単位／日を
加算） 

 
05 定着率が 4 割 5 分以上の場合       （189 単位／日を
加算） 

３ 精神障害者退院支援施設加
算 

01 精神障害者退院支援施設加算（Ⅰ） （180 単位／回を加算） 

 02 精神障害者退院支援施設加算（Ⅱ） （115 単位／回を加算） 
 03 01・02 のいずれも加算していない 
４ 初期加算（30 単位／日） 01 加算している 02 加算していない 

５ 就労支援関係研修修了加算 
01 加算している ⇒ （ⅰ ジョブコーチ  ⅱ ジョブコーチ以
外） 

 （11 単位／日） 02 加算していない 
６ 福祉専門職員配置加算 01 加算している  区分（ⅰ 10 単位／日  ⅱ 6 単位／日） 

 
          職種（ⅰ 社会福祉士 ⅱ ＰＳＷ ⅲ 介護福
祉士） 

 02 加算していない 
７ 施設外就労加算（100 単位/
日） 

01 加算している 02 加算していない 
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Ⅲ．就労移行支援サービスにおけるその他の加算を行っている場合は、 
次の８～１０のそれぞれについて、該当する項目番号に○をつけてください。 
また、その他の加算を行っている場合は、１１に具体的にご記入ください。 

８ 医療連携体制加算 01 医療連携体制加算（Ⅰ） （500 単位／日を加算） 
 02 医療連携体制加算（Ⅱ） （250 単位／日を加算） 
 03 01・02 のいずれも加算していない 
９ 利用者負担上限額管理加算 01 加算している  
 （150 単位／回、月１回まで） 02 加算していない  
１０ 食事提供体制加算 01 加算している  
 （42 単位／日） 02 加算していない  

１１ その他の加算 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
加算名（                  ） （    ）単
位 

 
※それぞれの加算についての詳細は、下記のＵＲＬをご参照ください。 
  http://selp-shiga.net/filemgmt_data/files/kasanikou.pdf#search= 
 
 
 
 
  



 

 

○○○生活の過ごし方について○○○ （「生活時間の構成」調査票） 

 

Ⅰ．昨日の生活を思い浮かべた時に、以下のそれぞれの項目にどれくらい時間を使いましたか？（昨日が休日の場合は、一番ちかい平日を思い出してください）。1 日の過ごし方について下の表に、矢印（←→）と番号を使って書き入れてください。 

Ⅱ．そのうち、人とコミュニケーションをとって楽しんでいた時間を、       でぬりつぶしてください。 

 

【時間の過ごし方の種類】 

 

【例（午前中のみ）】 

 

 

【記入欄】 

① 睡眠 
② 身支度（着替え・洗顔・化粧） 
③ トイレ 
④ 入浴 
⑤ 食事 
⑥ 通勤・通学・通所のための時間 

⑦ 仕事（一般の就労） 
⑧ 学業 
⑨ 社会活動（政治や宗教活動） 
⑩ 家事 
⑪ 介護・看護 
⑫ 育児 

⑬ 買い物 
⑭ 移動 （通勤・通学を除く） 
⑮ テレビ・ラジオ・新聞・雑誌 
⑯ 休養・くつろぎ 
⑰ 病気のため仕方なく家で休んでいた 
⑱ 学習・研究 （学業以外の勉強） 
⑲ 趣味・娯楽 

⑳ スポーツ 
○21  ボランティア活動 
○22  交際・つきあい 
○23  受診・療養・入院 
○24  生活の相談・調整事や訪問支援 
○25  デイケアや作業所・就労支援事業所への通所 
○26  その他 

０
時  

１
時  

２
時  

３
時  

４
時  

５
時  

６
時  

７
時  

８
時  

９
時  

１
０
時  

１
１
時 

 

１
２
時                                                   

【
午
前
】 

                                                 

０
時  

１
時  

２
時  

３
時  

４
時  

５
時  

６
時  

７
時  

８
時  

９
時  

１
０
時  

１
１
時 

 

１
２
時                                                   

【
午
前
】 

                                                 

 
１
２
時  

１
３
時  

１
４
時  

１
５
時  

１
６
時  

１
７
時  

１
８
時  

１
９
時  

２
０
時  

２
１
時  

２
２
時  

２
３
時 

 

２
４
時                                                   

【
午
後
】 

                                                 

⑤ ① ③ ⑦ ⑥ 
過ごした行動の種類を選び、 

その長さ分⇔ではさんで書いてください 
⑤食事をしながら、⑮テレビを見ていた場合などは、 

自分にとって大切な方の番号を記入してください 

② 

人とコミュニケーションをして楽しんでいた 
時間を、塗りつぶしてください。趣味やスポー
ツ、仕事、食事、買い物など人と過ごしていて

楽しければ、記入して頂いて構いません。 
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調査協力機関臨床スタッフ 各位 

 

「精神科臨床スタッフの意識・態度に関する調査」へのご協力のお願い 
  
 

謹啓  時下，益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 
このたびは，厚生労働科学研究費補助金による研究プロジェクト“「地域生活中心」を推進する、地域精神科 

医療モデル作りとその効果検証に関する研究”の一部として，精神科臨床スタッフの支援における意識・態度の 
継続的な把握を目的とした自記式調査にご協力頂きたく，お願い申し上げる次第です。 
わが国における精神保健施策は，入院中心から地域生活中心への変革期にあり，精神科医療機関にも大きな役 

割・機能の変革が求められています。本プロジェクトはこれに応えるべく，アウトリーチ支援と就労支援を軸と 
する地域精神科医療モデルの構築・効果検証を進めていますが，モデルが機能するためにはスタッフの意識・態 
度も大きな役割を果たすと考えております。 
そこで，モデルに関わる方から関わっていない方まで幅広くご協力頂き，日常の実践における意識・態度を継 

続的に把握するアンケート調査を用いた研究を計画しました。つきましては，以下の＜調査について＞をお読み 
になり，本研究の趣旨へのご理解を賜り，ご協力頂けますようお願い申し上げます。 
 
ご協力頂けます場合は次ページ以降の質問に回答のうえ，回収用封筒に入れて担当者に提出して下さい。 
ご協力いただいた方には，後日，担当者より薄謝（QUO カード 1,000 円分）をお渡しいたします。 

 
謹白 

 
＜調査について＞ 

 
● 本調査の回答に正解や不正解はありません。皆さんが普段行っていること，感じていることを率直に 

お答えください。回答したくない質問がありましたら，飛ばして頂いても構いません。 
● この調査は無記名で行い，回答はコード化して統計的に処理しますので，結果の公表に際してあなた 

一人の回答を取り上げたり，あなたの回答が特定されることは一切ありません。 
● 調査結果は，研究目的以外では一切使用しません。 
● あなたの回答と ID 番号のみ研究者が把握します。回答を貴院の他の人が見ることはありません。 
● 調査へのご協力は任意です。ご協力頂けない場合でも，不利益を被ることは一切ありません。 
● ご不明な点がありましたら，下記までお問い合わせください。 

 

 

 
 

厚生労働科学研究費補助金 
「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究 

研究代表者：伊藤順一郎（国立精神・神経医療研究センター社会復帰研究部 部長） 
分担研究者：贄川 信幸（日本社会事業大学社会事業研究所 准教授） 

 
（問い合わせ先） 

〒187 – 8553  東京都小平市小川東町四丁目 1 番 1 号 
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所社会復帰研究部 

  電話番号 042-346-2168 （担当：種田綾乃） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ID:  

スタッフの支援態度（追跡調査）：調査票 
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Ⅰ．次の 1～19 が表す各支援行動に対して，あなたが日常実践の中で「A. どの程度行っているか（実施度）」，
および「B. それを行う自信がどの程度あるか（自信度）」について，右欄のもっとも当てはまると思う番号
1 つに○を付けて下さい。 

※各項目中の「本人」は，サービス利用者（患者）のことを表します。 
 

 
 
 

A. 実施度 B. 自信度 

ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い 

あ
ま
り
行
っ
て
い
な
い 

だ
い
た
い
行
っ
て
い
る 

行
っ
て
い
る 

全
く
自
信
が
な
い 

あ
ま
り
自
信
が
な
い 

ま
あ
ま
あ
自
信
が
あ
る 

自
信
が
あ
る 

1. 本人の病状が不安定になる可能性があるとあなたが感じた場合 
でも，本人の挑戦したいという気持ち（就職や恋愛など）に，まずは
肯定的なコメントを返す。 

0 1 2 3 0 1 2 3 

2. 本人の個人および環境の持つストレングス（長所・強み）を， 
本人との対話や行動のなかで一緒に見つける。 0 1 2 3 0 1 2 3 

3. 本人の個人および環境のもつストレングス（長所・強み）を活かし，
伸ばしていく方法を，本人との対話や行動のなかで一緒に考える。 0 1 2 3 0 1 2 3 

4. 目標設定や支援計画づくりは，本人と共に考え，本人が 
主体的に選択できるようサポートする。 0 1 2 3 0 1 2 3 

5. クライシス（危機的状況）時に，本人が自分で行うと良いこと， 
周囲の人にやってほしいことなどを，事前に本人と一緒に考える。 0 1 2 3 0 1 2 3 

6. アセスメント票や支援計画の作成は本人と一緒に行い，共有する
（本人もコピーをもっている等）。 0 1 2 3 0 1 2 3 

7. 支援者の個人的なことだと思われるような話題は，本人には一切話
さない。 0 1 2 3 0 1 2 3 

8. 病気や症状以外の本人の個性，価値観などについても積極的に 
焦点を当てて本人と会話をする。 0 1 2 3 0 1 2 3 

9. 本人が家族や友人・同僚など身近な人と，どのような関係である 
ことを望んでいるかを尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 

10. 目標設定や支援計画づくりのカンファレンス・話し合いは，本人が
参加して行う。 0 1 2 3 0 1 2 3 

11. 本人の希望を実現するために利用する資源は，障害者等のため
にあるサービスを優先して検討する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

12. アセスメント票や支援計画には，本人の言葉を積極的に活用する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

13. 本人の上手くいった経験も上手くいかなかった経験も，次の活動
を行う際に役立つ体験と捉え，本人がそれを活用しやすいように
対話を進める。 

0 1 2 3 0 1 2 3 

14. 支援計画は，支援活動の大部分が地域社会の中で（入院中の者
に対しては，すみやかに病院の敷地外で）行われるように作る。 0 1 2 3 0 1 2 3 

15. 支援にあたっては，本人が地域生活を送る上で望むことや 
やりたいこと，現在の課題などを尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 

16. アセスメント票と支援計画は，本人と一緒に定期的に見直し， 
更新する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

17. 障害の程度や病状の様子から，本人にはできないと判断される本
人の希望や願いは，あきらめるように説得する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

18. 他の職種と情報を共有し，自分の専門職種の枠にとらわれず 
支援する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

19. 本人に，支援者たちとの関わりの中でどんなことができると良いと
思うのかに焦点を当てて尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Ⅱ．精神の病気をお持ちの方のリカバリーについて、あなたのお考えをお聞かせください。 
次の各文を読んで、1-16 の質問に対して，あなたのお考えにもっとも近い右欄の番号 1 つに○を付けて下 
さい。 

 
 

リカバリーは、私たちが皆共有する、過程であり経験です。人は、愛する人の死や離婚、身体の障害 
や重い精神の病気などを経験した時に、リカバリーという課題にぶつかります。うまくいったリカバリー 
とは、その経験が起きたという事実や、その影響がまだあるという事実や、また、その人の人生が永遠に 
変わったという事実を変えることではありません。むしろ、その人が変化し、その人にとっての、それら 
の出来事の意味もまた変わるということを意味します。その出来事はもはや、その人の人生の一番中心的 
なことではないのです。(Anthony, 1993) 

 
  ま

っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

ど
ち
ら
で
も
な
い 

そ
う
思
う 

と
て
も
そ
う
思
う 

1. リカバリーの過程にある人は、ほかの人からのサポートが必要である 1 2 3 4 5 

2. 何が原因と考えているにせよ、精神の病気からのリカバリーは可能である 1 2 3 4 5 

3. 自分の精神の病気をよく理解することは、リカバリーに役立つ 1 2 3 4 5 

4. リカバリーには信念が必要である 1 2 3 4 5 

5. たとえ精神の病気の症状があったとしても、リカバリーは起こり得る 1 2 3 4 5 

6. リカバリーの過程にある人は、時には後戻りすることもある 1 2 3 4 5 

7. 精神の病気からのリカバリーのしかたは、人によって異なる 1 2 3 4 5 

8. 精神の病気からのリカバリーは、精神保健の専門職者の手助けがなくても起こ
り得る 1 2 3 4 5 

9. 重い精神の病気を持つ人は誰でも、リカバリーするために励むことができる 1 2 3 4 5 

10. 精神の病気からリカバリーするような人は、そもそも精神の病気と言うほどではな
かった 1 2 3 4 5 

11. リカバリーの過程には希望が必要である 1 2 3 4 5 

12. リカバリーとは、かつての状態に戻るということではない 1 2 3 4 5 

13. 精神の病気についての偏見は、リカバリーの進行を遅らせることがある 1 2 3 4 5 

14. 精神の病気のためにおきた結果からのリカバリーは、病気そのものからのリカ
バリーよりも難しいことがある 1 2 3 4 5 

15. 家族もまた、自分の大切な家族の精神の病気による影響からリカバリーする
ことを必要としている場合がある 1 2 3 4 5 

16. リカバリーには勇気が必要である 1 2 3 4 5 
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Ⅲ.次の質問で新しいタイプの治療や介入を用いることに対するあなたの気持をお聞きします。 
マニュアル化された治療や介入とは、マニュアルで要点をまとめられたり構造化されたあるいは事前に決め 
られた方法に従うことになっていたりする特定のガイドラインや構成要素を持つすべての介入を意味します。
1-15 の質問に対して，あなたのお考えにもっとも近い右欄の番号 1 つに○を付けて下さい。 

 
  全

く
当
て
は
ま
ら
な
い 

わ
ず
か
に
当
て
は
ま
る 

中
程
度
当
て
は
ま
る 

よ
く
当
て
は
ま
る 

非
常
に
よ
く
当
て
は
ま
る 

1. クライエントを援助するために新しいタイプの治療や介入を用いてみたい。 0 1 2 3 4 

2. 治療マニュアルに従わなくてはなかったとしても、新しいタイプの治療や介入を 
試みようと思う。 0 1 2 3 4 

3. クライエントへの対処法について、私は研究者よりもよく知っている。 0 1 2 3 4 

4. 研究者が開発した新しくかつ異なるタイプの治療や介入を用いよと思う。 0 1 2 3 4 

5. 研究に基づいた治療や介入は、臨床的に用をなさない。 0 1 2 3 4 

6. 臨床経験は、マニュアル化された治療や介入を用いることより重要である。 0 1 2 3 4 

7. 私はマニュアル化された治療や介入を用いるつもりはない。 0 1 2 3 4 

8. たとえ、従来使用してきたものとかなり異なっていたとしても、新しい治療や 
介入を試みようと思う。 0 1 2 3 4 

 
  あなたが初めての治療や介入の訓練を受けた場合，その治療や介入を利用する可能性について，あなたのお考えにつ

いてお聞きします．9-15 の質問に対して，あなたのお考えにもっとも近い右欄の番号 1 つに○を付けて下さい。 
 

 

全
く
当
て
は
ま
ら
な
い 

わ
ず
か
に
当
て
は
ま
る 

中
程
度
当
て
は
ま
る 

よ
く
当
て
は
ま
る 

非
常
に
よ
く
当
て
は
ま
る 

9. その治療や介入が直観的に魅力だと感じた場合。 0 1 2 3 4 

10. その治療や介入が 「理にかなっている」 と思った場合。 0 1 2 3 4 

11. その治療や介入を上司から命じられた場合。 0 1 2 3 4 

12. その治療や介入を組織から命じられた場合。 0 1 2 3 4 

13. その治療や介入を行政機関から命じられた場合。 0 1 2 3 4 

14. その治療や介入を用いた同僚が満足していた場合。 0 1 2 3 4 

15. その治療や介入を正しく用いるための訓練を十分に受けたと感じた場合。 0 1 2 3 4 
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Ⅳ．精神の病気をお持ちの方についてのあなたの考えをお聞ききします。 
以下の 1-19 の質問に対して，あなたのお考えにもっとも近い右欄の番号 1 つに○を付けて下さい。 

 

  ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

大
い
に
そ
う
思
う 

1. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、結婚し家庭生活を営むことができると思う 0 1 2 3 

2. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、人生上の様々な決断（治療についてや職業・
結婚・道路といった）について考えたり、決定したりする力をもっていると思う 

0 1 2 3 

3. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、自らの人生の責任を負うことができると思う 0 1 2 3 

4. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、自己の疾患について理解する力をもっていると
思う 

0 1 2 3 

5. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、失敗を乗り越えることができると思う 0 1 2 3 

6. 私は、精神障がいをもつ人の多くは、子供をもち．育てることができると思う 0 1 2 3 

7. 私は精神障がいをもつ多くの人は、同じ障がいをもつ人達の相談相手や支援者にな
ることができると思う 

0 1 2 3 

8. 私は、精神障がいをもつ人であっても、能力があればどの様な職業につくことも可能
だと思う 

0 1 2 3 

9. 私は、精神障がいをもつ多くの人は、十分な治療や環境鯛整によって回復することは
可能だと思う 

0 1 2 3 

10. 私は、精神障がいをもつ多くの人は、平均的市民と同程度に信頼をおけると思う 0 1 2 3 

11. 私は、精神障がいをもつ人の隣に住んでもかまわない 0 1 2 3 

12. 私は、精神障がいをもつ人の施設が自分の住居の近隣にできてもかまわない 0 1 2 3 

13. 私は、機会があれば精神障がいをもつ人と親しい友人になるかもしれない 0 1 2 3 

14. 私は、精神障がいをもつ人と一緒に働いても良い 0 1 2 3 

15. 私が、未婚であれば精神障がいをもつ人と、恋愛をすることがあるかもしれない 0 1 2 3 

16. 私は、精神障がいをもつ人自身がやりたいと思うことへの挑戦を支持するようにして
いる 

0 1 2 3 

17. 私は精神障がいをもつ人と一緒に活動したり、行動することが多い 0 1 2 3 

18. 私は、精神障がいをもつ人に，その人自身の状況や援助についてきちんと脱明す
るようにしている 

0 1 2 3 

19. 私は、精神障がいをもつ人に自分のことも率直に話している 0 1 2 3 
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◆以下の質問を読み、あなたの考えにもっとも当てはまるもの番号 1 つに○をつけてください。 

 
  そ

う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
思
わ
な
い 

あ
る
程
度
そ
う
思
う 

そ
う
思
う 

1. 統合失調症で入院していたことのある人とは、付き合わないのが一番である 0 1 2 3 

2. 統合失調症を患ったことのある人の近所で暮らすことになったら，それは私にとって苦
になるだろう． 

0 1 2 3 

3. 統合失調症を患ったことのある教師は，学校で教えることを許可されるべきではない． 0 1 2 3 

4. 私は統合失調症を患ったことのある人が運転するタクシーには乗りたくない． 0 1 2 3 

5. もし，統合失調症を患ったことのある男性と自分の娘が結婚したいと言ったならば，娘
がどうであれ私は結婚に反対するだろう． 

0 1 2 3 

 
◆この１年間（勤務年数が１年に満たない方は、仕事に就いてから今まで）において、精神障がいをお持ちの方や、

その支援にかんして、あなたの考え方や気持ちに変化はありましたか？ ご自由にお書きください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ．あなたの仕事、職場の現状についてお答えください。 
以下の質問について、右欄の４段階で評定し、当てはまるもの番号 1 つに○をつけてください。 

 
 

全
く
そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

大
い
に
そ
う
思
う 

1. この職場では、安心して自分の限界（私の苦手な領域の能力等）について他の人に知って
もらえる 0 1 2 3 

2. この職場では、安心して他の人に助けてもらえる 0 1 2 3 

3. この職場では、安心して自分自身の成功や能力について他の人と分かち合える 0 1 2 3 

4. この職場では、私自身の仕事に対する情熱を自由に他の人分かち合える 0 1 2 3 

5. この職場では、自分の喜びや、感動などを他の人と分かち合える  0 1 2 3 

6. この職場では、安心して面倒な感情（傷つきや喪失感や不安）を他の人と分かち合える 0 1 2 3 
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7. この職場では、安心して、困難や失敗などを他の人に話せる 0 1 2 3 

8. この職場では、自分の気持ちを素直に表すことができる 0 1 2 3 

9. この職場では、担当する患者や対象者への治療や援助について問題に直面したとき必要
な支援を受けられる 0 1 2 3 

10. この職場では、知識や経験、自分自身を広げることができる 0 1 2 3 

11. この職場では、素直にものがいえる 0 1 2 3 

12. この職場では、自分の働きによって、自信を得ている 0 1 2 3 

13. この職場の経営者は、安心して、職員と情報を分かち合う 0 1 2 3 

14. この職場では、いつも派閥が生まれる 0 1 2 3 

15. この職場では、己を抑え他の職員と協調していくことが何より求められる 0 1 2 3 

16. この職場では、他の人の行動が、よく噂になる 0 1 2 3 

17. この職場では、会議の後、いつも噂話風に他の人の否定的なことを言う  0 1 2 3 

18. この職場では、荒立てないことが何より重要とされる 0 1 2 3 

19. この職場では、他の人と異なったことをすると浮いてしまう 0 1 2 3 

20. この職場では、スタッフ間の葛藤によって患者や対象者の治療や援助が混乱することがある 0 1 2 3 

21. この職場では、自分の専門性とチームの方針との両立が難しい 0 1 2 3 

22. この職場では、必要以上に他の人の目を気にしなくてよい 0 1 2 3 

23. この職場では、かなりマイペースでいられる 0 1 2 3 

24. この職場では、自分の責任課題については、自分なりのやり方で行うことができる 0 1 2 3 

25. この職場では、窮屈な感じがしない 0 1 2 3 

26. この職場では、他の人の顔色を伺わなくてよい 0 1 2 3 

27. この職場では、職員同士に高い尊敬の念がある 0 1 2 3 

28. この職場では、職員は“縄張り”や“担当部署”を維持することよりも、互いに支えあう大き
な集団としてお互いを考えている 0 1 2 3 

29. この職場では、個々人の違いを大目に見る 0 1 2 3 

30. この職場では、違いや対立を隠さずオープンに扱われる 0 1 2 3 

31. この職場では、各人の個性を自由にのびのびと、発揮することができる 0 1 2 3 

32. この職場での自分の業務量は多いと感じる 0 1 2 3 

33. この職場では、いくつかの役割を同時にこなさなければならない 0 1 2 3 
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この１年間（勤務年数が１年に満たない方は、仕事に就いてから今まで）を目安として、以下のようなことを思ったり、 
感じたりすることがどれくらいの頻度でありましたか。右欄の当てはまる頻度の数字 1 つに○をつけてください。 

 
  

全
く
な
い 

ま
れ
に
（
年
２
～
３
回
） 

た
ま
に
（
月
１
回
） 

と
き
ど
き
（
月
２
～
３
回
） 

し
ば
し
ば
（
週
１
回
） 

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
（
週
２
～
３
回
） 

い
つ
も
（
毎
日
） 

1. 仕事で心身ともにがっくり疲れたと感じることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

2. 一日の仕事が終わると疲れはててぐったりすることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

3. 朝起きた時また仕事に行かなければならないかと思うと疲れを感じることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

4. 一日中働くことは本当にストレスであると思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

5. 職場でおきる問題をうまく解決していると思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

6. 仕事で精力を使い切ってしまったと感じることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

7. 自分は職場で役に立っていると思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

8.この仕事を始めてから以前のように仕事に興味がもてなくなったと思うことが・・・  0 1 2 3 4 5 6 

9. 仕事に対して熱意がもてなくなったと思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

10. 自分は仕事ができると思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

11. 仕事で何かをやりとげ気分がうきうきすることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

12. この仕事の中でやりがいのあることをたくさんしてきたと思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

13. 仕事のことでいろいろとわずらわされたくないと思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

14.自分がしている仕事は何かの役に立っているかということはどうでもよいと思うことが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

15. 自分がしている仕事の意味や大切さがわからなくなることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

16. 仕事をうまくやれる自信を感じることが・・・ 0 1 2 3 4 5 6 

 
Ⅵ． この１年間にあなたが受けた研修をお書きください（箇条書きで具体的に列挙してください）。 
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Ⅵ．最後にあなた自身のことについて，お伺いいたします． 
    
1) 基 礎 情 報  

職種 
（1 つに○） 

1) 医師 
2) 看護師・准看護師 
3) 臨床心理技術士 

4) 精神保健福祉士 
5) 作業療法士 
6) 薬剤師 

7) その他 
 （        ） 
 

現在の職種の経験年数           年       ヶ月 

精神科領域の経験年数           年       ヶ月 

現在の所属 
（主なもの 1 つに○） 

1) デイケア 
2) 訪問看護 
3) 外来 

4) 在宅支援室 

5) 社会復帰・リハビリテーション部門 
6) 医局 
7) 急性期病棟 
8) 慢性期・療養病棟 

9) 地域活動支援センター 
10) 就労移行・継続支援事業所 
11) その他 
 （                 ） 

担当受け持ちの有無 

1) あり 
  → ありの場合，右欄の附問

にお答え下さい。 
2) なし 

附問）当該支援に関わる頻度として１つに○を 
付けて下さい。 

a) 専属（ほぼ毎日）   
b) 業務の一部分（だいたい 50%以上） 
c) 業務の一部分（だいたい 50%未満） 

勤務形態 1) 常勤 2) 非常勤・パート  

あなたの年齢           歳 

あなたの性別 1) 男性 2）女性 

あなたの最終学歴 1) 高 校 卒 業  2) 専 門 学 校 卒 業  3) 大 学 卒 業  4) 大 学 院 卒 業  5) そ の 他
（        ） 

 
 

2) 次の援助技法について、これまでにあなたが臨床で関わったご経験があるかどうか、あてはまるものに○を
つけ、ご経験がある場合にはおおよその経験年数をご記入ください。 

援助技法 経験の有無 経験年数 

包括型地域生活支援プログラム（ACT） あり  なし    年     ヶ月 

その他のアウトリーチ支援（訪問看護等） あり  なし    年     ヶ月 

個別就労支援（IPS） あり  なし    年     ヶ月 

その他の就労支援 あり  なし    年     ヶ月 

認知機能リハビリテーション あり  なし    年     ヶ月 

認知行動療法 あり  なし    年     ヶ月 

本人に対する心理教育プログラム あり  なし    年     ヶ月 

家族に対する心理教育プログラム あり  なし    年     ヶ月 

社会生活技能訓練（ＳＳＴ） あり  なし    年     ヶ月 

ケアマネジメント あり  なし    年     ヶ月 
 

★★★ご協力ありがとうございました★★★  
最後に書き漏れがないかご確認いただき，回収用封筒に入れて担当者に提出して下さい
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研究
けんきゅう

に参加されている皆さま  

 

スタッフの支援
し え ん

に対
たい

するアンケートへのご 協 力
きょうりょく

のお願
ねが

い 

 

私たちは，精神障害をもっていても，皆さんが希望する地域での生活を実現
じつげん

できるようにする

“「地域
ちいき

生活
せいかつ

中心
ちゅうしん

」を推進
すいしん

する、地域
ちいき

精神科
せいしんか

医療
いりょう

モデル”の研究をおこなっています。この研究 

の一部で，皆さんに関わるスタッフの支援のあり方も考えています。 

そこで皆さんから，ふだんスタッフがあなたにどのように支援を行っていると思うかをアンケー 

トで教えて頂き，皆さんにとって良い支援を考えていきたいと思います。 

下の説明を読み，ぜひアンケートにご協力をお願いします。ご協力いただける場合，アンケート 

に答えた後は，一緒にお渡しする封筒に入れて封をして，担当スタッフに渡して下
くだ

さい。 
 

＜調査について＞ 

 
● アンケートの答えに正解や不正解はありません。スタッフがどのように支援をしていると思 

うか，あなたが感じていることを率直にお答えください。 
● 回答したくない質問がありましたら，その質問は飛ばしても構いません。 
● アンケートにはあなたの名前は書きません。あなたを担当しているスタッフは，あなたがど 

のように答
こた

えたのかを知
し

ることができません。 

● あなたが一人で答
こた

えることが難
むずか

しい場合
ばあい

，スタッフが答
こた

える手伝
てつだ

いをします。 

手伝
てつだ

うスタッフは，普段
ふだん

あなたに支援
しえん

を行
おこな

うスタッフとは別
べつ

の人が行
おこな

います。 
● アンケートの答えは，他の方の答えと合わせて全体的に分析します。あなた一人だけの答え 

を取り上げることは一切ありません。 
● アンケートは，この研究の目的以外では一切使用しません。 
● アンケートを断っても，あなたが不利になることは一切ありません。 
● ご不明な点がありましたら，下の連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
かがく

研究費
けんきゅうひ

補助
ほじょ

金
きん

 

「地域
ちいき

生活
せいかつ

中心
ちゅうしん

」を推進
すいしん

する、地域
ちいき

精神科
せいしんか

医療
いりょう

モデルづくりとその効果
こうか

検証
けんしょう

に関
かん

する研究
けんきゅう

 

研究代表者：伊藤
いとう

順
じゅん

一郎
いちろう

（国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

医療
いりょう

研究
けんきゅう

センター社会
しゃかい

復帰
ふっき

研究部
けんきゅうぶ

 部長
ぶちょう

） 

（お問い合わせ先） 

〒187 – 8553  東京都
とうきょうと

小平市
こだいらし

小川東
おがわひがし

町
まち

四丁目1番1号 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

医療
いりょう

研究
けんきゅう

センター 精神
せいしん

保健
ほけん

研究所
けんきゅうしょ

 社会
しゃかい

復帰
ふっき

研究部
けんきゅうぶ

 

     電話番号 042-346-2168 （担当：種田
たねだ

綾乃
あやの

） 

ストレングス志向の支援態度（利用者評価）：調査票 
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● 下の 1～10 の文を読んで，あなたを担当
たんとう

するスタッフが，文に書いてあるようなことを普段
ふ だ ん

あ 

なたに，どのくらいしていると思いますか？ 

それぞれについて，「0：そう思
おも

わない」から「3：そう思
おも

う」までのなかで，もっとも近
ちか

いと 

思うものの番号に○を付けて下さい。 
 

 そ
う
思
わ
な
い 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

や
や
そ
う
思
う 

そ
う
思
う 

1. スタッフは，あなたがやってみたいと言ったことに「いいね」と 
言ってくれる。 

0 1 2 3 

2．スタッフは，あなたのストレングスを活かし
い   

伸ばして
の   

いく方法
ほうほう

を， 

一緒
いっしょ

に何かをしながら考えてくれる。 
0 1 2 3 

3. スタッフはあなたがやりたいことや支援
し え ん

計画
けいかく

を一緒
いっしょ

に考え， 

あなた自身
じ し ん

が決められる
き    

ようにサポートしてくれる。 
0 1 2 3 

4. スタッフは，あなたの調子
ちょうし

が悪い
わる  

時に，あなた自身が何を行えば 

よいか，周り
まわ  

の人に何をしてほしいかを一緒
いっしょ

に考えてくれる。 
0 1 2 3 

5. スタッフは，スタッフ自身についての話はまったくしない。 0 1 2 3 

6. スタッフは，あなた自身の個性
こ せ い

をしっかり見て話をしてくれる。 0 1 2 3 

7. スタッフは，障害者
しょうがいしゃ

だけが利用
り よ う

する福祉
ふ く し

サービス以外も 

紹介
しょうかい

してくれ，あなたが選べる
えら    

ようになっている。 
0 1 2 3 

8. スタッフは，あなたがうまくできたことや，出来なかったことを 

聞いてくれて，それを次に生
い

かせるように話を進めてくれる。 
0 1 2 3 

9. あなたの支援
し え ん

の大部分は、病
びょう

院外
いんがい

や施設外
しせつがい

で行われる。 0 1 2 3 

10. スタッフは，障害
しょうがい

の程度
て い ど

や病気
びょうき

の状態
じょうたい

から、あなたがやりたいと 

思っていることをやめるように言う。 
0 1 2 3 

 

※「ストレングス」とは（2 問目） 

あなたや，あなたのまわりの環境
かんきょう

がもつ“強さ”のことを表します。たとえば・・・ 

- あなたの性格や才能（長所，良い点など），あなたが何かに関心を持っていることなどはあな 

たの強さです。 

- 相談できる仲間がいること，通える喫茶店
きっさてん

や趣味
し ゅ み

のお店があるなど，あなたが地域で生活して 

いくうえで利用できる，あなたの周りにある人，もの，機会
き か い

は，環境
かんきょう

の強さです。 
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● 次の 1～19 が表す各支援行動に対して，あなたが日常実践の中で「A. どの程度行っているか（実施度）」，および「B. 
それを行う自信がどの程度あるか（自信度）」について，右欄のもっとも当てはまると思う番号 1 つに○を付けて下さい。 
※ 各項目中の「本人」は，サービス利用者（患者）のことを表します。 
 

 A. 実施度 B. 自信度 

ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い 

あ
ま
り
行
っ
て
い
な
い 

だ
い
た
い
行
っ
て
い
る 

行
っ
て
い
る 

全
く
自
信
が
な
い 

あ
ま
り
自
信
が
な
い 

ま
あ
ま
あ
自
信
が
あ
る 

自
信
が
あ
る 

1. 本人の病状が不安定になる可能性があるとあなたが感じた場合 
でも，本人の挑戦したいという気持ち（就職や恋愛など）に，まずは肯
定的なコメントを返す。 

0 1 2 3 0 1 2 3 

2. 本人の個人および環境の持つストレングス（長所・強み）を， 
本人との対話や行動のなかで一緒に見つける。 0 1 2 3 0 1 2 3 

3. 本人の個人および環境のもつストレングス（長所・強み）を活かし，伸
ばしていく方法を，本人との対話や行動のなかで一緒に考える。 0 1 2 3 0 1 2 3 

4. 目標設定や支援計画づくりは，本人と共に考え，本人が 
主体的に選択できるようサポートする。 0 1 2 3 0 1 2 3 

5. クライシス（危機的状況）時に，本人が自分で行うと良いこと， 
周囲の人にやってほしいことなどを，事前に本人と一緒に考える。 0 1 2 3 0 1 2 3 

6. アセスメント票や支援計画の作成は本人と一緒に行い，共有する（本
人もコピーをもっている等）。 0 1 2 3 0 1 2 3 

7. 支援者の個人的なことだと思われるような話題は，本人には一切話さ
ない。 0 1 2 3 0 1 2 3 

8. 病気や症状以外の本人の個性，価値観などについても積極的に 
焦点を当てて本人と会話をする。 0 1 2 3 0 1 2 3 

9. 本人が家族や友人・同僚など身近な人と，どのような関係である 
ことを望んでいるかを尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 

10. 目標設定や支援計画づくりのカンファレンス・話し合いは，本人が参
加して行う。 0 1 2 3 0 1 2 3 

11. 本人の希望を実現するために利用する資源は，障害者等のために
あるサービスを優先して検討する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

12. アセスメント票や支援計画には，本人の言葉を積極的に活用する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

13. 本人の上手くいった経験も上手くいかなかった経験も，次の活動を
行う際に役立つ体験と捉え，本人がそれを活用しやすいように対話
を進める。 

0 1 2 3 0 1 2 3 

14. 支援計画は，支援活動の大部分が地域社会の中で（入院中の者に
対しては，すみやかに病院の敷地外で）行われるように作る。 0 1 2 3 0 1 2 3 

15. 支援にあたっては，本人が地域生活を送る上で望むことや 
やりたいこと，現在の課題などを尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 

16. アセスメント票と支援計画は，本人と一緒に定期的に見直し， 
更新する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

17. 障害の程度や病状の様子から，本人にはできないと判断される本人
の希望や願いは，あきらめるように説得する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

18. 他の職種と情報を共有し，自分の専門職種の枠にとらわれず 
支援する。 0 1 2 3 0 1 2 3 

19. 本人に，支援者たちとの関わりの中でどんなことができると良いと思う
のかに焦点を当てて尋ねる。 0 1 2 3 0 1 2 3 

 
 
  

ストレングス志向の支援態度（スタッフ自己評価）：調査票 
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．

H
24

年
4月

以
降

に
登

録
さ

れ
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職

中
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精
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障
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い
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】最
初
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の
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性
、

支
援

内
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お
よ

び
転
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丙
時

点
支
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無

登
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㉖
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機 関 内 で の 面 接

地 域 で の 見 学 ・ 面 接

自 機 関 で の 評 価

他 機 関 で の 評 価 【 機 関 名 】

自 機 関 で の 訓 練
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非
所

持

ⅰ
統

合
失

調
症

ⅱ
双

極
性

障
害

（そ
う

う
つ

病
）

ⅲ
大

う
つ

病

ⅳ
パ

ー
ソ

ナ
リ

テ
ィ

障

害 （人
格

障
害

）

Ⅴ
そ

の
他

重
度 ・

や
や

重
度

・
中

等
度

・
や

や
軽

度
・ 軽
度

ⅰ
 特

に
無

（自
分

で
探

し
て

来
所

）

ⅱ
 就

労
移

行
支

援

　
  
事

業
所

ⅲ
 就

労
継

続
支

援

　
  
B

型

ⅳ
 地

域
活

動
支

援

　
  
セ

ン
タ

ー

ⅴ
 医

療
機

関

ⅵ
 保

健
所

ⅶ
 そ

の
他

甲
時

点
乙

時
点

任
意

の
ID

登
録

日

障
害

種
別

判
断

の
根

拠
手

帳
の

等
級

診
断

（
※

1
）

機
能

の
程

度
（

※
2
）

紹
介

元

【支
援

の
ウ

エ
イ

ト
（※

3）
㉒

】　
下

記
の

支
援

に
つ

い
て

ウ
エ

イ
ト

の
高

か
っ

た
順

に
順

位
を

つ
け

，
数

字
を

記
入

「
求

職
に

関
わ

る
支

援
」

実
施

の
基

準
（

※
6
）

【支
援

の
転

帰
（※

8）
㉖

】
下

記
の

う
ち

，
登

録
後

1年
間

の
間

に
就

労
し

た
職

場
も

し
くは

利
用

し
た

サ
ー

ビ
ス

形
態

全
て

の
回

数
と

合
計

日
数

を
記

入

関
係

づ
く

り
・

ア
セ

ス
メ

ン
ト

就
労

前
訓

練
生

活
支

援
医

療
と

関
わ

り
の

あ
る

支
援

求
職

に
関

わ
る

支
援

2か
月

以
上

対
面

に
よ

る
コ

ン
タ

ク
ト

が
な

か
っ

た
場

合
「

支
援

中
断

」
有

に
○

求
人

種
別

労
働

も
し

く
は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
支

援
形

態

下
記

の
う

ち
，

該
当

す
る

選
択

肢
1つ

に
○

下
記

ⅰ
～

ⅶ
は

左
記

「支
援

の
転

帰
」

の
選

択
肢

番
号

に
対

応

㉒
-1

㉒
-2

㉒
-3

㉒
-4

㉒
-5

㉒
-6

㉒
-5

の
支

援
が

4位
以

下
（

3
位

ま
で

に
入

ら
な

か
っ

た
）

の
場

合
，

も
っ

と
も

該
当

す
る

選
択

肢
１

つ
に

○

一
般

求
人

で
の

就
労

障
が

い
者

求
人

で
の

就
労

（
1週

間
の

労
働

時
間

に
関

わ
ら

ず
障

が
い

者
求

人
枠

の
就

労
は

下
記

の
ど

ち
ら

か
を

選
択

）

過
渡

的
就

労
支

援
機

関
外

訓
練

そ
の

他
（下

記
に

具
体

的
に

記
入

）
下

記
の

う
ち

も
っ
と

も
該

当
す

る
選
択

肢

1
つ

に
○

所
持
し

て
い
る

場
合
に

は
該
当

す
る

等
級
に

○
、
所

持
し
て

い
な
い

場
合
は

非
所

持
に
○

下
記

の
う
ち

も
っ
と

も
該
当
す

る
選

択
肢

1
つ

に
○

担
当
者
の

振
り
返
り

に
基
づ
き

5段
階

評
価

下
記
の
う
ち

も
っ

と
も
該

当
す
る

選
択

肢
1
つ

に
○

勤
務

時
間

週
20

h
以

上

【支
援

の
内

容
㉓

】　
上

記
㉒

-1
か

ら
㉒

-6
ま
で
の

支
援

の
中

で
下

記
の

う
ち
、
実

際
に
実

施
し
た
支

援
に
✓

ⅰ
 
病

識
　

ⅱ
 
意

欲

ⅲ
 
病

状

ⅳ
 
服

薬
・

通
院

ⅴ
 
不

規
則

生
活

ⅵ
 
住

居
・

家
族

ⅶ
 
通

勤
・

通
所

ⅷ
 
主

治
医

・
家

族

ⅸ
 
評

価
　

ⅹ
 訓

練

x
i
 
作

業
能

力

x
i
i
 
社

会
性

x
i
i
i
 そ

の
他

有
・

無

勤
務

時
間

週
20

h
未

満

健
常

者
と

同
じ

職
場

特
例

子
会

社
・

就
労

継
続

支
援

A
型

（
雇

用
契

約
有

）

ト
ラ

イ
ア

ル
雇

用
・

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
雇

用

委
託

訓
練

・
実

習
・

社
会

適
応

訓
練

他

ⅰ
 特

に
無

（自
分

で
探

し
て

来
所

）

ⅱ
 就

労
移

行
支

援

　
  
事

業
所

ⅲ
 就

労
継

続
支

援

　
  
B

型

ⅳ
 地

域
活

動
支

援

　
  
セ

ン
タ

ー

ⅴ
 医

療
機

関

ⅵ
 保

健
所

ⅶ
 そ

の
他

２
４
年

　
　

　
月

　
　

　
日

ⅰ
手

帳
の

 所
持

ⅱ
医

療
機

関
か

ら
の

情
報

ⅲ
そ

の
他

１
級 ・ 2級 ・ 3級 ・

非
所

持

ⅰ
統

合
失

調
症

ⅱ
双

極
性

障
害

（そ
う

う
つ

病
）

ⅲ
大

う
つ

病

ⅳ
パ

ー
ソ

ナ
リ

テ
ィ

障

害 （人
格

障
害

）

Ⅴ
そ

の
他

重
度 ・

や
や

重
度

・
中

等
度

・
や

や
軽

度
・ 軽
度
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最初に下記にご記入をお願いいたします。 
 
 
 
 
 

 
 
Ⅰ．記入される方について伺います。 （該当する選択肢に○、もしくは数字をご記入ください） 

① 性別 1.男性 2.女性 ②年齢     歳 

 
Ⅱ．事業所について伺います。  
③ 所属する法人の形態 

1. 社会福祉法人 2. NPO 3. 医療法人 4. 財団法人 

5. その他（具体的な資格名：                                    ） 

④ 所属する法人が実施している他の事業の有無 
 

1. 無 （次項にお進みください） 2. 有 （④-1 にご回答の上，次項にお進みください） 

④－１ 事業内容（複数回答可） 
1. 就労移行支援事業 2.就労継続支援 A 型 3.就労継続支援 B 型 

4.ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム 5.医療機関 6. 障害者委託訓練事業 

7. その他（具体的な事業内容：                        ） 

 
⑤ 障害者就業・生活支援センターを開始した時期 

      年      月 

⑥ 第１号職場適応援助者（ジョブコーチ：以下 JC）助成金認定の有無 
1. 無 2. 有 

⑦ H24 年 4 月時点の貴事業所の担当する圏域の人口規模 
     約        万人 

⑧-1 H24 年 4 月～H25 年 3 月の新規登録者数     ⑧-2 H25 年 3 月時点の全登録者数 
         名          名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所名：  

ご住所およびご連絡先：（ご住所）            （ご連絡可能電話番号）        

ご記入者名：          様 ご連絡可能 Email：               

 



 

 

 ⑧
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。
・「
・１人の利用者さんが
トしてください。（
・d.
を利用した場合のみカウントしてください。
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 
記入ください）
 
 
※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

⑧-1（H24
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。
・「a 求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
・１人の利用者さんが
トしてください。（

d.過渡的就労には実習，委託訓練，社会適応訓練は
を利用した場合のみカウントしてください。

1. 身体障がいのみ

2. 知的障がいのみ

3. 精神障がいのみ

4. 発達障がいのみ

 身体と知的の合併

6. 身体と精神の合併

 身体と発達の合併

 知的と精神の合併

 知的と発達の合併

10.精神の発達の

11. その他（具体的にご
記入ください） 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

4 年 4 月～H2
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
・１人の利用者さんが b,c,d
トしてください。（１人の利用者

過渡的就労には実習，委託訓練，社会適応訓練は
を利用した場合のみカウントしてください。

a. 
新規登録者数

身体障がいのみ  

知的障がいのみ  

精神障がいのみ  

発達障がいのみ  

身体と知的の合併  

身体と精神の合併  

身体と発達の合併  

知的と精神の合併  

知的と発達の合併  

発達の合併  

その他（具体的にご
 

 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

H25 年 3 月の新規登録者）の障がいの内訳と就労の転帰
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
b,c,d のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

１人の利用者さん
過渡的就労には実習，委託訓練，社会適応訓練は

を利用した場合のみカウントしてください。
a. 求職中の 
新規登録者数 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。
 
 
 

の新規登録者）の障がいの内訳と就労の転帰
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

さんを複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。
過渡的就労には実習，委託訓練，社会適応訓練は

を利用した場合のみカウントしてください。 
 

 
b. 一般求人による
就労 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。
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の新規登録者）の障がいの内訳と就労の転帰
・それぞれの欄に該当する人数をご記入ください。 

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

を複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。
過渡的就労には実習，委託訓練，社会適応訓練は含みません

一般求人による
 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

ご面倒と存じますが
ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。

 

の新規登録者）の障がいの内訳と就労の転帰

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

を複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。
含みません。トライアル雇用もしくはステップアップ雇用

一般求人による c. 障害者求人による
就労 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。

 
ご面倒と存じますが

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。

の新規登録者）の障がいの内訳と就労の転帰（H25

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

を複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。
。トライアル雇用もしくはステップアップ雇用

障害者求人による

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是
非、みなさまのご協力で支援の現状を発信して参りたいと考えております。 

 
ご面倒と存じますが

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。

H25 年 7

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

を複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。
。トライアル雇用もしくはステップアップ雇用

障害者求人による d. 過渡的就労
（トライアル雇用もしくは
ステップアップ雇用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是

ご面倒と存じますが 
ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。

7 月末時点）

求職中の新規登録者数」には，既に仕事がありジョブコーチ等の利用を目的として登録した人は含みません
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン

を複数の項目にダブルカウントしないようお願いいたします。） 
。トライアル雇用もしくはステップアップ雇用

過渡的就労 
（トライアル雇用もしくは
ステップアップ雇用）

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な
どで調査が実施されてきましたが、障害を合併した方を視野に入れた調査は初めてだと思われます。 
これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。

月末時点） 

含みません。 
のうち，複数の項目に該当される場合には，一番就労期間の長かったものにカウン 

。トライアル雇用もしくはステップアップ雇用 

（トライアル雇用もしくは 
ステップアップ雇用） 

※これまでにも障害種別ごとの就職者数については、厚生労働省やハローワーク、それぞれの障害ごとの家族会な

これらの方々への対応は、地域で支援を展開されているみなさまにとっては喫緊の課題ではないかと思います。是

ご記入漏れの無いよう、何卒お願い申し上げます。 
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⑩スタッフの人数および属性 ※ご記入者様を含む全てのスタッフの方についてご回答ください 

任意の 
スタッフ ID 

⑩-1 
性別 

⑩-2 
年齢 

⑩-3 
勤務形態 1) 

⑩-4 
1 週間の 

勤務時間 2) 

就労支援経験年数 

⑩-7 
資格の有無と資格名 5) 

⑩-8 
JC 資格 

の有無 
⑩-5 
3障害 3) 

⑩-6 
精神障害 4) 

例）A 
男性/女性 

３４歳 常勤/非常勤 ３０H（育休中） ０年 ３年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：看護師） 無/有 

（ご記入者様） 

男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

 
男性/女性 歳 常勤/非常勤 時間 年 年 無/有（有の場合：a・b・c・d・e：      ） 無/有 

１）常勤：通常勤務中は 1週間の勤務時間が 40 時間以上の方（時短勤務中はこの限りではありません） 
非常勤：1週間の勤務時間が 40 時間未満の方 

２）常勤の方は通常勤務中の方であれば「40 時間」，育休など時短勤務中の方は勤務している１週間の平均的な勤務
時間，非常勤の方は事業所と契約している勤務時間を記入 

３）３障害すべてを対象とした就労支援に携わったすべての経験年数の合計 
４）精神障害がある方の就労支援にはじめて携わって以降の経験年数の合計 
５）選択肢：a精神保健福祉士，b 社会福祉士，c 第 1 号職場適応援助者，d 作業療法士，e その他（具体的な資格名） 
※Ⅱ－⑥で「有」と回答されている場合，第１号 JC 資格をもつ方について必ずその旨ご記入ください。 
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Ⅲ．貴センターの精神障がいのある方に対する支援について伺います 

以降の質問では支援の流れのうち，「登録」部分，就業・生活支援センターが実施する求職期に必要なさまざ 

まな支援のうち「求職活動への支援」部分と「医療に関する支援」部分について伺います。 

就労に至るまでの支援の流れは個別性が高いものと思いますが，貴センターにおいて比較的良く見られる支援 

の流れを想定してご回答ください。 

⑪ 精神障がいを持つ方が登録を希望する際の受け入れ項目の有無 
1. 無 （次項にお進みください） 2. 有 （⑪-1、⑪-2 にご回答の上，次項にお進みください） 

 
 
 

⑪－１ 受け入れ項目ついて，下記のうち重要度の高いものから３つに○ 
1. 病識がある、もしくは一定程度障がいの受容が進んでいること 
2. 本人に就労の意欲があること   3. 病状が安定していること 
4. 通院や服薬が安定していること，もしくはこれらに対する訪問看護などの支援があること 
5. 生活リズムが整っていること   6. 住居や家族関係など生活状況が安定していること 

7. 何らかの交通手段（徒歩、自転車、自家用車、公共交通機関等）を利用し通所・通勤が可能なこと 

8. 就労について主治医が賛成していること 9. 就労について家族が賛成していること 

10. デイケアや就労継続Ｂ型など就労準備のための機関で通所実績があること 
（具体的な通所期間の目安があれば記入：                   ） 
11. その他（具体的にご記入ください）： 

 

 
 
⑪－2 受け入れ項目に照らして受け入れ外となったケースの紹介先（複数回答可） 
1. 地域活動支援センター 2. 就労継続支援 B 型 
3. 医療機関（デイケアや外来ワーカーなど） 4. 障害者職業センター 
5. 就労移行支援事業所 6. 行政による若年者就労支援機関（ジョブカフェ等） 
7. その他（具体的にご記入ください）： 

 
 
 
 
 
 
⑫ 精神障がいのある方に関する求職活動への支援開始の基準の有無 

1. 無  2. 有 （⑫-1 にご回答の上、次項にお進みください） 

 
 

⑫－１ 基準となる項目について，下記のうち重要度の高いものから３つに○ 
1. 病識がある、もしくは一定程度障がいの受容が進んでいること 
2. 本人に就労の意欲があること    3. 病状が安定していること 
4. 通院や服薬が安定していること，もしくはこれらに対する訪問看護などの支援があること 
5. 生活リズムが整っていること   6. 住居や家族関係など生活状況が安定していること 

7. 何らかの交通手段（徒歩、自転車、自家用車、公共交通機関等）を利用し通所・通勤が可能なこと 

8. 就労について主治医が賛成していること 9. 就労について家族が賛成していること 

10. 自機関が定める、もしくは他機関の求める職業アセスメントを終えていること 

11. 自機関が定める、もしくは他機関の求める就労訓練機関への通所を終えていること 

12. 職業生活に必要な作業能力が一定程度認められること 

13. 職業生活に必要な社会性が一定程度認められること 

14. その他（具体的にご記入ください）： 
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⑬ 精神障がいのある方に関する求職活動への支援実施時に医療に関する支援も行っていますか？ 

1. 無 （⑬-2 にご回答の上、次項にお進みください） 2. 有 （⑬-1 にご回答の上、次項にお進みください） 

 
 
 

⑬－１ 貴センターが実施する支援のうち，頻度の高いもの３つに○ 
1. 服薬支援（薬の飲み方や服薬の有無のチェック） 
2. 自立支援医療・手帳の取得支援 
3. 受診同行（診察の同席はしない） 
4. 診察への同席 
5. 主治医への連絡（主治医意見書作成の依頼や就労にむけての支援に関する報告等） 
6. 主治医への提案（就労に際し必要と思われる処方内容や薬の飲み方，受診間隔に関する提案） 

7. 主治医のいる医療機関のソーシャルワーカーへの連絡・相談（上記 4 や 5 に関する調整依頼） 
8. 医療機関と地域の支援機関が合同で実施するカンファレンスやケア会議の提案 
9. セカンドオピニオンのための支援 
10. その他（具体的にご記入ください） 
 
 

 
 
 
 
⑬－2 ⑬-1 に挙げられているような支援を行っていない理由（複数回答可） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ⅳ．貴センターが精神障がいのある方に対して就労支援を行う際に感じる困難について伺います。 

⑭－１ 精神障がい者の障がい特性に関する困難でもっとも強く感じるもの３つに○ 
1. 病識がない、もしくは障がい受容が進んでいない 2. 就労の意欲が不安定であること 
3. 病状が不安定であること 4. 来所が不安定であること 
5. 障がいの開示に積極的でない場合があること 
6. 「精神症状」の内容など、障がいの状態がわかりづらいこと 
7. 本人の希望と家族の希望もしくは支援者の支援方針が食い違っていること 
8. 社会経験（買い物や公共交通機関の利用など）が不足していること 
9. 就労経験が不足していること 10. 社会的スキル（人付き合いのスキル）が不足していること 
11. その他（具体的にご記入ください） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 多くのケースで医療機関との連携の必要性がない  
2. 多くのケースで医療機関との連携は必要と感じるが，マンパワーが不足している 
3. 自機関スタッフの医療的情報の不足のため，何をどのように相談してよいかわからない 

4. 主治医の就労に対する知識や理解，関心の不足のために協力を得ることが難しい 
5. 主治医以外に医療機関の窓口となるスタッフがおらず，協力を求めづらい 
6. その他（具体的にご記入ください） 
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⑭－2 ⑭-1 に挙げた精神障がい者の障がい特性以外で困難を感じる項目３つに○ 

 
Ⅴ．精神障がいのある方に対する就労支援に関する今後の要望について伺います。 

⑮-1 今後精神障がいがある方への支援に関して研修を実施するとすれば，どのような研修が必要と感じますか？

下記の例も参考に自由にご記入ください。 
例：企業に対する精神障がいの障がい特性や就労支援制度に関する研修の実施 
  医療機関に対する精神障がいのある方に対する就労支援制度に関する研修の実施 
  就業・生活支援センターに対する精神障がいに関する研修（特に医学的な側面について）の実施 他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次ページにも質問があります！ 
 
 
 
 
 

1. 制度が想定しているマンパワーの不十分さ  2. 事業所の支援スタッフの離職率の高さ 

3.事業所の支援スタッフの給与水準の不十分さ 4. 支援する際にトライアル雇用が使いづらいこと 

5. （障がい者雇用は週 20 時間以上からカウントされるため）短時間雇用が企業から受け入れられづらいこと 

6. （現時点では）精神障がい者がみなし雇用扱いとなっていること 

7. 企業側に精神障がいをもつ人を受け入れた経験が少ない、もしくは偏見があること 

8. 制度上は（主治医意見書など）医療との連携が想定されているにも関わらず医療側に周知されていないこと 

9. その他（具体的にご記入ください） 
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⑮-2 その他、精神障がいのある方に対する就労支援に関して困難を感じる場面や要望等自由記述にてお教えください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひきつづき別紙 A３版用紙の質問にもご回答をお願いいたします。 
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別添 
日本版 IPS型就労支援のスタンダーズ（標準モデル）第 1 版 

2013 年 3 月 25 日 

 

Ⅰ．日本版 IPS型就労支援標準モデルの趣旨 

IPS（Individual Placement and Support）型支援の実践に際して求められる事項を、
日本版 IPS 標準モデルとして以下に示した。当支援モデルは重度の精神疾患をもつ人の
個々のニーズに合わせた支援をチームアプローチで行う集中度の高い就労支援モデルで
ある。IPS 型就労支援は利用者のリカバリーを志向する支援であり、IPS の 8 原則に準拠
している（Ⅱ．IPS の 8 原則参照）。日本版標準モデルはこの 8 原則に準拠し、我が国で
行う IPS 型就労支援の標準として提示する。当支援アプローチは就労支援や生活訓練を提
供する地域の支援機関や精神科デイケアなど様々な機関で実施されうる。運営指針は当該
機関の所在地や運営形態などに応じて個別に取り決められるべきであるが、当モデルはそ
の共通項を示したものである。 

 

Ⅱ． IPS型就労支援の 8 原則 
(1) 働きたいと思う全ての精神障害者が対象 
  ＊障害が重いことや、支援者側の視点による「意欲の低さ」「不安定さ」などで除外されない。 
(2) 就労支援の専門家と精神保健福祉の専門家はチームとなり支援する。 
(3) 一般雇用（一般企業や公的機関等事業体の障害者雇用を含む）を目標とする。 
(4) 社会保障（生活保護・障害年金など）に関する相談サービスを提供する。 
(5) 働きたいと本人が希望したら、迅速に求職活動を始める。 
(6) 就職後のフォローアップは継続的に行われる。 
(7) 利用者の好みや希望に基づいて、支援者は企業関係者とコンタクトをとり関係づく
りを行う。 
(8) 以上(1)~(7)は利用者の好みや希望が優先される。 
 
 
Ⅲ．IPS型就労支援における主要な支援スタッフの機能的名称と定義 
(1) 就労支援スペシャリスト 
＜全体の機能＞ 
「就労支援スペシャリスト」は役割（機能）の名称であり、国家資格や認定資格の名称ではない。

この役割をとる者の呼称は各機関によって異なっている（例：就労支援スタッフ，就労カウンセラ

ーなど）。この役割を取る者の全体的な機能とは、利用者が自分の職業的な目標やリカバリー
に一致する雇用を獲得し、維持するよう支援することを通じて IPS 型就労支援を実行する
ことである。 
 
＜期待される職務＞ 
a. 利用者と関わり、就職という目標に向けて協力的関係を築く。 
b. 継続的に利用者の求職上の好みやニーズと職業上の機能をアセスメントする。 
c. 利用者のニーズや興味に一致する仕事を目指して雇用担当窓口とのコンタクトや職場

開拓を行い、求職活動を支援する。 
d. 利用者が就労を持続できるように、個別の、期限を限定しない継続支援を提供する。 
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e. 事業主（企業担当者）と仕事の調整を行い、継続支援を含む事業主（企業担当者）へ
の教育やサポートを利用者の同意のもと提供する。 

f. 利用者がサービスを離脱するときに必要に応じてアウトリーチサービスを提供する。 
g. 就労支援を精神保健医療チームとの連携のもと行うために、利用者のケアマネージャ

ーや医療スタッフと定期的に会う。 
h. 利用者、ケアマネージャーと共に個別の就労支援計画を作成し、定期的に更新する。 
i. 直接サービス時間の半分以上は、就労支援スペシャリストが所属する事業所の外で提

供される。 
＜資質と職歴＞ 
下記 a～c のいずれかに当てはまり、かつ重度精神障害者支援の経験があるか学ぶ意志の
ある者で、精神保健医療福祉チームの一員として働くことのできる人。 
a. 自身の入職・転職などの社会経験や企業などにおける人事に関わる職業経験を含めた

就労支援に関する豊富な知識や技術のある者。 
b. 精神保健福祉士、看護師、保健師、作業療法士等、精神保健医療福祉の領域における

知識や技術、臨床経験がある者。 
c. 職業リハビリテーションの領域での支援経験がある者。 

 
(2) ケアマネージャー 
＜全体の機能＞ 
「ケアマネージャー」は役割（機能）の名称であり、国家資格や認定資格の名称ではない。
この役割をとる者の呼称は各機関によって異なっている（例：生活支援担当スタッフ，ケ
ースマネージャーなど）。この役割をとる者の全体的な機能とは、利用者の生活上のニー
ズをくみ取り、リカバリーを目指す目標の設定や行動計画の策定を行うことである。 
＜期待される職務＞ 
a. 利用者の生活に近い場で頻繁に利用者と会い信頼関係をつくる。 
b. 利用者が就労支援を受けている場合は、就労支援スペシャリストとチームとなり就職

活動中のメンタル面や生活面の相談に乗ることを通して、利用者を支える。 
c. 就労支援スペシャリストとは定期的に会って利用者の支援についてミーティングを行

う。 
d. 包括型のケアマネジメントを提供する。包括型のケアマネジメントとは、仲介（様々

なサービスリソースの紹介とつなぎ）だけでなく、支持的カウンセリング、役所への
同行、様々な公的サービスを受けるための手続きの支援、通院同行、買い物同行、お
よび家族調整や生活調整などの直接支援を総合的に行う。 

e. d を行うために積極的なアウトリーチ活動を展開する。 
f. 利用者がサービスを離脱するときに必要に応じてアウトリーチサービスを提供する。

必要であれば、職業的な焦点がなくとも利用者とのコンタクトを維持する。 
＜資質と職歴＞ 
精神保健福祉士、看護師、保健師、作業療法士等、精神保健医療福祉領域における知識や
技術、臨床経験がある者で、かつ重度精神障害者支援の経験があり、精神保健医療福祉チ
ームの一員として働くことのできる人。 
 
(3) スーパーバイザー 
＜全体の機能＞ 
「スーパーバイザー」は役割（機能）の名称であり、国家資格や認定資格の名称ではない。
この役割をとる者の呼称は各機関により異なっている（例：所長、主任、サービス管理責
任者、士長など）。スーパーバイザーは機関内に雇用されている者で、就労支援スペシャ
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リストの評価や査定をし、チームをまとめ、機関内外の関係者との調整を行い、かつ就労
支援に関する相談、助言、指導等を行う。 
＜期待される職務＞ 
a. 就労支援スペシャリストの行う支援のアウトカムやスキルの向上等の指導や管理をす

る。 

b. 定期的なスーパービジョンを行い、就労支援スペシャリストとともに、利用者の就職
や就労継続の手助けとなる新たな方法やアイデアを確認する。 

c. 就労支援スペシャリストが主体的かつ積極的に支援活動を展開できるように各就労支
援スペシャリストとコミュニケーションをとる。 

d. 新人、もしくは支援に困難を感じている就労支援スペシャリストに同行し、実地で観
察、モデリング、スキルに関するフィードバックを行う。 

e. 就労支援スペシャリストとともに、支援の実績についての目標を立てる。 

＜資質と職歴＞ 
下記、a～c のいずれかに当てはまり、かつ重度精神障害者の就労支援の実務経験が 5 年
以上あり、就労支援スペシャリストの指導や助言ができるほどの専門知識と技術、経験が
あり、チームをまとめる能力、機関内外の関係者との調整を行うなどのコーディネート力
がある者。 
a. 自身の入職・転職などの社会経験や企業などにおける人事に関わる職業経験を含めた

就労支援に関する豊富な知識や技術のある者 
b. 精神保健福祉士、看護師、保健師、作業療法士等、精神保健医療福祉の領域における

知識や技術、臨床経験がある者 
c. 職業リハビリテーションの領域での支援経験がある者 
 
 
Ⅳ．標準モデル内容 

(1)スタッフ配置 

①ケースロードの大きさ： 
就労支援スペシャリストは個別のケースロードを持つ常勤換算*の就労支援スペシャリス
ト一人につき、最大 20 名までの利用者を担当する。 

常勤かつ専従の就労支援スペシャリストは、週 32 時間以上勤務しており、その人の業務の中で、

業務時間の 70%以上（だいたい週 5 日の内 4 日）を就労支援に従事している者を意味する。ただ

し、フィデリティ評価上の常勤換算*の計算では、便宜上 40 時間／週で 1 名と数える。例として、

週 16 時間 2 名、週 40 時間 1 名の就労支援スペシャリストがいる場合、（16＋16＋40）／40=1.8 
常勤換算 1.8 人。もし、機関で IPS を利用している人が 40 人いる場合は、40／1.8 で、1 名の就

労支援スペシャリストのケースロードは 22 人となる。  

 
②就労支援スペシャリスト： 
就労や就労継続に関わるサービスのみを提供する。 
 
③就労支援スペシャリストの提供するサービス： 
それぞれの就労支援スペシャリストが、インテーク、関係づくり、アセスメント、就職活
動支援、就職後継続・同行支援など、就労支援に関わる全てのサービスを行う。 
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(2)組織 

 
①精神保健支援と就労支援の統合（組織構造）： 
●機関には一人の利用者を支援する就労支援スペシャリストと担当ケアマネージャーがい
る。 
●就労支援スペシャリストとケアマネージャーは同一機関に所属している。 
●就労支援スペシャリストとケアマネージャーはチームとなり就労や就労継続に関する支
援を行う。 
  
②精神保健支援と就労支援の統合（連携の質）： 
●就労支援スペシャリストとケアマネージャーは担当する利用者の支援状況について情報
を共有したり相談したりするために、少なくとも週に 1 度はミーティングを行う。 
●ケアマネージャーは、利用者の通院する精神科医療機関のソーシャルワーカーや精神科
医と積極的に連携し医療的側面も含む生活支援を包括的に行う。 
●ケアマネージャーと就労支援スペシャリストは利用者の通院する精神科の医師やソーシ
ャルワーカーと、利用者の通院同行やケア会議などを通して連携する。 
（可能であれば、利用者に関する記録等の共有がなされるとよい。） 
 
③就労支援スペシャリストと職業リハビリテーションにおける支援スタッフとの連携： 
就労支援スペシャリストは情報交換や新規の利用者の紹介を得るために、ハローワーク、
障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなど、他の就労支援機関とも情報交
換等、頻繁にコンタクト（電話・メール・対面）をとる。 

 
④就労支援ユニット（就労支援スペシャリストのチーム）： 
同じ機関に所属する、2 人以上の常勤の就労支援スペシャリストが、就労支援ユニットを
形成している。１つのユニットには 1 人のスーパーバイザーがいる。彼らは毎週、ケース
に関するスーパービジョン的なミーティング／カンファレンスをもち、支援方法を確認し
たり、求人情報を共有したりする。彼らは必要に応じてお互いのケースロードをカバーす
る。1 機関に就労支援スペシャリストが 1 名だけの場合は、近隣の地域にある他機関の就
労支援ユニットに入るか、他機関の就労支援スペシャリストとユニットを組む。この場合
は、就労支援スペシャリスト間のケースロードのカバーはないが、グループスーパービジ
ョンによる支援方法の振り返りや支援方法についてのアイデアの交換、および求人情報の
共有が行われる。 

 
⑤ 就労支援ユニットのスーパーバイザーの役割： 
スーパーバイザーは就労支援ユニットを指揮する。就労支援スペシャリストのスキルは、
成果に基づいたスーパービジョンを通して発展し、改善される。 

スーパーバイザーの役割としては、以下の 5 項目がある： 

i. 就労支援スペシャリストの行う支援のアウトカムやスキルの向上等の指導や管理
をする。 

ii. 週 1 回のスーパービジョンを行い全利用者の状況をレビューする。そのなかで就労
支援スペシャリストとともに利用者の就職や就労継続の手助けとなる新たな方法



 

- 99 - 
 

やアイデアを確認する。 

iii. 就労支援スペシャリストが主体的かつ積極的に支援活動を展開できるように各就
労支援スペシャリストとコミュニケーションをとる。 

iv. 新人、もしくは支援に困難を感じている就労支援スペシャリストに同行し、実地で
観察、モデリング、スキルに関するフィードバックを行う。 

v. 就労支援スペシャリストとともに、支援の実績を改善するための目標を立てる。 

 
⑥除外基準なし： 
●意欲の強弱に関わらず働くことに興味があるすべての利用希望者は、職業準備性の要因、
物質乱用、精神症状、暴力行為の履歴、認知機能障害、治療を遵守しないことなどに関係
なく、サービスにアクセスできる。これらは、支援の過程においても同様である。 

●就労支援スペシャリストは、利用者の過去の退職の理由や職歴の数にかかわらず、ひと
つの仕事が終了したら、次の仕事に関しても支援を提供する。 

●外部の職業リハビリテーションによる審査基準において、利用希望者が支援対象外と判
断されたとしても、IPS 支援機関は、その支援結果によらず支援を提供する。利用希望者
は、公式にあるいは非公式に排除されない。 

 
⑦機関が一丸となって利用者の一般雇用実現に重点的に取り組む： 
●機関は複数の方法を通して利用者の「一般雇用」（3-⑩参照）を促進する。利用者との
インテークには「一般雇用」に興味があるかについての質問が含まれている。 

●機関には、就労や IPS 型就労支援サービスに関する文書による掲示物がある（例：パン
フレット、掲示板、ポスター）。 

●機関は、特に重い精神疾患をもった人の支援に力をいれる。 

●機関は、利用者が仕事についての話（いかに仕事を見つけ就職したか、今どのように働
いているか、働き始めてからのことなど）を他の利用者やスタッフと共有できるよう支援
する（例：雇用案内イベントやピアサポートグループでの発表や機関のニュースレター等
の記事として掲載するなど）。 

●機関は、一般雇用率（年度の利用登録者に対する雇用率＝「就労者数」÷「年度内に IPS
支援への登録している人（申込書あり）」）を測定し、その情報を機関や法人の上層部や
スタッフと共有する。 

 
⑧経営陣が援助付き雇用を支援する： 
機関もしくは法人の経営陣チームメンバー（例：理事長、役員、理事、院長など）が、IPS
型就労支援の実施と継続に関して支援する。経営陣チームの 5 つの重要な要素のすべてが
行われている。 

ⅰ．科学的根拠に基づく IPS 型支援への理解がある 
ⅱ．フィデリティ調査を受ける 
ⅲ．フィデリティの結果と就労率実績の結果を照らし合わせて問題を明確にする 
ⅳ．高いフィデリティと就労率をあげるための改善・努力計画をたてる 
ⅴ．ⅳの計画を実行する 
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(3)サービス 

①IPS 型就労支援サービスの開始の定義： 
IPS 型就労支援サービスの開始は、利用希望者が IPS 型就労支援の申込書を記載し、機関
がそれを受け付けた年月日とする。就労支援スペシャリストあるいはケースマネージャー
は、IPS 型就労支援サービスの利用を希望する本人の意思とサービス開始日を明記した書
類を作成する。 
 
②社会保障に関する個別相談を提供する： 
●IPS 型就労支援では、すべての利用者が、新しい仕事を始める前に、個別の経済的な計
画を得るための支援を受けることができる。また、利用者が勤務時間や給与の変化につい
て意思決定をする必要がある際に、経済的計画の支援を受けることができる。 

●就労支援スペシャリストもしくはケアマネージャーは、就労に関連する福利厚生、生活
保護、児童扶養手当、自立支援医療、障害年金、他の収入源等についての説明とそれらが、
総収入にどの程度影響するか説明する。あるいは、説明できる担当者に確実につなぐ。 

 
③障害の開示： 
求職活動に際して、就労支援スペシャリストは障害があることの開示・非開示についての
客観的な情報を利用者に提供し、利用者本人が決定できるよう支援する。 

 
④職業的アセスメント： 
●初期の職業的アセスメントは、複数回に渡って行われ、一般就労における職業経験の情
報とともに更新される。 
●利用者の好み、経験、特技、ストレングス、個人的な交流、などの情報を含む職業プロ
フィールは、新たな仕事の経験とともに随時更新される。 
●職業的アセスメントを進めながら、利用者の住居等の環境的アセスメントも同時に行う。 
●情報源は、利用者自身、支援チーム、臨床記録、利用者の許可があれば家族や以前の雇
用主からのものを含む。（＊実習について：明確な利用者の希望があれば別だが、基本的
にはアセスメントのための実習を前提にしない。） 
 
⑤一般雇用のための迅速な求職活動： 
初期の職業的アセスメントを行うことや、利用者あるいは就労支援スペシャリストが一般
雇用について雇用担当窓口（ハローワーク、企業、事業主など）と最初に直接接触するの
は、IPS 型就労支援参加後３０日以内である。 

 
⑥個別化された求職活動： 
●就労支援スペシャリストは、求人（すなわち、すぐに利用できる仕事）を優先させるの
ではなく、利用者の好み（それぞれの個人が楽しむことや彼らの目標に関連する）やニー
ズ（経験、能力、症状、健康など）に基づき、仕事との良いマッチングを行うために、事
業主や雇用担当窓口と交渉する。 
●個別の求職計画は、職業的アセスメント／職業プロフィールや新たな仕事／職業訓練な
どの経験からの情報とともに作られ、更新される。（＊実習について：明確な利用者の希
望があれば別だが、基本的にはアセスメントのための実習を前提にしない。） 
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⑦職場開拓‐頻繁な雇用担当窓口（ハローワークや企業担当者）とのコンタクト： 

●それぞれの就労支援スペシャリストは、求職者たちのために、雇用担当窓口と、毎日の
ようにコンタクトを取る。 

●就労支援スペシャリストは、ハローワーク、企業や事業主とのコンタクトを記録するた
めに、職場開拓の記録をする。 

 
⑧職場開拓‐雇用主（企業担当者）とのコンタクトの質： 
●就労支援スペシャリストは、雇用主のニーズを理解するようにつとめる。 

●IPS型就労支援は雇用主に対してもサービスを提供できることを伝える。 

●就労支援スペシャリストは、利用者のストレングスが雇用主のニーズに見合うことを説
明する。 

●就労支援スペシャリストは、複数回の訪問を通して、雇用主との関係を構築する。 

 
⑨職場開拓の多様性： 
就労支援スペシャリストは、利用者たちが異なる種類の仕事に就けるよう支援する。 

 
⑩雇用主の多様性： 
就労支援スペシャリストは、利用者たちが多様な企業や雇用主からの仕事に就けるよう支
援する。 

 
⑪ 一般雇用： 
●一般雇用とは、ハローワーク等で紹介される最低賃金以上の一般求人と障害者求人を指
す。 
派遣や季節労働も一般雇用に含める。 
●最低賃金が支払われていても、障害者だけを１つの会社やセクションに集めて指導員的
立場のスタッフが管理するような職場は目標としない。 
●上記については、本人の選択として、またリカバリーの過程として否定するものではな
い。しかし、IPS 型支援ではソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）を重要視し、
一般市民と共に働く職場を一般雇用として目標とする。 
 
⑫個別ニーズと個別支援： 
●利用者は、仕事、利用者の好み、職歴、ニーズなどに基づいた、仕事をするための異な
る種類の支援を受ける。異なる種類の支援とは、精神保健福祉支援（例：薬の変更、社会
技能訓練、励まし）に関わるチームメンバー、家族、友人、同僚、就労支援スペシャリス
トを含む、さまざまな人々によって提供される。 

●就労支援スペシャリストは、利用者の要望により、雇用主にも支援を提供する（例：教
育的な情報、仕事上の便宜）。 

●就労支援スペシャリストは、キャリア開発、すなわち教育の支援、より魅力的な仕事、
またはより望ましい職務に関しても、支援を提供する。 
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⑬期限のない継続支援： 
●就労支援スペシャリストは、利用者が仕事を始める 1 週間前以内、仕事を始めて 3 日以
内、仕事を始めて最初の 1 ヶ月は毎週利用者と対面でコンタクトを取る。また、利用者が
安定して仕事を継続している場合も、希望があれば、平均で 1 年間以上は毎月利用者と会
う。 
●利用者が安定して仕事を継続している場合は、就労継続に関する支援を減らしていく。 
●就労支援スペシャリストは、利用者が失業したことを知ったら 3 日以内に、コンタクト
を取る。 
●就労支援スペシャリストは、利用者の雇用継続のためだけではなく、退職のための支援
や転職に関する支援も行う。休職・復職の支援も行う。 
 
⑭退職支援： 
●利用者が退職の意志を表明したら、面談等で詳細に事情を聴く。 
●利用者と企業、双方が納得する形で退社するための支援を行う（例：どのように企業側
に話をするか、最終日をいつに設定するかなどの話し合いを利用者と行う）。 
●就労支援スペシャリストは出勤最終日に利用者と一緒に職場にあいさつに行くなどの支
援を行う。 
●失業に伴う手続きについての支援を行う。 
 
⑮地域ベースのサービス： 
関係づくり、求職活動、フォローアップ支援などの職業サービスは、すべての就労支援ス
ペシャリストによってオフィスの中ではなく、普通の地域の中で提供される。 

 
⑯コンタクトが取れなくなった利用者へのアプローチ～積極的関係づくりとアウトリー
チ～： 
●一定期間の経過や利用者が約束どおりの時間や場所に現れないことを理由に就労支援サ
ービスを終了しない。 

●利用者が精神症状の影響で外に出られなくなったり、外部との交流を持ちにくくなった
りすることもあるので、支援チームのメンバーは自宅や利用者の住む地域に複数回訪問す
る。 

●利用者との関係づくりと上記のようなアウトリーチは、チームのメンバーによって行わ
れ、これらのアウトリーチ支援は確実に記録に残される。 

●必要がある場合は、家族ともかかわりをもつ。 

●利用者がもはや仕事をする意欲がない、あるいは IPS 型就労支援を継続するつもりがな
いことが明確になったら、就労支援スペシャリストによる就労に関するアウトリーチを終
了する。 

 
本スタンダーズ作成は、厚生労働省科学研究費補助金難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（精神

疾患関係研究分野）『「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究』

の一部として実施された。連絡先：国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会復帰研究部（担当：

下平美智代 ﾒｰﾙ shimodaira@ncnp.go.jp 電話 042-346-2168）【作成者：下平美智代，山口創生，吉田光爾，
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平成 23 年度 

 

多職種アウトリーチチーム研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／在宅支援室「PORT」 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神健康福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科外来 

   

認知機能リハビリテーションと日本型援助付雇用モデルの研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／デイケア 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室 

NPO 法人 NECST 障害者就職サポートセンタービルド 

社会福祉法人サンワーク 就労移行支援事業所サンワーク就労センター 

特定非営利活動法人いちされん 市川市障害者就労支援センターアクセス 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人障害者支援情報センター障害者就労・生活支援センターアイ・キャリア 

【他】 

医療法人社団宙麦会ひだクリニック 精神科デイ・ナイトケア 

財団法人長岡記念財団 長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 

 障害者就業・生活支援センターアイリス 

 株式会社リクルートスタッフィング 
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株式会社ぽっけ訪問看護ステーション不動平 

ACT-K たかぎクリニック／ねこのて訪問看護ステーション／ 

特定非営利活動法人京都メンタルケア・アクション 

ACT-Zero岡山 大和診療所／訪問看護ステーション宙 

NACT こころクリニックせいわ／訪問看護ステーション浜田「こころ」 

 

ストレングス志向性のスタッフ調査研究 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 

精神科／在宅支援室「PORT」／デイケア 

独立行政法人国立国際医療研究センター 国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神健康福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

特定非営利活動法人 NECST 障害者就職サポートセンタービルド 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

特定非営利活動法人 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

帝京大学附属病院 精神科外来／デイケア 

社会医療法人高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル 

特定医療法人万成病院 

社会医療法人近森会 近森病院第二分院 

独立行政法人国立病院機構 帯広病院 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 花巻病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 精神科／デイケア／在宅支援室 

独立行政法人国立病院機構 東尾張病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 榊原病院 精神科／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科／デイケア／在宅支援室 

独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 

精神科／デイケア／訪問看護室／地域医療支援室 
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平成 24 年度 
 

多職種アウトリーチチーム研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／在宅支援室「PORT」 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科外来 

【他】 

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 

独立行政法人国立病院機構 琉球病院 精神科／地域連携室 

医療法人 周行会 湖南病院／湖南クリニック／地域活動支援センター風 

 

 

認知機能リハビリテーションと日本型援助付雇用モデルの研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／デイケア 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室 

NPO 法人 NECST 障害者就職サポートセンタービルド 

社会福祉法人サンワーク 就労移行支援事業所サンワーク就労センター 

特定非営利活動法人いちされん 市川市障害者就労支援センターアクセス 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人障害者支援情報センター障害者就労・生活支援センターアイ・キャリア 

【他】 

医療法人社団宙麦会ひだクリニック 精神科デイ・ナイトケア 

財団法人長岡記念財団 長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 



- 112 - 
 

障害者就業・生活支援センターアイリス 

株式会社リクルートスタッフィング 

熊本市こころの健康センター デイケア 

 

ストレングス志向性のスタッフ調査研究 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 

精神科／在宅支援室「PORT」／デイケア 

独立行政法人国立国際医療研究センター 国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

特定非営利活動法人 NECST 障害者就職サポートセンタービルド 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

帝京大学附属病院 精神科外来／デイケア 

社会医療法人高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル 

特定医療法人万成病院 

社会医療法人近森会 近森病院第二分院 

独立行政法人国立病院機構 帯広病院 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 花巻病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 精神科／デイケア／在宅支援室 

独立行政法人国立病院機構 東尾張病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 榊原病院 精神科／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科／デイケア／在宅支援室 

独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 

精神科／デイケア／訪問看護室／地域医療支援室 

 

日本版援助付き雇用スタンダード研究および就業・生活支援センター全国悉皆調査（五十音順） 

一般社団法人 訪問看護ステーション Q-ACT 

医療法人 社団更生会 草津病院 就労支援センター ワークネクスト 

医療法人 社団宙麦会 ひだクリニック 精神科デイ・ナイトケア 

医療法人 社団二山会 宗近病院 精神科 デイケア ほのぼの 

医療法人 尚生会 就労移行支援事業 (創) C.A.C 

医療法人 清風会 就労支援センター オンワーク 

医療法人 北斗会 さわ病院 デイケア 

学校法人 滋慶学園 東京福祉専門学校 地域活動・相談支援センター かさい 
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公益財団法人 住吉偕成会 住吉病院／すみよし障がい者就業・生活支援センター 

社会福祉法人 あすなろ福祉会 障害福祉サービス事業 多機能型事業所 あすなろ 

社会福祉法人 桜ヶ丘社会事業協会 桜ケ丘記念病院 医療相談室 

東京都指定就労移行支援事業所 就労移行支援センター フリーデザイン 

特定非営利活動法人 いちされん 障害者就業・生活支援センター いちされん 

特定非営利活動法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク 

JSN 茨城／JSN 門真／JSN 新大阪 

特定非営利活動法人 京都メンタルケア・アクション ACT-K 就労支援センター そらいろ 

特定非営利活動法人 コミュネット楽創 就労移行支援事業所コンポステラ 

特定非営利活動法人 Switch 障害者福祉サービス事業所 スイッチ・センダイ 

特定非営利活動法人 NECST 

障害者就職サポートセンタービルド／ユースキャリアセンターフラッグ 

特定非営利活動法人 ゆるら 社会生活サポートセンター こみっと 

特定非営利活動法人 リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーションACT-J 

独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター病院 デイケア 

浜松市パーソナル・サポート・センター（青少年就労支援ネットワーク静岡） 

 

 

平成 25 年度 
多職種アウトリーチチーム研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／在宅支援室「PORT」 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科外来 

【他】 

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 

独立行政法人国立病院機構 琉球病院 精神科／地域連携室 

医療法人 周行会 湖南病院／湖南クリニック／地域活動支援センター風 
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認知機能リハビリテーションと日本型援助付雇用モデルの研究 

【小平地区】 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／デイケア 

【市川地区】 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室 

NPO 法人 NECST 障害者就職サポートセンター ビルド 

社会福祉法人サンワーク パル 

特定非営利活動法人いちされん 市川市障害者就労支援センター“アクセス” 

【仙台地区】 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

【帝京大学】 

帝京大学附属病院 精神科／デイケア 

特定非営利活動法人障害者支援情報センター障害者就労・生活支援センターアイ・キャリア 

【他】 

医療法人社団宙麦会ひだクリニック 精神科デイ・ナイトケア 

財団法人長岡記念財団 長岡ヘルスケアセンター（長岡病院） 

障害者就業・生活支援センターアイリス 

株式会社リクルートスタッフィング 

熊本市こころの健康センター デイケア 

 

ストレングス志向性のスタッフ調査研究 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 

精神科／在宅支援室「PORT」／デイケア 

独立行政法人国立国際医療研究センター 国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

特定非営利活動法人 NECST 障害者就職サポートセンタービルド 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

帝京大学附属病院 精神科外来／デイケア 

社会医療法人高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル 

特定医療法人万成病院 

社会医療法人近森会 近森病院第二分院 

独立行政法人国立病院機構 帯広病院 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 花巻病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院 精神科／デイケア／在宅支援室 
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独立行政法人国立病院機構 東尾張病院 精神科／デイケア／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 榊原病院 精神科／訪問看護室 

独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科／デイケア／在宅支援室 

独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 賀茂精神医療センター 精神科／デイケア 

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 

精神科／デイケア／訪問看護室／地域医療支援室 

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 精神科／在宅支援室「PORT」/デイ 

ケア 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室／訪問看護室 

市川市基幹型支援センターえくる 

社会福祉法人サンワーク サンワーク相談支援事業所 

特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット M ネット ハピネス行徳／里見工房 

特定非営利活動法人ほっとハート ほっとハート相談支援事業所 

特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院 精神科／医療福祉相談室 

NPO 法人 NECST 障害者就職サポートセンター ビルド 

東北福祉大学せんだんホスピタル 精神科／S-ACT 

東北福祉大学大学院 総合福祉学研究科 

特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所スイッチ・センダイ 

帝京大学附属病院 精神科外来／デイケア 

 

IPS 型就労支援フィデリティ評価ツール作成に係る研究 （五十音順）   

一般社団法人 FLaT 就労支援センターFLaT 

医療法人社団 慈雲堂病院 地域連携推進部 デイケア室 

医療法人社団 宙麦会 ひだクリニック 

医療法人尚生会 就労移行支援事業所（創）シー・エー・シー 

  医療法人清風会 就労支援センター オンワーク 

  医療法人北斗会 さわ病院デイケアセンター 

NPO 法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク JSN 茨木 

NPO 法人 京都メンタルケアアクション ACT-K 就労支援センター そらいろ 

NPO 法人 NECST 障害者就職サポートセンター ビルド 

  NPO 法人 NECST ユースキャリアセンター フラッグ 

  社会福祉法人あすなろ ジョブサポートセンター あすなろ 

社会福祉法人東康会 就労支援センターらぽーる宇城 

特定非営利活動法人コミュネット楽創 就労移行支援事業所コンポステラ 

  特定非営利活動法人 Switch 障害福祉サービス事業所 スイッチ・センダイ 

   特定非営利活動法人リカバリーサポートセンターACTIPS 訪問看護ステーション ACT-J 

   特定非営利活動法人ゆるら 社会生活サポートセンター こみっと 

  独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院デイケア



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

厚生労働科学研究費補助金 

難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業 
（精神疾患関係研究分野） 
 

「地域生活中心」を推進する、地域精神科医療モデル作りと 
その効果検証に関する研究 

 
平成 23 年度－平成 25 年度 総合研究報告書 
 

発行日 平成 26 年 ３ 月 

発行者 研究代表者 伊藤順一郎 

発行所 独立行政法人 国立精神･神経医療研究センター精神保健研究所 

         〒187-8553 東京都小平市小川東町 4-1-1 


